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令和２年第４回さつま町議会定例会審議結果 

開会 令和２年１２月 ７日  

閉会 令和２年１２月２４日  

議 案 

番 号 
件           名 上程日 議決日 議決結果 

付  託

委 員 会

議案 

７０ 

令和元年度さつま町歳入歳出決算の認定につ

いて 
R2.9.25 R2.12.07 認  定 決算特別

７１ 
令和元年度さつま町上水道事業会計決算の認

定について 〃 〃 〃 〃 

７９ 

さつま町議会議員及びさつま町長の選挙にお

ける選挙運動の公営に関する条例の制定につ

いて 

R2.12.07 R2.12.24 原案可決 総務厚生

８０ 

さつま町議会議員及びさつま町長の選挙にお

けるポスター掲示場の設置に関する条例の制

定について 

〃 〃 〃 〃 

８１ 
さつま町税外収入に係る督促手数料及び延滞

金徴収条例等の一部改正について 
〃 〃 〃 〃 

８２ 
さつま町国民健康保険税条例の一部改正につ

いて 
〃 〃 〃 〃 

８３ 
さつま町健康ふれあいセンターの指定管理者

の指定について 
〃 〃 可  決 〃 

８４ 
さつま町宮之城ひまわり館の指定管理者の指

定について 
〃 〃 〃 〃 

８５ 
さつま町老人福祉センターいぬまき荘の指定

管理者の指定について 
〃 〃 〃 〃 

８６ 
さつま町神子地区コミュニティセンターの指

定管理者の指定について 
〃 〃 〃 文教経済

８７ 
さつま町鶴田地区コミュニティセンターの指

定管理者の指定について 
〃 〃 〃 〃 

８８ 
さつま町柏原地区集会施設の指定管理者の指

定について 
〃 〃 〃 〃 

８９ 
さつま町求名交流館の指定管理者の指定につ

いて 
〃 〃 〃 〃 

９０ 
さつま町永野交流館の指定管理者の指定につ

いて 
〃 〃 〃 〃 

９１ 
さつま町中津川交流館の指定管理者の指定に

ついて 
〃 〃 〃 〃 

９２ 
さつま町佐志交流館の指定管理者の指定につ

いて 
〃 〃 〃 〃 

９３ 
さつま町山崎交流館の指定管理者の指定につ

いて 
〃 〃 〃 〃 
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議 案 

番 号 
件           名 上程日 議決日 議決結果 

付  託

委 員 会

９４ さつま町平川郷の指定管理者の指定について R2.12.07 R2.12.24 可  決 文教経済

９５ 
さつま町宮之城ちくりん館の指定管理者の指

定について 
〃 〃 〃 〃 

９６ 
さつま町郷土文化保存伝習館及びさつま町ふ

れあい広場の指定管理者の指定について 
〃 〃 〃 〃 

９７ 
さつま町つるだ特産品販売所の指定管理者の

指定について 
〃 〃 〃 〃 

９８ 
さつま町さつま特産品直売所の指定管理者の

指定について 
〃 〃 〃 〃 

９９ 
さつま町薩摩農産物加工センターの指定管理

者の指定について 
〃 〃 〃 〃 

１００ 
さつま町白男川紫陽館の指定管理者の指定に

ついて 
〃 〃 〃 〃 

１０１ 
さつま町尾原活性化センターの指定管理者の

指定について 
〃 〃 〃 〃 

１０２ 
さつま町紫尾森林総合利用施設等の指定管理

者の指定について 
〃 〃 〃 〃 

１０３ 
さつま町宮之城伝統工芸センターの指定管理

者の指定について 
〃 〃 〃 〃 

１０４ 
さつま町永野鉄道記念館の指定管理者の指定

について 
〃 〃 〃 〃 

１０５ 
さつま町うましき里きららの楽校の指定管理

者の指定について 
〃 〃 〃 〃 

１０６ 
さつま町鶴田ダム公園及びさつま町川内川大

鶴ゆうゆう館の指定管理者の指定について 
〃 〃 〃 〃 

１０７ 北薩広域公園の指定管理者の指定について 〃 〃 〃 〃 

１０８ 
令和２年度さつま町一般会計補正予算（第

１１号） 
〃 〃 原案可決 ２委員会

１０９ 
令和２年度さつま町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第３号） 
〃 〃 〃 総務厚生

１１０ 
令和２年度さつま町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号） 
〃 〃 〃 〃 

１１１ 
令和２年度さつま町介護保険事業特別会計補

正予算（第３号） 
〃 〃 〃 〃 

 議員派遣の件 R2.12.24 〃 決  定 ― 
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議 案 

番 号 
件           名 上程日 議決日 議決結果 

付  託

委 員 会

 閉会中の継続調査の件 R2.12.24 R2.12.24 決  定 ― 
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令和２年第４回さつま町議会定例会会議録 
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令和２年第４回さつま町議会定例会会議録 

                            （第１日） 

○開会期日    令和２年１２月７日  午前９時３０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○会議の場所   さつま町議会議事堂 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１６名） 

   １番  上 囿 一 行 議員      ２番  上久保 澄 雄 議員 

   ３番  三 浦 広 幸 議員      ４番  柏 木 幸 平 議員 

   ５番  米 丸 文 武 議員      ６番  田 野 光 彦 議員 

   ７番  舟 倉 武 則 議員      ８番  岩 元 涼 一 議員 

   ９番  朝 倉 満 男 議員     １０番  岸 良 光 廣 議員 

  １１番  新 改 幸 一 議員     １２番  宮之脇 尚 美 議員 

  １３番  川 口 憲 男 議員     １４番  森 山   大 議員 

  １５番  新 改 秀 作 議員     １６番  平八重 光 輝 議員 

 欠席議員（なし） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○出席した議会職員は次のとおり 

 事 務 局 長  萩木場 一 水 君   議 事 係 長  竹 下 和 男 君 

 議 事 係 主 査  西   浩 司 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

 町     長  日 髙 政 勝 君   副  町  長  上 野 俊 市 君 

 教  育  長  原 園 修 二 君   総 務 課 長  﨑 野 裕 二 君 

 企画政策課長  角   茂 樹 君   財 政 課 長  原 田 剛 志 君 

 税 務 課 長  松 山 和 久 君   保健福祉課長  佐 藤 秀 樹 君 

 高齢者支援課長  有 村   哲 君   農 政 課 長  四 位 良 和 君 

 耕地林業課長  櫻   伸 一 君   商工観光ＰＲ課長  市 來 浩 二 君 
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 代表監査委員  新屋敷   浩 君   監査委員事務局長  久保田 春 彦 君 

 教育総務課長  中 間 博 巳 君   社会教育課長  三 腰 善 行 君 

 子ども支援課長  羽 有 郁 夫 君 



- 2 - 

○本日の会議に付した事件 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

第 ４ 行政報告 
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第 ８ 議案第 ８０号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙におけるポスター掲示場の設 

            置に関する条例の制定について 

第 ９ 議案第 ８１号 さつま町税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部改正 
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第１０ 議案第 ８２号 さつま町国民健康保険税条例の一部改正について 

第１１ 議案第 ８３号 さつま町健康ふれあいセンターの指定管理者の指定について 

第１２ 議案第 ８４号 さつま町宮之城ひまわり館の指定管理者の指定について 

第１３ 議案第 ８５号 さつま町老人福祉センターいぬまき荘の指定管理者の指定について 

第１４ 議案第 ８６号 さつま町神子地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

第１５ 議案第 ８７号 さつま町鶴田地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

第１６ 議案第 ８８号 さつま町柏原地区集会施設の指定管理者の指定について 

第１７ 議案第 ８９号 さつま町求名交流館の指定管理者の指定について 

第１８ 議案第 ９０号 さつま町永野交流館の指定管理者の指定について 

第１９ 議案第 ９１号 さつま町中津川交流館の指定管理者の指定について 

第２０ 議案第 ９２号 さつま町佐志交流館の指定管理者の指定について 

第２１ 議案第 ９３号 さつま町山崎交流館の指定管理者の指定について 

第２２ 議案第 ９４号 さつま町平川郷の指定管理者の指定について 

第２３ 議案第 ９５号 さつま町宮之城ちくりん館の指定管理者の指定について 

第２４ 議案第 ９６号 さつま町郷土文化保存伝習館及びさつま町ふれあい広場の指定管理者 

            の指定について 

第２５ 議案第 ９７号 さつま町つるだ特産品販売所の指定管理者の指定について 

第２６ 議案第 ９８号 さつま町さつま特産品直売所の指定管理者の指定について 

第２７ 議案第 ９９号 さつま町薩摩農産物加工センターの指定管理者の指定について 

第２８ 議案第１００号 さつま町白男川紫陽館の指定管理者の指定について 

第２９ 議案第１０１号 さつま町尾原活性化センターの指定管理者の指定について 

第３０ 議案第１０２号 さつま町紫尾森林総合利用施設等の指定管理者の指定について 

第３１ 議案第１０３号 さつま町宮之城伝統工芸センターの指定管理者の指定について 

第３２ 議案第１０４号 さつま町永野鉄道記念館の指定管理者の指定について 

第３３ 議案第１０５号 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定について 

第３４ 議案第１０６号 さつま町鶴田ダム公園及びさつま町川内川大鶴ゆうゆう館の指定管理 
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第３５ 議案第１０７号 北薩広域公園の指定管理者の指定について 

第３６ 議案第１０８号 令和２年度さつま町一般会計補正予算（第１１号） 
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第３７ 議案第１０９号 令和２年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 
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△開  会  午前９時３０分   

○議長（平八重光輝議員）   

 ただいまから、令和２年第４回さつま町議会定例会を開会します。 

 農業委員会会長、選挙管理委員会委員長から、本定例会に欠席する旨、届出がありましたので、

お知らせします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△開  議   

○議長（平八重光輝議員）   

 これから本日の会議を開きます。本日の日程は、配付してあります議事日程のとおりでありま

す。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１「会議録署名議員の指名」   

○議長（平八重光輝議員）   

 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、７番、舟倉武則議員及び８番、岩元

涼一議員を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第２「会期の決定」   

○議長（平八重光輝議員）   

 日程第２「会期の決定」の件を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から１２月２４日までの１８日間にしたいと思います。

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって会期は、本日から１２月２４日までの１８日間に決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第３「諸般の報告」   

○議長（平八重光輝議員）   

 日程第３「諸般の報告」を行います。一般的なことについては印刷してお配りしてありますの

で口頭報告は省略しますが、次の件について報告します。 

 ９月２５日、第３回定例本会議において設置された８人の委員で構成する決算特別委員会につ

いては、同日正副委員長の互選が行われ、委員長に新改幸一議員、副委員長に舟倉武則議員が選

任されたことを報告します。 

 次に、監査委員から例月出納検査及び令和２年度備品監査の結果報告並びに教育委員会から令

和元年度教育委員会の権限に関する事務の管理及び執行状況の点検評価報告書の提出がありまし

たので、印刷してお配りしてあります。 

 これで、諸般の報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第４「行政報告」   

○議長（平八重光輝議員）   

 日程第４「行政報告」を行います。町長の報告を許します。 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 
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○町長（日髙 政勝君）   

 おはようございます。町長報告につきましては、印刷してお配りしているところでございます

が、この中で１０月２０日の国道整備等４期成会合同県要望、１１月１９日の全国治水砂防促進

大会中央要望活動、１１月２０日の新過疎法制定実現総決起大会中央要望活動、１１月２５日の

北薩空港幹線道路整備促進期成会中央要望につきまして、補足して御報告を申し上げます。 

 初めに、１０月２０日の国道整備等４期成会合同県要望に関する事項のうち、会長を務めてお

ります国道３２８号整備促進期成会の要望についてであります。 

 県への要望につきましては、主に国道２６７号及び国道３２８号の重複区間であります、本町

下船木から宮之城屋地地区までの４車線化の整備促進のほか、鹿児島市の国道３２８号と県道小

山田谷山線を結ぶ区間に、南九州西回り自動車道へのアクセス道路としましてのバイパスの建設

を毎年求めてきているところでございますが、この中で、現在郡山町の市街地から小山田交差点

に出まして３号線を逆戻りの形で県道小山田谷山線に乗り入れることになるところでございます

が、郡山市街地からバイパスでこの線につないでほしいという要望でございますけれども、この

バイパスについて県から初めて災害時の利用や渋滞の緩和などにも重要であることから、現在事

業化に向けて検討を進めているという前向きな回答をいただきました。早い機会での事業化を期

待いたしているところであります。 

 次に、１１月１９日の全国治水砂防促進大会についてであります。 

 全国治水期成同盟会連合会、私も評議員ということになっておりますので、今回鹿児島県の支

部としまして促進大会及び要望会に出席をいたしました。 

 大会では、国土交通大臣をはじめ、国の幹部、全国の関係市町村役員、都道府県関係者など多

くの参加の下、開催をされ、土砂災害防止施設の強力な整備促進、大規模な土砂災害が発生した

地域等における直轄事業の実施など、５つの提言が議決をされたところであります。 

 大会後におきましては、本年度で期限を迎えます７兆円規模の防災・減災国土強靭化のための

３か年緊急対策につきまして、インフラの老朽化や気候変動の対応など、近年の情勢を踏まえま

して、さらに５か年延長し、必要十分な予算の継続と砂防施設等の整備推進などについて、県の

選出国会議員並びに国土交通省等への要望を行ったところでございます。 

 菅首相が１２月１日の閣僚懇談会におきまして、事業規模１５兆円の新たな５か年計画を取り

まとめるよう、関係閣僚に指示をいたしております。 

 次に、１１月２０日の新過疎法制定実現総決起大会でございます。その後も、また中央要望が

ございました。 

 過疎対策については、昭和４５年以来４回にわたり議員立法としまして制定をされました過疎

対策法、これに基づきまして過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など、過疎債を中心

に一定の成果を上げてきたところでございます。 

 しかしながら、急速な人口減少や少子高齢化の進行、集落の維持、雇用機会の減少、また、農

地森林の荒廃や度重なる豪雨、地震など、多くの過疎地域においては課題を抱えているところで

ございます。 

 こうした中、現行の過疎法が今年度いっぱい、令和３年３月末をもって期限を迎えることにな

りますことから、新たな過疎法の制定をはじめ、過疎対策事業が円滑に実施できるよう、国の支

援の充実を求めるために総決起大会が開催されまして、鹿児島県の過疎対策の理事として出席を

いたしました。 

 大会は、総務大臣をはじめ、各党の代表者の皆様、関係省庁の幹部、全国の過疎市町村の役員、

都道府県関係者など、多くの参加の下に開催をされ、過疎地域の継続的な発展、地方交付税の充
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実など、５つの提言が議決されたところでございます。 

 大会後におきましては、県の過疎地域自立促進協議会の役員におきまして、新過疎法制定の実

現並びに関係政府予算や施策について、県選出の国会議員の皆様方へ要望をいたしました。指定

要件のうち、人口要件の見直し案も検討されているところでございますが、基準年度、いわゆる

昭和３５年からの分と昭和５０年、５５年という比較の人口減少率、あるいは、また、財政要件

に、いわゆる財政力指数の関係でございますけれども、こういった要件によりましては、卒業団

体が多く出る見込みでございます。継続指定について、一丸となって要望に努めてきたところで

あります。 

 最後に、１１月２５日の北薩空港幹線道路整備促進期成会中央要望などについてでございます。 

 当期成会の会長として、そして出水市とさつま町の議会で組織されております、国道５０４号

さつま町・出水市区間改良整備促進議員期成会の関係につきましては、本年度は出水市の杉本議

長さんが御同行いただきました。国土交通省、財務省、県選出の国会議員へ、それぞれ要望活動

を行ったところでございます。 

 なお、国土交通省の幹部と財務省には、地元出身の小里泰弘国会議員に先導いただきまして、

共に地元の現状と考え方をお伝えいたしたところであります。 

 北薩横断道路につきましては、総延長７０キロメートルで、現在２５キロメートル、３６％の

供用率でございます。本年４月は、空港から野坂までの約１４キロメートルが事業化されたとこ

ろでございますが、この横断道路のうち唯一未事業化区間であります広瀬インターから泊野イン

ター間につきましては、本年度概略設計が既に進められているところでございます。この区間の

早期事業化とともに、現在事業実施中でございます広瀬道路、阿久根高尾野道路及び溝辺道路の

早期整備の促進をお願いいたしたところでございます。 

 現在、予算編成の時期において大詰めの時期を迎えておりますので、今後ともしっかりと取り

組んでいただくよう強く要望をいたしてまいりました。広瀬インターから泊野インター間のこと

につきましても、遠からず事業化ができるというふうに期待をいたしているところでございます。 

 あわせて、鶴田ダムの水力交付金につきましても、過疎法と同じく令和３年３月末をもって

１０年間の期限がくるということでございましたので、県の会長としまして、これについても全

国の協議会の皆さん方と一緒になって、安定的な電力供給を行うベースロード電源として、

１０年間以上の交付期間の延長とともに、単価の引上げについても要望を行ってきたところでご

ざいます。 

 以上で、行政報告を終わります。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 これで行政報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第５「議案第７０号 令和元年度さつま町歳入歳出

決算の認定について」、日程第６「議案第７１号 令和

元年度さつま町上水道事業会計決算の認定について」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第５「議案第７０号 令和元年度さつま町歳入歳出決算の認定について」及び日程

第６「議案第７１号 令和元年度さつま町上水道事業会計決算の認定について」の議案２件を一

括して議題とします。 

 なお、決算特別委員会審査の中で、決算書に併せて提出のありました書類に印刷誤りがあり、
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執行部から訂正の申出を受けて審査が行われております。配布されました正誤表により訂正され

たものとして取り扱うことを御了承願います。 

 それでは、決算特別委員長の審査報告を求めます。 

〔新改 幸一議員登壇〕 

○決算特別委員長（新改 幸一議員）   

 おはようございます。決算特別委員会に付託されました「議案第７０号 令和元年度さつま町

歳入歳出決算の認定について」、「議案第７１号 令和元年度さつま町上水道事業会計決算の認

定について」審査の過程と結果について、御報告申し上げます。 

 当委員会は、去る９月２５日の第３回定例会最終日において、委員８人で設置され、委員長に

私新改幸一が、副委員長に舟倉武則委員が選任されました。審査は９月２９日から１０月２日ま

での４日間の日程で行い、執行部から各種資料の提出を求め、計数等の精査は、既に監査委員が

例月出納検査や決算審査等をはじめ、専門的立場で照査をされていることから必要最小限にとど

め、予算の適正な執行、事業による行政効果や経済効果、また今後の行財政執行上、改善すべき

点等に主眼を置き、慎重に審査を行ったところであります。 

 その結果、当委員会に審査を付託されました議案２件については、認定すべきものと決定した

次第であります。 

 それでは、審査の過程における主な論議について、その概要を申し上げます。 

 まず、「議案第７０号 令和元年度さつま町歳入歳出決算の認定について」であります。一般

会計のほかに、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険事業特別会計、

農業集落排水事業特別会計が含まれています。 

 はじめに、社会教育課の関係では、新しい文化施設建設で、民間資金を活用した早期建設の検

討もなされているようであるが、令和元年度時点での進捗状況についてただしましたところ、県

内では文化施設での事例はないが、公営住宅などの活用事例は多く見られた。この事例を参考に、

どのように民間活用できるか検討委員会やプロジェクトチームで検討したが、具体的な指針や方

針は出ていないとのことであります。 

 次に、学校教育課の関係では、鹿児島県学習定着度調査は小学５年生、中学１年生、２年生が

対象となっているが、調査の結果では、平均点以下の科目もあるようだが、原因と今後の対応に

ついてただしましたところ、学校では定着度調査以外にも様々な調査を行っており、年度当初で

学習の状況を調査したところ、学年が上がるにつれて学習内容の定着率が悪い状況である。今後

どのような対策が必要か分析をして、各学校に指導していきたいとのことであります。 

 次に、教育総務課の関係では、学校再編について、薩摩地区は平成２８年度に説明会を実施後

一定期間が経過していることから、ＰＴＡ役員等との意見交換を計画したいとのことであったが、

その後の状況についてただしましたところ、平成３０年度当初に１地区のＰＴＡから説明会の再

編計画案に対するアンケート調査の結果等を踏まえた報告書が提出されており、それ以降におけ

る現状把握の観点からＰＴＡ等との意見、情報交換会を計画していたが、新型コロナウイルス感

染症の影響等で開催できていない状況である。会議等の開催は難しいため、本年度中に未就学児

の保護者も対象にした再編に関するアンケート調査を実施したいとのことであります。 

 次に、学校給食センターの関係では、民間委託はいつ頃を目途に考えているのか。また、今後

１センターとなったときの場所はどこを予定しているのかただしましたところ、民間委託はでき

るだけ早くという指示もあり、令和４年度を目標として宮之城センターを予定しているが、三役

調整会議も終わっていないことから、明確な時期を示すことはできない。場所としては、現在の

宮之城センターを基本に考えているとのことであります。 
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 次に、高齢者支援課の関係では、老人福祉センターは老朽化が進み、維持管理費も増加してい

ると思われるが、施設の今後の方向性についてただしましたところ、本町は高齢化率４０％を超

えており、高齢者がくつろいだり、ゆとりの場は必要と考えており、事務レベルでの話合いは進

めているが、今後全庁的に全施設の方向性が示されるとのことであります。 

 次に、税務課の関係では、現年課税分と滞納繰越分の不納欠損処分の内容についてただしまし

たところ、現年分については不存在の法人等に係る固定資産税と軽自動車税で、滞納繰越分につ

いては５年の時効によるものや、執行停止を行ってから３年経過したものなどである。内訳とし

ては、納税義務者の死亡によるものや生活困窮等により納付の見込みがないものを不納欠損処分

したとのことであります。 

 次に、町民環境課の関係では、令和元年度から町内全域で生ごみの分別収集が開始されたが、

可燃ごみの減量など効果についてただしましたところ、平成３０年度と令和元年度との比較では、

生ごみ収集では約３８５トン増えており、全体としては約２２０トン減ってきているが、燃料費

は焼却炉の管理などであまり変化はないとのことであります。今後も、さらに分別収集を推進す

ることで焼却炉の延命にもつながることから、効果的なごみ収集ができるように調査研究される

よう要請しました。 

 次に、保健福祉課の関係では、救急医療施設運営事業費は主に薩摩郡医師会病院の休日や夜間

の医師人件費と思われるが、医師確保は十分であるかただしましたところ、休日夜間の体制につ

いても医師確保はできているとのことであります。救急搬送されても担当医が診療科目以外とい

うことでほかの病院へ転送されるという事案があることから、この事業の目的を再度確認し、薩

摩郡医師会病院とともに密に連携を取りながら適切な運営がなされるよう要請しました。 

 次に、総務課の関係では、防犯カメラを交差点等に現在６か所設置しているようだが、今後の

設置計画についてただしましたところ、事前に警察署と協議し設置箇所の選定を行い、令和２年

度において２か所設置し、合計８か所になる予定とのことであります。通学路にも重点を置きな

がら学校の意見も参考にし、設置箇所の選定を計画的に行うよう要請しました。 

 次に、農政課の関係では、有害鳥獣の捕獲業務で狩猟登録者数が年々減少してきており、捕獲

に支障を来していると思うが、今後の捕獲業務の対策についてただしましたところ、銃猟では銃

刀法規制が厳しく申請されても取得が難しく、取得される方は非常に少ない状況である。わな猟

については若干増加しており、今後はわな猟免許等の講習会を開催したり、免許取得の補助も行

いながら担い手を確保していきたいとのことであります。また、有害鳥獣捕獲も大事であるが、

自分の農地を自分で守るための対策も進めていかなければならないとのことであります。 

 次に、消防本部の関係では、消防団員の欠員補充の対策についてただしましたところ、団員数

は令和２年９月末現在で４５２名の定員に対して４０４名在籍しており、処遇の改善及び活動内

容について検討を行いながら団員確保に努め、令和４年度予定の定数改正及び分団再編について

慎重に協議を進めているとのことであります。 

 次に、耕地林業課の関係では、農地の適切な管理保全を図り、農業農村の持つ多面的機能を適

切に発揮するための多面的機能支払交付金事業は非常に良い事業であるが、令和元年度に組織の

活動が減少となった理由についてただしましたところ、地域の高齢化や役員を含めた担い手不足

で事務作業等が大変であることから減少してきており、このことを踏まえ県へ事務作業の簡素化

について要望しているとのことであります。 

 次に、企画政策課の関係では、薩摩中央高等学校は毎年入学者が少なく存続が危ぶまれている

が、高校振興対策事業の今後の取組についてただしましたところ、離島にある島根県海士町で先

進地研修を行い、町独自で学習センターの設置と島根県自体で各学校に地域と行政と高校をつな
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ぐコーディネーターを配置したことで、生徒の島外流出に歯止めがかかりⅤ字回復された。今後

は、先進地研修で学んだことを基に、経済的支援も一つの方法ではあるが、高校生の声を聞きな

がら根本的に見直しを図り、生徒数が増えていくような魅力的な高校になるよう、事務作業を進

めているとのことであります。町内唯一の高校存続のためにも、研修での成功例を参考に努力さ

れるよう要請しました。 

 次に、商工観光ＰＲ課の関係では、町内小売店舗等の整備により売上向上につながることを目

的とした小売業店舗改装支援事業を活用し５店舗実施されたようだが、改装後の売上げについて

追跡調査等は行っているのかただしましたところ、追跡調査は行っていないが今後は改装後の効

果も検証していきたいとのことであります。 

 次に、ふるさと振興課の関係では、企業の設備投資や規模拡大の支援に向けて８社と立地協定

が締結されているが、新たな雇用者の採用予定についてただしましたところ、これから工場を新

設し操業をされることから確実な数は把握していないが、最低３名以上を新規雇用することが補

助事業の交付要件であることから、２４名以上の新規雇用が見込めるとのことであります。 

 次に、建設課の関係では、町営住宅使用料について依然として未納が多く、特に過年度分が多

いようだが回収の見込みがあるのかただしましたところ、滞納額は年々減少しており、長期滞納

者についても分納誓約書を取り交わし、毎月少額ではあるが納入されている。高齢でもあること

から、今後徴収方法なども含めて検討する必要があるとのことであります。 

 次に、財政課の関係では、交付税も減り人件費比率も高い中で、財政運営は年々厳しさを増し

てきているが、今後の財政計画についてただしましたところ、財政計画は新町建設計画変更時に

見直しを行っており、令和元年度決算に基づき財政シミュレーションをしていくことになる。こ

の中で、普通交付税については合併算定特例として激変緩和措置が５年間で約１５億円の減額と

なったことから、今後は財政の硬直化や経常収支比率が上昇すると予想されるが、後年度に負担

を残さないためにも、職員一丸となり常に財政状況を把握し、行財政改革に基づき徹底した経費

節減に努めていきたいとのことであります。 

 次は、議案第７１号令和元年度さつま町上水道事業会計決算の認定についてであります。 

 水道事業では、料金改定を行ってから約２年半が経過しており、令和元年度の収益的収支では

約２２万６,０００円の純利益であった。 

 適正な水道事業が運営されるには、料金改定も視野に入れておく必要があると思うが、現在の

水道使用料金は県内では平均的かただしましたところ、一般家庭での使用水量２０トンでは約

２,８００円で、県平均は２,９７９円である。しかし、県本土は料金が安く離島では相当高くな

っており、本町は県本土では高いとのことであります。今後は、料金収入の増加もあまり見込め

ないことから、早めに次期料金改定を検討していかなければならないとのことであります。 

 最後に、次の２点については特に町長の出席を求め、見解をただしたところであります。 

 まず、債権管理条例の制定については検討をされていると思うが、今後も交付税の伸び悩みや

課税客体の減により税収が下がってくることが予測される。債権管理条例に基づき、適切な税収

確保の対策が必要であり、滞納処分の執行停止も行われると思うことから、債権管理条例の制定

と執行停止の要綱を制定する考えはないかただしましたところ、債権管理条例の制定については、

これまで担当職員による検討を重ねており、債権対策委員会でも早急に条例制定するよう要望も

ある。また、滞納処分の執行停止の要綱制定については、税法に基づき執行停止を行うが、執行

停止するための要件など具体例が分かるように明示して、条例、要綱とも年度内の制定に向けて

準備を進めたいとのことであります。 

 次に、監査委員の審査意見書では、財務事務での指摘事項に対し各担当部署で改善が図られて
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いるが、職員削減の一方、業務量が増えることにより事務ミスによるリスクが高まっているとい

う指摘がなされている。行政事務に当たってのミスは許されないことであり、職員の資質を高め

るために総論的な各種研修は年間を通して実施されていると思うが、具体例を使った実務的な研

修を計画的に取り組む考えはないかただしましたところ、例月出納検査の意見書を毎月確認して

いるが、単純ミスが多い現状であり、小さなミスが度重なることで重大なミスにつながるおそれ

があることから、チェック機能を十分に生かすよう指示してきたが、十分に生かされているとは

言い難い。外部からの講師による研修も必要であるが、事例を取り上げた実務的な研修を徹底し

ていく必要があり、職員一人一人が自覚を持つことを徹底するよう努力していきたいとのことで

あります。 

 この回答を受けて、ミスがあることにより最終的には町民へ迷惑がかかるということを念頭に

置きながら、実例に基づいた研修を実施し理解を深め、職員の資質向上を図れるよう要請しまし

た。 

 以上、審査の概要を申し上げましたが、報告の中で直接触れなかった事項につきましても慎重

に審査した次第であります。 

 なお、監査委員及び決算特別委員会において指摘された事項については、改善策を実施し効率

的な行財政運営に努められるとともに、後年度の予算編成や行政執行に十分生かされるよう要請

し、報告を終わります。 

〔新改 幸一議員降壇〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 これから決算特別委員長の報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これで決算特別委員長に対する質疑を終わります。 

 これから順に、討論、採決を行います。 

 まず、議案第７０号について討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第７０号 令和元年度さつま町歳入歳出決算の認定について」を採決します。

この採決は、起立によって行います。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとおり、

認定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 起立全員です。よって「議案第７０号 令和元年度さつま町歳入歳出決算の認定について」は、

認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第７１号について討論を行います。討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 討論なしと認めます。これで、討論を終わります。 

 これから「議案第７１号 令和元年度さつま町上水道事業会計決算の認定について」を採決し
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ます。この採決は、起立によって行います。 

 この決算に対する委員長の報告は、認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとおり、

認定することに賛成の方は、起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 起立全員です。よって「議案第７１号 令和元年度さつま町上水道事業会計決算の認定につい

て」は、認定することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第７「議案第７９号 さつま町議会議員及びさつま

町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の制定

について」、日程第８「議案第８０号 さつま町議会議

員及びさつま町長の選挙におけるポスター掲示場の設置

に関する条例の制定について」、日程第９「議案第

８１号 さつま町税外収入に係る督促手数料及び延滞金

徴収条例等の一部改正について」、日程第１０「議案第

８２号 さつま町国民健康保険税条例の一部改正につい

て」、日程第１１「議案第８３号 さつま町健康ふれあ

いセンターの指定管理者の指定について」、日程第

１２「議案第８４号 さつま町宮之城ひまわり館の指定

管理者の指定について」、日程第１３「議案第８５号 

さつま町老人福祉センターいぬまき荘の指定管理者の指

定について」、日程第１４「議案第８６号 さつま町神

子地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につい

て」、日程第１５「議案第８７号 さつま町鶴田地区コ

ミュニティセンターの指定管理者の指定について」、日

程第１６「議案第８８号 さつま町柏原地区集会施設の

指定管理者の指定について」、日程第１７「議案第

８９号 さつま町求名交流館の指定管理者の指定につい

て」、日程第１８「議案第９０号 さつま町永野交流館

の指定管理者の指定について」、日程第１９「議案第

９１号 さつま町中津川交流館の指定管理者の指定につ

いて」、日程第２０「議案第９２号 さつま町佐志交流

館の指定管理者の指定について」、日程第２１「議案第

９３号 さつま町山崎交流館の指定管理者の指定につい

て」、日程第２２「議案第９４号 さつま町平川郷の指

定管理者の指定について」、日程第２３「議案第９５号 

さつま町宮之城ちくりん館の指定管理者の指定につい

て」、日程第２４「議案第９６号 さつま町郷土文化保

存伝習館及びさつま町ふれあい広場の指定管理者の指定

について」、日程第２５「議案第９７号 さつま町つる

だ特産品販売所の指定管理者の指定について」、日程第

２６「議案第９８号 さつま町さつま特産品直売所の指
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定管理者の指定について」、日程第２７「議案第９９号 

さつま町薩摩農産物加工センターの指定管理者の指定に

ついて」、日程第２８「議案第１００号 さつま町白男

川紫陽館の指定管理者の指定について」、日程第

２９「議案第１０１号 さつま町尾原活性化センターの

指定管理者の指定について」、日程第３０「議案第

１０２号 さつま町紫尾森林総合利用施設等の指定管理

者の指定について」、日程第３１「議案第１０３号 さ

つま町宮之城伝統工芸センターの指定管理者の指定につ

いて」、日程第３２「議案第１０４号 さつま町永野鉄

道記念館の指定管理者の指定について」、日程第

３３「議案第１０５号 さつま町うましき里きららの楽

校の指定管理者の指定について」、日程第３４「議案第

１０６号 さつま町鶴田ダム公園及びさつま町川内川大

鶴ゆうゆう館の指定管理者の指定について」、日程第

３５「議案第１０７号 北薩広域公園の指定管理者の指

定について」、日程第３６「議案第１０８号 令和２年

度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」、日程第

３７「議案第１０９号 令和２年度さつま町国民健康保

険事業特別会計補正予算（第３号）」、日程第３８「議

案第１１０号 令和２年度さつま町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第１号）」、日程第３９「議案第

１１１号 令和２年度さつま町介護保険事業特別会計補

正予算（第３号）」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第７「議案第７９号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙における選挙運動の

公営に関する条例の制定について」から日程第３９「議案第１１１号 令和２年度さつま町介護

保険事業特別会計補正予算（第３号）」までの、議案３３件を一括して議題とします。 

 各議案について、提案理由の説明を求めます。 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君）   

 それでは、議案第７９号から議案第１１１号までを一括して提案の理由を申し上げます。 

 まず、「議案第７９号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙における選挙運動の公営に関

する条例の制定について」であります。これは、公職選挙法の一部改正に伴い、さつま町議会議

員及びさつま町長の選挙における選挙公営に関する規定を定めるため、本条例を制定しようとす

るものであります。 

 次に、「議案第８０号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙におけるポスター掲示場の設

置に関する条例の制定について」であります。これは、公職選挙法の規定に基づき、さつま町議

会議員及びさつま町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規定を定めるため、本条例

を制定しようとするものであります。 

 次に、「議案第８１号 さつま町税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部改正

について」であります。これは、租税特別措置法の一部改正に伴い、本条例の一部を改正しよう
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とするものであります。 

 次に、「議案第８２号 さつま町国民健康保険税条例の一部改正について」であります。これ

は、地方税法施行令の一部改正に伴い、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

 次に、指定管理者の指定についてであります。 

 「議案第８３号 さつま町健康ふれあいセンターの指定管理者の指定について」「議案第

８４号 さつま町宮之城ひまわり館の指定管理者の指定について」「議案第８５号 さつま町老

人福祉センターいぬまき荘の指定管理者の指定について」「議案第８６号 さつま町神子地区コ

ミュニティセンターの指定管理者の指定について」「議案第８７号 さつま町鶴田地区コミュニ

ティセンターの指定管理者の指定について」「議案第８８号 さつま町柏原地区集会施設の指定

管理者の指定について」「議案第８９号 さつま町求名交流館の指定管理者の指定について」

「議案第９０号 さつま町永野交流館の指定管理者の指定について」「議案第９１号 さつま町

中津川交流館の指定管理者の指定について」「議案第９２号 さつま町佐志交流館の指定管理者

の指定について」「議案第９３号 さつま町山崎交流館の指定管理者の指定について」「議案第

９４号 さつま町平川郷の指定管理者の指定について」「議案第９５号 さつま町宮之城ちくり

ん館の指定管理者の指定について」「議案第９６号 さつま町郷土文化保存伝習館及びさつま町

ふれあい広場の指定管理者の指定について」「議案第９７号 さつま町つるだ特産品販売所の指

定管理者の指定について」「議案第９８号 さつま町さつま特産品直売所の指定管理者の指定に

ついて」「議案第９９号 さつま町薩摩農産物加工センターの指定管理者の指定について」「議

案第１００号 さつま町白男川紫陽館の指定管理者の指定について」「議案第１０１号 さつま

町尾原活性化センターの指定管理者の指定について」「議案第１０２号 さつま町紫尾森林総合

利用施設等の指定管理者の指定について」「議案第１０３号 さつま町宮之城伝統工芸センター

の指定管理者の指定について」「議案第１０４号 さつま町永野鉄道記念館の指定管理者の指定

について」「議案第１０５号 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定について」

「議案第１０６号 さつま町鶴田ダム公園及びさつま町川内川大鶴ゆうゆう館の指定管理者の指

定について」最後に「議案第１０７号 北薩広域公園の指定管理者の指定について」以上２５件

につきましては、地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき、さつま町が管理するそれぞ

れの施設について、さつま町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第７条第１項の

規定により、当該施設の管理を行わせる指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の

２第６項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 次に、「議案第１０８号 令和２年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）について」であ

ります。これは、開発振興費に要する経費及び物産観光費、学校管理費、児童福祉費、担い手育

成費並びにその他所要の経費を補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ２億４,６０４万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７５億

２,９６０万円とするものであります。 

 次に、「議案第１０９号 令和２年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

について」であります。これは、一般被保険者高額療養費及び退職被保険者等療養給付費並びに

退職被保険者等高額療養費を補正しようとするものであります。 

 次に、「議案第１１０号 令和２年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついて」であります。これは賦課徴収に要する経費及びその他所要の経費を補正しようとするも

ので、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ３億７,０３８万９,０００円とするものであります。 

 最後に、「議案第１１１号 令和２年度さつま町介護保険特別事業特別会計補正予算（第
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３号）について」であります。これは、介護認定審査会費及び総務一般管理費並びにその他所要

の経費を補正しようとするもので、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１８万円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７億８８４万４,０００円とするものであります。 

 内容につきましてはそれぞれ所管の課長にさせますので、よろしく御審議くださるようお願い

をいたします。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○総務課長（﨑野 裕二君）   

 それでは、「議案第７９号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙における選挙運動の公営

に関する条例の制定について」及び「議案第８０号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙に

おけるポスター掲示場の設置に関する条例の制定について」御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○財政課長（原田 剛志君）   

 続きまして、「議案第８１号 さつま町税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例等の一

部改正について」御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○税務課長（松山 和久君）   

 それでは、「議案第８２号 さつま町国民健康保険税条例の一部改正について」内容の御説明

を申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○企画政策課長（角  茂樹君）   

 議案第８３号について内容の説明を申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 ここでしばらく休憩いたします。再開は、おおむね午前１０時４５分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時２９分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１０時４３分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（平八重光輝議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○保健福祉課長（佐藤 秀樹君）   

 それでは、議案第８４号について内容の説明を申し上げます。 

 議案集は８４ページです。 

 「議案第８４号 さつま町宮之城ひまわり館の指定管理者の指定について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○高齢者支援課長（有村  哲君）   

 続きまして、議案第８５号について内容の説明を申し上げます。 

 議案集は８５ページです。 

 「議案第８５号 さつま町老人福祉センターいぬまき荘の指定管理者の指定について」であり

ます。 

〔以下議案説明により省略〕 
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○社会教育課長（三腰 善行君）   

 それでは、議案第８６号から議案第９３号について内容の説明を申し上げます。 

 議案集は８６ページからでございます。 

 「議案第８６号 さつま町神子地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について」であ

ります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○社会教育課長（三腰 善行君）   

 次に、「議案第８７号 さつま町鶴田地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につい

て」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○社会教育課長（三腰 善行君）   

 次に、「議案第８８号 さつま町柏原地区集会施設の指定管理者の指定について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○社会教育課長（三腰 善行君）   

 次に、「議案第８９号 さつま町求名交流館の指定管理者の指定について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○社会教育課長（三腰 善行君）   

 次に、「議案第９０号 さつま町永野交流館の指定管理者の指定について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○社会教育課長（三腰 善行君）   

 次に、「議案第９１号 さつま町中津川交流館の指定管理者の指定について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○社会教育課長（三腰 善行君）   

 次に、「議案第９２号 さつま町佐志交流館の指定管理者の指定について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○社会教育課長（三腰 善行君）   

 次に、「議案第９３号 さつま町山崎交流館の指定管理者の指定について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○農政課長（四位 良和君）   

 それでは、議案第９４号から議案第９９号まで内容の説明を申し上げます。 

 議案集は９４ページからです。 

 まず、「議案第９４号 さつま町平川郷の指定管理者の指定について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○農政課長（四位 良和君）   

 次に、議案集は９５ページです。 

 「議案第９５号 さつま町宮之城ちくりん館の指定管理者の指定について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○農政課長（四位 良和君）   

 次に、議案集は９６ページです。 

 「議案第９６号 さつま町郷土文化保存伝習館及びさつま町ふれあい広場の指定管理者の指定

について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 
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○農政課長（四位 良和君）   

 次に、議案集は９７ページであります。 

 「議案第９７号 さつま町つるだ特産品販売所の指定管理者の指定について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○農政課長（四位 良和君）   

 次に、議案集は９８ページであります。 

 「議案第９８号 さつま町さつま特産品直売所の指定管理者の指定について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○農政課長（四位 良和君）   

 次に、議案集は９９ページです。 

 「議案第９９号 さつま町薩摩農産物加工センターの指定管理者の指定について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○耕地林業課長（櫻  伸一君）   

 それでは、議案集の１００ページを御覧ください。 

 「議案第１００号 さつま町白男川紫陽館の指定管理者の指定について」説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○耕地林業課長（櫻  伸一君）   

 次に、議案集の１０１ページ、「議案第１０１号 さつま町尾原活性化センターの指定管理者

の指定について」です。 

〔以下議案説明により省略〕 

○耕地林業課長（櫻  伸一君）   

 次に、議案集の１０２ページ、「議案第１０２号 さつま町紫尾森林総合利用施設等の指定管

理者の指定について」です。 

〔以下議案説明により省略〕 

○商工観光ＰＲ課長（市來 浩二君）   

 議案第１０３号から１０６号までの説明を行います。 

 議案集は１０３ページです。 

 「議案第１０３号 さつま町宮之城伝統工芸センターの指定管理者の指定について」でありま

す。 

〔以下議案説明により省略〕 

○商工観光ＰＲ課長（市來 浩二君）   

 次に、議案集は１０４ページです。 

 「議案第１０４号 さつま町永野鉄道記念館の指定管理者の指定について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○商工観光ＰＲ課長（市來 浩二君）   

 次に、議案集は１０５ページです。 

 「議案第１０５号 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定について」でありま

す。 

〔以下議案説明により省略〕 

○商工観光ＰＲ課長（市來 浩二君）   

 次に、議案集は１０６ページです。 

 「議案第１０６号 さつま町鶴田ダム公園及びさつま町川内川大鶴ゆうゆう館の指定管理者の
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指定について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○建設課長（野田真一郎君）   

 それでは、議案第１０７号について内容の説明を申し上げます。 

 議案集は１０７ページであります。 

 「議案第１０７号 北薩広域公園の指定管理者の指定について」であります。 

〔以下議案説明により省略〕 

○財政課長（原田 剛志君）   

 続きまして、「議案第１０８号 令和２年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」につい

て御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○保健福祉課長（佐藤 秀樹君）   

 それでは、「議案第１０９号 令和２年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）」について御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○保健福祉課長（佐藤 秀樹君）   

 続きまして、「議案第１１０号 令和２年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）」について御説明申し上げます。 

〔以下議案説明により省略〕 

○高齢者支援課長（有村  哲君）   

 「議案第１１１号 令和２年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」について

説明いたします。 

〔以下議案説明により省略〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 ただいま、議題となっています議案第７９号から議案第１１１号までの議案３３件に対する質

疑は、１２月１０日の本会議で行いますので、当日まで審議を中止しておきます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△散  会   

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、本日の日程は、全部終了しました。１２月９日は、午前９時３０分から本会議を開き、

一般質問を行います。 

 本日は、これで散会します。 

散会時刻 午前１１時２０分   
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令 和 ２ 年 第 ４ 回 定 例 会 一 般 質 問 

令和２年１２月９日（第２日） 

順 番 
（議席番号）

質 問 者
質  問  事  項  ・  要  旨 

１ （10） 

岸 良  光 廣

１ 行政改革について 

 (1) 安心安全を考える上で、消防団の必要性をどのように考えて

いるか。 

 (2) 町が販売を行っている住宅用地の情報を、正確に町民（購入

者）に伝えているか。 

 (3) 今後の人口推移を国の予想ではなく、町としてどのように考

えているか。 

２ （１） 

上 囿  一 行

１ 少子化対策について 

  少子化対策については以前質問したが、これは本町だけでなく全

国的な課題でもある。少子化対策への具体的な方策をどのように考

えているか。 

２ 外国人就労者の対策について 

  建設業や介護施設の事業者から、求人の募集を行っても応募者が

なく、外国人に頼らざるを得ないと相談を受けている。外国人就労

者の確保について、町としてどのように考え、対策をとっていく考

えか。 

３ （６） 

田 野  光 彦

 

１ 企業誘致について 

  人口減少の中、町の活性化のためには企業誘致が必要である。町

長は、就任当初から積極的に企業訪問を行うなど企業誘致に力を入

れられてきたが、これまでの企業誘致活動に対する課題と成果をど

のように捉えているか。 

２ 有害鳥獣対策について 

 (1) 有害鳥獣対策は、これまで何回も取り上げられているが、各

地区等から被害の声が上がってきており、捕獲対策への要望は

かなり強い。ここ数年の被害状況と捕獲の実態はどのようにな

っているか。また、捕獲した有害鳥獣の処分の実態はどのよう

になっているか。 

 (2) 有害鳥獣対策の一つに防護柵等の設置があるが、実施する農
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順 番 
（議席番号）

質 問 者
質  問  事  項  ・  要  旨 

家や各地区に対する補助の状況はどのようになっているか。ま

た、防護柵等以外にどのような対策を講じていく考えか。 

４ （13） 

川 口  憲 男

１ 学校備品の管理について 

 (1) 閉校となった小中学校の備品や寄贈絵画等の管理等につい

て、現在までの取組や保管状況は万全か。 

 (2) 閉校した学校跡地に、町内各学校の歴史等を展示する資料館

又は歴史館を整備することを、教育委員会として提案あるいは

取り組む考えはないか。 

２ 児童虐待への対応は 

  先の一般質問で、いじめ等については関係団体と連携し、解決に

向けて努力するとの答弁を受けた。つい最近、鹿児島県でも児童虐

待等が増加傾向にあるとの状況を聞いたが、いじめへの対応や児童

虐待等は、幼児期から児童・生徒期まで影響があるのではないかと

考える。所管は違うが、子ども支援課との横の連携が必要と感じて

おり、教育委員会として率先して取り組んでいくべきだと考える。

いじめ等の状況及び児童虐待への取組はどのようになっているか。

５ （４） 

柏 木  幸 平

１ 子育て支援について 

  さつま地区保育連合会と議会との意見交換会で、保育現場が抱え

る要望や保護者からの要望など様々な質問が出された。そのうちの

３点について考えを問う。 

 (1) 保育士不足と処遇改善について 

 (2) 小学校と園の連携について 

 (3) 親子が集える施設や公園など幼児が遊ぶ場所の確保について 

２ 会議のペーパーレス化について 

  昨年６月議会において、行財政改革対策調査特別委員会の所管事

務調査報告を執行部に行ったが、その後タブレット導入について検

討されたか。 

６ （５） 

米 丸  文 武

１ 森林管理について 

  県内及び町内森林は、植林後五、六十年を経過して主伐期を迎

え、森林の皆伐が急速に拡大しているが、伐採後の森林の管理が大
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順 番 
（議席番号）

質 問 者
質  問  事  項  ・  要  旨 

きな課題となっていることから、次の点について問う。 

 (1) 伐採搬出経費のコスト削減を図るために大型機械の導入が進

み、林地荒廃が大きな課題となっているが、町内の状況をどの

ように把握されているか。 

 (2) 豪雨による林地崩壊や土砂崩れにより、宅地、耕地及び河川

の災害が発生する可能性が高いと指摘されているが、伐採後の

管理はどのように指導されているか。 

 (3) 伐採後の再造林を推進しているが、進捗状況はどうか。 

 (4) 森林環境譲与税の具体的活用をどのように考えているか。 
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令和２年第４回さつま町議会定例会会議録 

                            （第２日） 

○開議期日    令和２年１２月９日  午前９時３０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○会議の場所   さつま町議会議事堂 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１６名） 

   １番  上 囿 一 行 議員      ２番  上久保 澄 雄 議員 

   ３番  三 浦 広 幸 議員      ４番  柏 木 幸 平 議員 

   ５番  米 丸 文 武 議員      ６番  田 野 光 彦 議員 

   ７番  舟 倉 武 則 議員      ８番  岩 元 涼 一 議員 

   ９番  朝 倉 満 男 議員     １０番  岸 良 光 廣 議員 

  １１番  新 改 幸 一 議員     １２番  宮之脇 尚 美 議員 

  １３番  川 口 憲 男 議員     １４番  森 山   大 議員 

  １５番  新 改 秀 作 議員     １６番  平八重 光 輝 議員 

 欠席議員（なし） 
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○出席した議会職員は次のとおり 

 事 務 局 長  萩木場 一 水 君   議 事 係 長  竹 下 和 男 君 

 議 事 係 主 査  西   浩 司 君 
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○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

 町     長  日 髙 政 勝 君   副  町  長  上 野 俊 市 君 

 教  育  長  原 園 修 二 君   総 務 課 長  﨑 野 裕 二 君 

 企画政策課長  角   茂 樹 君   財 政 課 長  原 田 剛 志 君 

 子ども支援課長  羽 有 郁 夫 君   農 政 課 長  四 位 良 和 君 

 耕地林業課長  櫻   伸 一 君   ふるさと振興課長  米 丸 鉄 男 君 

 消 防 長  田 中 俊 朗 君   教育総務課長  中 間 博 巳 君 

 学校教育課長  界   敏 則 君 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 一般質問 
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△開  議  午前９時３０分   

○議長（平八重光輝議員）   

 おはようございます。 

 ただいまから、令和２年第４回さつま町議会定例会第２日の会議を開きます。 

 本日の日程は、配付してあります議事日程のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１「一般質問」   

○議長（平八重光輝議員）   

 日程第１「一般質問」を行います。 

 一般質問は、一問一答式としております。質問時間は、答弁を含めて６０分とし、質問回数の

制限はありません。質問通告に従って発言を許可します。 

 まず、１０番、岸良光廣議員の発言を許します。 

〔岸良 光廣議員登壇〕 

○岸良 光廣議員   

 おはようございます。 

 通告に従いまして質問をいたします。 

 まず、行政改革についてであります。 

 １番目に、安心、安全を考える上で消防団の必要性をどのように考えておられるのか伺います。

これは、消防団を町長がこれはもう必要なんだというふうに考えておられるかどうか、そういう

ところを簡単に答弁していただきたいと思います。 

 ２番目に、町が販売を行っている住宅用地の情報を適正に町民、購入者に対して伝えているか

伺います。 

 ３番目に、今後の人口推移を国の予想ではなく、町としてどのように考えているのか伺います。 

 以上、１回目の質問を終わります。 

〔岸良 光廣議員降壇〕 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君）   

 おはようございます。 

 岸良光廣議員から行政改革について御質問をいただきましたので、それぞれお答えをいたしま

す。 

 まず、１点目の安全、安心を考える上で、消防団の必要性についての御質問であります。 

 消防団員の皆様には、それぞれ生業の傍ら自分たちの町は自分たちで守ると、そういった崇高

な消防精神の下に町民の安全、安心のために日夜を分かたず献身的に御尽力をいただいていると

ころでございます。心から敬意とともに感謝を申し上げているところでございます。 

 特に地球温暖化の影響によりまして、近年、各地で大規模災害が頻発をしております。多くの

尊い人命や財産が失われておりますが、このような尊い人命、財産を守るという非常に崇高な使

命でございます。そういった災害の対応とか、あるいは行方不明者の捜索等、昨日も行方不明者

がございましたが、消防団が出るところまではいかずに早く発見できたところでありますけれど

も、やはり長期間になりますと、やはり消防団の御協力も必要になってくるわけであります。 

 こういったことで、常備消防だけではなかなか対応するということについては不可能がござい

ます。地域消防の、いわゆる地域防災の要として、また、安全、安心を守る団の役割というのは、

なくてはならない重要な組織であるというふうに認識をいたしております。 
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 次に、２点目の町が販売を行っている住宅用地の情報を正確に町民に伝えているのか。いわゆ

る購入者の皆さん方に対してのことであると思っております。 

 現在、町及び土地開発公社が販売をしております住宅団地は、御案内のとおり佐志ニュータウ

ン、湯田原ニュータウン、東谷住宅団地の３団地でございます。この住宅団地の販売につきまし

ては、ほとんどが初期の問合せから区画の決定に至るまでの間は、購入者の方がそれぞれ住宅を

建設されますハウスメーカーと協議をされまして、役場のほうにはハウスメーカーの営業担当者

が代行して手続をされることから、購入者の方とは、売買契約を締結する時点において、初めて

お会いをする状況となっております。 

 したがいまして、御質問にあります住宅用地の情報につきましては、ハウスメーカーとの協議

の段階で造成地における状況として販売区画が盛土あるいは切土であることや、計画平面図、地

積測量図を提供するなどいたしまして、区画の情報を説明している状況でございました。 

 町としましては、ハウスメーカーに説明した内容が購入者に伝わっているものと捉えておりま

したことから、購入者本人への直接な説明は、これまでしていなかったというのが現状でござい

ます。 

 失礼しました。今後の人口推移を国の予想ではなくて、町としてどのように考えているかとの

御質問でございます。 

 本町における今後の人口推移の予測につきましては、５年ごとに公表されております国立社会

保障・人口問題研究所の推計値を用いているところでございます。この推計値は、直近の国勢調

査の結果などを基に算定をされておりますが、近年、本町の人口につきましては、国の推計を上

回る減少率となっておりまして、町の将来ビジョンを考える上で非常に厳しい状況となってきて

おります。 

 本町の人口減少が国の想定を上回る勢いで加速する状況を、何とか緩やかな状況に持っていけ

るようにということで、これまで様々な施策を講じてきているところでございます。これまでの

議員の御指摘などを踏まえまして、今後の行政運営においても、国の推計値だけでなく人口動態

等も注視しながら、強い危機感を持った中で、施策の推進をさらに図っていく必要があるという

ふうに認識をいたしているところでございます。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○岸良 光廣議員   

 質問時間が掲示されていませんが、よろしいですか。時刻のままになっていますけど。今から

また６０分していいんですか。 

 それでは、今、町長答弁もありましたんで、３町合併してから町長をリーダーとしてさつま町

の財政運営は非常にいい状態になってきていると思います。なお、鹿児島県の市町村の中でも上

位に位置するぐらい、さつま町の財政についてはよくなってきていると。そういう中で、いろい

ろと私の知り合いの消防団員からもいろんな話を伺いまして、いろいろ調べてみました。 

 その中で、特に消防団員の水害もしくは火災等、そういうときの出動したとき、あるいはそう

いう場合の待機や警戒をする、若しくは訓練をする、こういうときにさつま町として１人当たり

４,５００円という報酬が支払われております。これを鹿児島県の町村２０市町村、調べてみま

した。そしたら、さつま町の４,５００円というのが２０市町村の中で安いほうから、下から

３番目です。一番高いのは湧水町が８,０００円、それ以外は大体５,０００円から５,１００円、

一番安いのは枕崎市が３,８００円、与論町が４,３００円、その次にさつま町が４,５００円な

んです。 

 ４,５００円が高いか安いかというのもあると思うんですけども、実際、ほかの市町村を見て
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も人口比から見ても、大体これ平均が５,１００円ぐらいになるんですけど、やっぱり町長、せ

めて県の平均ぐらいには見直してやるべきだと思うんですが、この点について、町長ちょっとお

伺いしますけど、２０市町村の中で下から３番目というのは、やはり隊員に対して、今のさつま

町の財政からいけば、せめて平均値、５,１００円ぐらいには見直しをしてやるべきじゃないか

なと思うんですが、その点について町長にお伺いします。 

○町長（日髙 政勝君）   

 今ございましたとおり、消防団員につきましては、非常勤の特別職という位置付けでございま

す。したがいまして、これまで報酬の引上げということにつきましては、職員も特別職もほとん

ど今までやっていないところがございまして、報酬改定を値上げすることにつきましては、町民

の皆さん方の特別報酬審議会というところにお諮りをした中で審議をいただいて、答申をいただ

き、そしてまた、改定を行っているわけでありますが、これまでほとんどが今まで減額とかそう

いうことがずっと続いておりまして、今回も期末手当も減額ということになっておりますけども、

そういうことがありまして、今、見直しをしてから数年経っておるようでございますので、ここ

ら辺については、おっしゃるとおり非常に額として平均にもいっていないというところもあるよ

うでありますから、これについては次の改定の時期に、しっかりとそういう状況も踏まえて、そ

れなりにさつま町にふさわしい改定については、検討する必要があるかと思っているところであ

ります。 

○議長（平八重光輝議員）   

 岸良議員、しばらくお待ちください。 

 先ほどの残り時間の掲示、ちょっと不手際がありまして申し訳ありません。こちらの時計で

１０時３１分までということでお願いをいたします。 

○岸良 光廣議員   

 ぜひ、この報酬については、せめて県内の平均の５,１００円を上回るような状況にやっぱり

改定をしていただきたい。特に町長が今説明をされましたけど、もうこれは町長が上げるという

ふうに決断されればできることです。だから、できれば来年の３月の当初予算、ここまでにはこ

の報酬については、これは今町長もいろいろ説明されましたけど、町長がやるかやらないかの判

断だと思います。そこはぜひやっていただきたい。 

 その中で、この報酬もなんですが、私の調べる中で、本当にこれで今後消防団に若い団員が集

まってくるのかなと。本当に消防本部もですけど、消防本部の一番のトップは町長ですので、あ

まり私も言いたくないんですが、今回こういうのがありました。出動手当１回につき４,５００円

以内と明記してありますと。その中で５月３１日、日曜日に防災点検とかそういう活動時間が短

かったということで、団員には何も連絡もせずに、消防本部のほうで４,５００円の報酬を

３,０００円にカットした。これは何の連絡もなかったそうです。入金された金額を見て

３,０００円しかなかった。何でですかと聞いたところが、４,５００円以内としてあります。以

内、４,５００円じゃないんですよ、これ。これ本当に言葉のだましです。本当に消防本部と消

防団はパートナーでなきゃいかんと思うんです。お互いいろんなものを情報共有して、お互い助

け合って町民の生命、財産を守らんにゃいかん。 

 ということは、消防本部も消防団員に対してのやっぱりそういうところはきちっとしたパート

ナーとして、こんな、以内と明記してあるからカットしましたというようなことがあってはなら

んと思うんです。この点について、町長どのようにお考えか。町長はこの件知らなかったと思う

んですけども、恐らく消防本部がやったと思うんですが、町長、このカットされたことについて

どう思われますか。 
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○町長（日髙 政勝君）   

 確かにこの条例のうたい方というのは、限度額を定めた形で「以内」というふうな表現をして

あると思いますが、何らかの事由があったのかよくまだ把握はしておりませんけれども、通常は

やっぱりこうして限度額として定めてありますので、何らかの事由が特別ない限りは、４,５００円

であるというのが筋じゃないかというふうに私は理解をいたしております。 

○岸良 光廣議員   

 町長の言われたとおり私もそう思うんです。しかし、下げた理由は活動時間が短かったことが

理由になっているんです。じゃあ逆に、例えば夏の台風、水害、あったときに消防団の待機、警

戒するときに、中には１２時間以上待機する場合もあるでしょう。そういうときには増額ないん

です。４,５００円となっているから。だから、増やすほうはしないけど減らすほうだけは消防

本部のさじ加減、これはやっぱり変えんにゃいかんと思う。だから、町長、今後のこういう文言

については、もう４,５００円と決めたのであれば４,５００円であって、消防本部が自由に削減

できる「以内」という文言は、私は削除すべきだと思うんですが、その点についてもう一回お伺

いします。 

○町長（日髙 政勝君）   

 確かにそれはいろんな災害の場合、火災にしましても待機時間を含めていろんな対応があるか

と思っております。場合によって、出動の場合、団員のいろんな事情等で現場に駆けつけて、す

ぐ早く来ていただく、あるいは事情によって遅くなったという場合もあるかと思っています。そ

ういう事情等でそれぞれ差異があるということで、その辺のこの「以内」の中で調整がされてい

るのかなというふうに感じているところでありますが、いろいろ、団員の皆さん方、それぞれ先

ほど申し上げましたとおり生業をそれぞれ持っている中で、昼夜を分かたずやっぱり出動しなけ

ればならないと。非常に、そしてまた、身の危険も当然あるわけでありますので、基本的にはや

っぱり定めたところでお支払いをするということが基本にならざるを得んのかなとは思っており

ます。 

 ただ、特別な事情があれば、それなりにはまたお互いの団員の間でいろいろ不協和音があると、

またいかんところがあるかと思いますので、その辺はまたそれなりの判断をして支給していかざ

るを得ないのかなという面もあるかと思っています。 

○岸良 光廣議員   

 ぜひ今町長も言われましたんで、次、例えば報酬改定、できれば来年３月の当初予算でできれ

ば改定していただきたい。なおかつ、そこでこの「以内」というのではなくて、例えば県内の平

均の５,１００円か若しくは５,２００円に上げていただきたいと同時に、「以内」というこうい

う表現はやめて、はっきりと報酬の金額だけを明記していただきたいというふうに要請をします。 

 その中で、特に今、各消防、私のほうでいろんな話を伺いました中で、この報酬もなんですが、

なぜこの報酬のことを言うかといいますと、いろんな状況があって消防団の団員には、今、各個

人の口座に報酬が支払われます。これは各消防団によって状況が違うと思うんですけど、特に後

援会、ここの後援会が大きいところは後援会からの補助金、これが大きいところ、少ないところ

あると思うんです。ただ、この消防団を運営する中において、報酬として各消防団員に入金され

た金額を、また消防団の運営を賄うためにその個人口座に入ったお金を団に納めなきゃならんと。

この入った報酬だけならいいんですけど、聞いてみますと、報酬として入った金額プラス消防団

員の個人のお金を追加して、例えば報酬が２万円入りました、だけど団を運営するのに足らない

から１万円自分のお金をプラスして３万円団に納める。こういうことが続くと、当然奥さんのほ

うからの不満も出るわけです、当然これは。 
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 だから、町長が最初言われました消防団が必要なんだと。消防本部だけでは駄目なんだと。や

はり町民の生命、財産を守るためには消防団がなくてはいけないというふうに、最初、町長申さ

れました。そこを考えていくと、消防団の活動、これがスムーズにいくためには、消防団の個人

に入った報酬を団に納めるんじゃなくて、やはり今後はある程度は行政が消防団の活動費という

のを見るべきだと。そうしなければ、消防団が必要なのに、若い消防団が増えてこないというこ

とになると本末転倒です。 

 だから、まず消防団員に報酬として入る分は消防団員の報酬として、なおかつ消防団として運

営するためには、各消防団それぞれ事情があるでしょうから、各消防団の状況をしっかり調査し

た上で、行政が運営費の一部をやはり補てんしてやる、そういうことをしなければ、今後の消防

団の長期にわたる存続ということを考えますと、非常に今の状況は厳しいんじゃないかなと。 

 その点について、町長、最初に、町長がリーダーシップを取ってさつま町の財政基盤はよくな

ってきたというふうに私言いましたけども、特に今、さつま町は約８０億円を超える金額の基金

があります。この基金というのは、一般の方々には非常に判りにくいでしょうけど、例えば一般

財政調整基金、これは一般の個人の方若しくは会社に例えると普通預金です。それと、そのほか

の基金は、目的のために貯める定期預金です。この普通預金が大体平均４０億円ぐらいある。そ

のほかの基金、要するに定期預金がトータルで８０億円です。要するに、定期預金が４０億円ぐ

らいで、普通預金が４０億円ぐらい、トータル８０億円ぐらいをさつま町、現在持っております。

これは町長をはじめとする行政の方々の努力によってそれだけ財政が改善してきた。そうならば、

やはり消防団、町の町民の生命、財産を守る、そういう消防団に対しても、何らかの待遇改善を

すべきだろう。 

 それについて、私は各消防団をそれぞれ状況調査していただいて、ある程度の運営費の補助を

出すべきであるというふうに考えますが、町長、その点についての考えを伺います。 

○町長（日髙 政勝君）   

 先ほどから消防団の役割というのは非常にすばらしいものがあって、もう本当尊敬に値すると

ころであるわけでありますが、報酬の改定等については、やはりこれまでも特別職とか職員とか、

そういうことの改定の時期に合わせて見直しをやってきた経緯がございます。そしてまた、消防

団員と類似するような他の非常勤特別職というのもたくさんいらっしゃるわけであります。そう

いう均衡というのも当然やはり考えて改定が必要になってくるかと思っておるところであります。 

 確かに消防団員について、私も年末警戒に毎年行っておりますけれども、そういう団員の皆さ

ん方の御苦労もよく判っておりますし、そしてまた、そういう巡回の際にも、団員の皆さんから

今おっしゃったような御意見もお聞きいたしております。そういうことで、消防長のほうには、

何かこの辺のところも改善できるところは改善できないかと、検討してくれということも指示を

いたしてきておるわけであります。 

 各地区それぞれ分団の後援会というのが組織をされておりまして、消防後援会のほうからもい

ろいろまた御支援もあるところもありますし、非常にまた高齢化も進んでおりますので、なかな

か消防後援会費を値上げすることもできないという状況もあるわけでありますので、おっしゃる

とおり、やはり団の運営というのは非常に大事なことでありますので、そういう今団員確保も難

しい状況もなっておる状況からしますと、やはり必要となるような団の運営費については、何ら

かのやっぱりことをしていかないと、団の報酬からまた出し合ってということになると、おっし

ゃるとおりいろんな弊害も出てくるかと思っておりますので、そういうところは総合的に考えて、

これから必要となるものについては、町でもやっぱり等しく考えていくべきではないだろうかと

いうふうに考えておりますので、先ほどの報酬改定等と併せながら検討をさせていただきたいと
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思っているところであります。 

○岸良 光廣議員   

 これは本当に、私も消防団の役割というのは非常に大きいと思います、町長も言われましたと

おり。これは今後のやはり人口減、これを考えても、何らかの形で消防団員が本当に何ら問題な

く活動するためには、今、町長も言われましたけども、町がある程度の運営費を補助する、これ

ぜひやっていただきたい。 

 その中で、消防団員のこれは安心、安全じゃないんですけども、実は、当然消防団員は各団員

約年間２,３００円ぐらいだったですか、消防本部にこれは火災共済とか何とかという保険だと

思うんですけども、２,３００円納めているそうです。ところが、ある人、名前は出しませんけ

ども、消防団員が平成２３年か２４年に火災があって出動したときに、消火活動をしていたと。

そのときに一番先頭でやっていたらしいんですけど、両腕をやけどしています、やけど。消火活

動が終わって気がついてやけどをしていたと。それで病院に行ったと。病院に行って、１週間、

自分１人で風呂に入れなかったそう。この人は自営業だったからまだいいんです。これが会社勤

めの人であれば、当然会社を休まなきゃならん。収入が落ちます。そのときに、どうだったんだ

と聞いたときに、後援会からは見舞金をもらいましたと。消防本部からは病院でかかった

２,３００円か２,４００円、要するに、やけどをしたんだから病院に行きますよね。手当てを受

けます。そのときにかかった実費の二千何百円しかもらっていないそうなんです。私が聞かれた

のが、この２,３００円という団員１人年間掛けているんだけど、これ保険じゃないんですかね

と聞かれまして、よく判りませんでした。 

 そこで、実際、この年間２,３００円保険を掛けているんであれば、消防団員が消火活動ある

いは水害、いろんな形でけがを負ったり、あるいは殉職をしたときに、どういう補償があるのか

なというのをいろいろ考えて調べてみたんですけども、団員のほうにも消防本部からはこの

２,３００円の保険の内容の説明をしっかり聞いていないというんです。知らされていない。も

しこれが事実であれば、何のためにお金を集めているのかなというふうに思うんですが、町長、

この辺をもう一回各消防団の団員が判るように説明をしなきゃならんと思うんですが、その辺に

ついて町長のお考えを伺います。 

○町長（日髙 政勝君）   

 消防団員が非常に崇高な仕事をしているということで、国のほうもいろんな制度を持っており

ます。例えば消防団員等の公務災害補償と共済制度、そのための掛金であるかと思っております

けども、やはり公務上の災害を受けた場合に、団員とか、あるいは遺族の皆さん方に対して、そ

の災害によって生じた損害を補償するんだという制度であります。これについては、団員の皆さ

ん方、また幹部会等も通じましてだと思うんですが、いろいろ説明はいたしているかと思います

けど、詳しい内容まで各団員まで周知が徹底しているかということについて、まだちょっと把握

はできておりませんけど、とにかくこういう制度があるということは、掛金をもらっているわけ

ですから、やっぱり説明責任というのは当然果たさなければならないと思っておりますので、こ

の辺はまた改めて団員の皆さん方が判るように周知徹底を図っていきたいと思っているところで

あります。 

○岸良 光廣議員   

 この火災共済なんですが、これも実際、けがをしたその本人には消防本部からは、今言いまし

た治療費しか払われておりません。これは私も確認しました。これも平成２３年、２４年のこと

なんですが、やはりこの辺については、消防団員の生命を守る、あるいは生活を補償する、そう

いう意味では非常に大事なことですので、きちっと調べた上で、各団員にもそれが説明できるよ
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うな形をやっぱり取っていただきたい。 

 こういうふうにこれも要請をしておきますが、消防長に伺います。 

 ここに、消防団員福祉共済というのがあるんです。これ、消防本部で消防団員に奨励されてい

ると思うんですが、これは消防団員個人が掛ける保険ですか。それとも、先ほど申しました年間

約２,５００円の火災共済というのが、今、各団が掛けていると思うんですけど、これは個人で

掛けなさいというやつなんですか、これ。 

○消防長（田中 俊朗君）   

 ただいまの御質問について御説明を申し上げます。 

 議員御指摘の２,５００円の団員からの集金をしている件につきましてですけれども、これは

団員の持家の火災共済の部分でございます。それから、先ほどから公務災害のお話、それからも

ろもろの共済制度の説明がありますというふうに町長の答弁もありましたが、そちらについては、

町のほうで全て負担をしております。 

 公務災害補償についても、団員入団時には新入団員には全て説明をしてございますけれども、

もろもろそのほかの共済制度についても説明をしているつもりでございますけれども、まだ浸透

していないようであれば、また徹底をして説明をしていきたいと考えております。 

○岸良 光廣議員   

 もう一回やったほうがいいと思います。知らない団員、結構多いです。中には、この２,５００円

について今説明がありましたけど、団員の家ということですよね。これ、知っている人少ないと

思います、私が調べる限りでは。 

 だからそこの説明はきちっとしていただきたいと同時に、団員がけが若しくはそういう、あっ

てはならんことですけども殉職をした場合の保険は掛けてあるという説明だったんですが、それ

ならば、やけどをした団員が消防本部から病院の実費の二千何百円しかもらっていない、これ事

実だそうです。これどういうことですか、説明してください。 

○消防長（田中 俊朗君）   

 ちょっと事実をちょっとまだ調べないと、ちょっと判らないところはあるんですけれども、団

員が活動中にけがをした、負傷をした場合は、活動によって疾病があった場合等については公務

災害の適用になりますので、医療費については、全て公務災害の基金のほうから支給をされると

認識しております。 

 二千数百円しか支給を受けていないというところが、そこら辺りが少し認識の違うところがあ

るのかな。確かに消防本部として見舞金というものを支給する根拠がございませんので、支給は

しておりませんけれども、この二千数百円の支給を受けたものがどこからなのか、ちょっと調べ

させていただかないと回答ができない状況であります。 

 ただ、負傷をされた場合は、公務災害のほうの基金から全て医療費は支給をされております。 

 以上です。 

○岸良 光廣議員   

 これ、私、本人と会って、本人の手も見て、奥さんにも確認しました。後援会からは見舞金も

らいました。だけど、消防本部のほうからは実際病院に払ったお金、この分しかもらっていませ

ん。 

 ここで町長、なぜ私がこれを質問しているのかというと、例えば消防団、もともとは昭和、平

成の頃は自営業者が多かったと思うんです。農業だとか商売をしている人か、そういう方々が多

かったと思うんです。でも、最近はそういう方々が少なくなってきて、消防団員も会社勤めをし

ている方々が消防団員になってくれているところも結構多いと思うんです。そういう場合に、今、
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消防長の説明ありましたけど、見舞金制度はないんだということだったんですが、やはり会社勤

めをしている消防団員が消防活動あるいはそういう水害等のいろんな活動の中でけがをした、あ

るいはそれでもって仕事を休まなきゃならんという状況になったときに、そういう消防団員に対

する補償というものは、やはりきちっと明確にしておくべきだろうと。 

 今、消防長のほうから、町で全部掛けてありますということなんですけど、そのときに、じゃ

あけがをしたときに１日幾ら、どのぐらいの補償があるのか。これ本当に各消防団全部説明して

あるのかなと。私が聞いたところでは、全部は聞いておりませんけど、そこよく判らないんです

よと、消防本部からも全部説明受けていませんという返事が返ってきます。だからそれについて

は、やはり今後の若い消防団員を確保していくに当たっては、あってならないことだけど、そう

いうけが等が発生した場合には仕事を休む、当然これは生活がかかってきますんで、そういうと

ころも含めて、やはりもう一回消防団員のそういう身分保障、これについてはきちっと見直しを

して、問題がないようにすべきであると私は思うんですが、町長、その点について、もう一回町

長の答弁を伺います。 

○町長（日髙 政勝君）   

 確かにこういう非常に危険な現場ということも多々あるわけでありますので、やはり団員の方

は身を挺してそういう安全を保っていくということになっておりますので、非常にその職務柄、

やはりそういう危険も当然起き得ることも想定されますので、もしそうなった場合、安心してや

っぱりすぐに消防活動ができるということについては、こういう補償制度があるということは事

前に、やっぱり説明をすべきだというふうに考えております。 

 これは、災害の程度に、被害に遭った程度によっていろんな保険でありますから、補償制度で

すから、いろんなケースが考えられるかと思っておるところでありますので、その内容について

はよく理解ができるように、これからまたしっかりと対応をしてまいりたいと思っております。 

○岸良 光廣議員   

 消防長、これは確認。この消防団員の福祉共済というのは、これは個人が掛けるべきなんです

か。そこの説明お願いします。 

○消防長（田中 俊朗君）   

 今、議員御指摘の件につきましては、全て公費で賄っております。先ほど説明した２,５００円

の部分だけ個人負担、火災共済の部分だけ個人負担をしていただいているということです。 

○岸良 光廣議員   

 ということは、この消防団員等の福祉共済というのは、これは公費でこの分保険を払ってある

と。この補償内容なんですよという理解でいいんですね。 

○消防長（田中 俊朗君）   

 そのとおりでよろしいと思います。 

○岸良 光廣議員   

 ぜひその点について、また一番最初から申し上げました報酬あるいは運営補助、これ町長、お

金がかかるとは思うんですが、やはり町民の安心、安全、生命、財産を守るためには、これはど

んなことをしてでも、やはり消防団員を確保して活動してもらうためには必要なお金だと思いま

す。これはできるだけ、先ほど申し上げましたけども、報酬等についてはできるだけ来年の３月

定例議会、当初予算の中で計上していただくように強くこれは要請をしておきます。 

 その中で、消防団の先ほども申しましたけども、実は４,５００円が３,０００円に減額されて

あるんですよと。これも実際は３,０００円に減額されたままで、残りの差額の１,５００円は支

払われておりません。やはり町長、こういうことがあると、やはり消防本部と消防団の信頼関係
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というのが出てくると思うんです。だから町長、私はこの差額の１,５００円がやはり支払いを

すべきだろうと。 

 なぜそういうことを言うかというと、４,５００円のこれ五千幾らに上げていただくわけです

が、この報酬を消防団員の場合は、町長がさっきから申されるとおり正職員でありませんので規

定がないわけです。何時間の勤務。何時間の勤務ときちっとしたこれは明記がないと思うんです。

なぜかというと、本当は消防団員が出動するような火災、水害、そういうことがないほうが一番

いいんですけども、これが起きたときの対処するための訓練あるいはそういう活動をするための

時間というのは限定できないと思うんですけど、それに対して、これ私、消防団員の方から頂い

たんですけども、要するに何回も言いますけど、「以内」という書かれ方をすると、もう反論で

きないんですよと。だから、４,５００円のつもりが入金された金額を見たら３,０００円だった

と。こういうのは、やっぱりお互いの信頼関係というのを考えていくと、もう絶対あってはなら

んことだと思うんです。 

 町長、もう一回伺いますけど、このやはり差額の１,５００円は、これは消防本部、行政のト

ップとして、私は支払うべきじゃないのかなと思うんですが、その辺、町長のお考えもう一回伺

います。 

○町長（日髙 政勝君）   

 通常、この報酬、費用弁償条例の中には金額として定額をぴしゃっと示してあるものもありま

すし、こういった「以内」という表現をしてあるところについては、いろんな対応がいろいろあ

るから、もう限度的には４,５００円、そしていろんな対応によって短時間で済んだとか、いろ

んな事情があってこういう表現になっているのかなと思っているところであります。 

 そういう対応の実態に応じて支払われているということに理解はいたしております。したがい

まして、３,０００円支払ったという実態がどうであったのか、私もよく把握はいたしておりま

せんので、その辺はまた調査の上、対応をしてまいりたいと思っております。 

○岸良 光廣議員   

 これは町長、本当に調査してください。やっぱりこれはそういう事実があったんだということ

であれば、例えばいろんな文言で「以内」というのはあるんだと言われますけども、これは消防

団の消防団員にやはり報酬として決めたお金です。それを消防本部の解釈で勝手に減額ができる

ということはあってはならんと思うんです。だからそこについて私が言っているのは、やはり町

長がリーダーシップを取っていただきたいというのは、こういうことが起きないように、「以

内」という表現があるんだけどという答弁がありましたけど、これは消防本部自体がこの「以

内」ということで時間が短いから４,５００円を３,０００円にカットする、こんな横暴があって

はなりません、これ。 

 これはっきり言えば人権侵害にもなりますよ、詳しくいえば。そういうことがあっては、消防

本部と消防団とのやはり信頼関係、ここが一番大事だと思うんです。だから消防団も消防本部も

一緒になって町民の生命、財産を守る。このためには、やはり信頼関係が第一ですから、そうい

うことが今後はないように、やはりきちっとした文言の明記をしていただきたいという中で強く

要請をしておきます。 

 次に、あと時間がありませんけど、消防団関係の質問については、今回はこれで終わりますが、

やはり来年度、３月の当初予算には、見直すべきところは見直して予算計上をしていただくよう、

強く要請をしておきます。 

 ２番目の町が販売を行っている住宅用地の情報を正確に町民、購入者に伝えているかというこ

とについてでありますが、これは多少問題がありましたけど、町長の本当に早い決断によってこ
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れは問題が解決いたしましたので、これについては質問いたしません。 

 次、３番目、今後の人口推移を国の予想ではなく町としてどのように考えているかという町長

の答弁もありましたが、実際はこの件について、町長とこの４年間ぐらい何回となく一般質問で

したんですが、国の調査機関では、これ町長十分御存じなんですが、２０４５年、今から２５年

先にさつま町の人口１万５,０００人をキープしたいというのが、今の町長の答弁でありました。

しかしながら、現状を見ると、とてもそこまでもちません。 

 特に今年度１１月末までのデータですが、１１月末まででさつま町全体で８８人しか新生児が

生まれておりません。昨年までどうかというと、昨年は１２５人生まれています。平成３０年が

１１３人です。それがもう今年は１１月で８８人ですので、平均見ていくと、もう１００人を切

るのはもう目に見えております。それと、今の１１月現在で、さつま町の人口としてはかろうじ

て２万人をキープして２万１７３人です。これが１２月を入れますと、恐らく２万１００人ちょ

っとかなあというふうに予想されるんですが、この中で、１年間、じゃあさつま町の人口がどの

ぐらい減っていくのかというのを見てみますと、新生児はもう１００人切ってきている。その中

で自然減というのが約平均三百五、六十人、多いときで４００人ぐらい自然減があります。これ

に高校卒業生が進学、就職で町外を離れる方々も含めていくと、大体平均したら４５０人前後、

毎年。１０年間加算しますと４,５００人、今後人口が減ることになります。 

 ということは、今年の１１月末で２万１７３人なんですが、最終的にかろうじて２万１００人

台キープしますけど、１０年後には４,５００人減ると、もう１万６,０００人切るんです。１万

５,０００人台。これになるのはもう目に見えているんです。 

 だから、よっぽど大勢の方が転入していただければ別なんですけど、この転入転出も毎年いろ

んな差があるんですが、やはり１１月までは転入者が５２８人、転出者が６８０人、これも出て

いく方が約１月から１１月までですけど、出ていかれた方が大体１６０人ぐらい上回っているん

です。最終的に平均すると大体４５０人前後。そうなってきますと、当然１０年後に、今２万人

いるのが１万５,５００人若しくは１万６,０００人以下となったときに、当然国からのいろんな

下りてくるお金、これは人口比率によって違ってくると思うんですが、トータル的には少なくな

ってくる。 

 そうすると、今の町職員、それから非常勤職員、いろんな形があると思うんですが、町長が先

般、新聞等でも来年３月で勇退されるというふうに明言されております。ということは、来年の

４月以降は新しい町長が生まれて町政を行うわけですが、その中で町長、やはりこういう人口が

減っていく、もう１０年後には１万５,０００人になってしまうということになってくると、町

の職員やらいろんな形でのいろんな分野の調整をしなきゃならん人員、資金というのが出てくる

んですが、これ町長、２０４５年、今から２５年先まで１万５,０００人といのは、もう当然こ

れはもう崩れてきています。 

 だから、当然そこの見直しをかけなきゃならんと思うんですが、今後の来年以降のそういう新

しい町長に任すんじゃなくて、町長がやはりこれまで合併以後一生懸命頑張ってこられて、先ほ

ど申しましたさつま町の貯金、約８０億円を超える、そこまで財政を回復してこられた町長であ

りますんで、その今後についても、来年３月まで、やはり１０年後はこういうふうにしなきゃな

らんのではないかというような、そういう見通し、ビジョンというのを出していただけるもんだ

と私は考えておるんですが、その点について町長のお考えを伺います。 

○町長（日髙 政勝君）   

 ただいまいろんな数字を出していただきながら、人口の問題について御意見もいただいたとこ

ろでありますが、確かに、今の人口の減り方の度合いというのが大変厳しくなっております。お
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っしゃるとおり、私が就任をしたときには年間大体３００人ぐらいの減り方だったと思うんです

が、今はもう４００人から５００人に近いところまで進度が深まってきておるような状況がござ

います。 

 やはり人口の動態というのは、社会動態、いわゆる転入転出の関係、それから自然動態、出生

か死亡の割合、それで両面から見たときも、社会動態についてはそんなに大きく月によっては転

出よりも転入が多くなったり、そういう月もあったりしますが、これも社会動態も減の方向にな

っていく。そうやって一番厳しいのは、やはり自然動態の出生が少ない割にお亡くなりになる方

が月によっては３倍、４倍、多いときは５倍というところがありますので、非常に急激な人口減

になっていかざるを得ない。 

 今、地方創生総合戦略の中でも現実の人口動態を見たときに、とても１万５,０００人と高い

目標設定を確かにしております。出生率については１.８ぐらいとか、現実は非常に厳しい状況

になってきておりまして、なかなか子供さんが生まれない。おっしゃるとおり多いときは、就任

当時１８０人、２００人近くいましたのが、今本当、先ほどありましたとおり８８名ですか、今

年は。非常にもう２桁になっているというような状況がございます。 

 やはり将来を見ましても、やっぱり若い女性の出産ができる年齢というのが、やっぱり１９歳

から、あるいは４０歳前後、そういう方々の年齢がどんどんやっぱり将来も減っていく傾向があ

りますので、恐らくまだおっしゃるとおり人口の減り方というのは、自然減というのはものすご

い形で減っていくのかなと思っております。 

 そういうことで、これまでいろんな子供の関係については手厚くいろんな施策を講じてきたわ

けでありますけども、なかなかすぐに歯止めがかかる状況にはないというのが、もう本当実態と

して今厳しく受け止めているところでございます。 

 とにかく、これから人口あってこそ町の活性化ができるわけでありますから、これについては

国を挙げて、これはもう少子化対策というのはいろいろ講じておりますので、これからも町とし

ましては、この少子化対策をいかにするかというのがもう命題というふうに受け止めているとこ

ろであります。 

○岸良 光廣議員   

 今、町長も答弁されたように、さつま町の人口減がものすごいスピードで進んでいるというの

はもう事実であります。特に今の約２万人の人口の中で６０歳以上、これは全体の６割をもう超

えているんです、さつま町。それで、今先ほど申しましたけども、新生児がもう１００人切って

２桁台、これが本当に続いていくという状況になれば、１０年後に本当にもう１万５,０００人

ぐらいの人口になって、２０年後、２０４０年、もう私なんか生きていないと思うんですが、そ

の頃になるとますます人口はもう１万人を切るところまで恐らくいくであろうと。今、湧水町が

約９,０００人ぐらいですか、そういうところまで２０年後いくんじゃないかなと考えたときに、

今度は行政が抱える仕事、特に役場職員の仕事もですけど、それ以外の関連のところ、ここにつ

いてもやはり早急な見直しをしなければ、財政的に今度は逆に苦しくなってくるんじゃないかな

というふうに思います。 

 その点について、先ほど申しましたけど、町長、来年３月いっぱいで御勇退を考えておられま

すが、それについて、やはり町長、３町合併以来、ここまで町長がリーダーとしてさつま町を引

っ張ってきたわけですから、次の世代へバトンタッチするときに、できればこういう目標でやっ

てほしいんだという形で、やはり本町の職員あるいは非正規職員、関連団体、そこのところも本

当に見直しをかけていかないと、もうどうにもならないだろうなというふうに思うんですが、そ

の辺ももう一回町長お伺いしますけど、やはり、来年３月までにそういう町長としての方向性を
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出していただけるもんかどうか、町長のお考えをもう一回お伺いします。 

○町長（日髙 政勝君）   

 以前から岸良議員のほうからこの問題については御指摘もいただいて、提言もいただいており

ますので、これについては今、人口も減る中で職員数の適正な数のあるべき姿というのを捉えて

いかなければならないだろうと思っております。これまで合併をしまして、平成１７年から

１０年間で１００名、職員数も減らしてきているわけでありますが、３２５人から、次の前に第

２次の定員管理計画を立てたときに、それからまたさらに２０名減らして３０５人だったですか

ね、大体そういうところまで６％ぐらい減らすという計画でしておりますけども、今ありました

とおり、人口の減り具合いの進度が激しいものですから、この割合からいくとそれよりさらに厳

しく見直しをせんにゃいかんとかなと思って、この前部内でもその辺の協議をいたしております。 

 これから、管理職の課長級がここ二、三年でほとんどまた退職ということになりますけれども、

一方で社会保障の関係が、年金がまだ定年の６０歳で辞めても年金もないということで、その辺

のことがあって、国としましても６５歳定年とかいろいろ言われております。まだ実現もいたし

ておりませんけれども、それまでの間はやっぱり生活の関係もありますので、再任用という制度

がやっぱりあるわけであります。希望があれば再任用しなければならないということがあります

し、また一方では、また会計年度任用職員、今年の４月からこういう方々もやっぱり働き方改革

で、やっぱりそれなりの待遇改善もせんにゃいかんというような、身分保障をせんにゃいかんと

いうことになって、そういう形にもなってきました。 

 一方では、将来の職員の構成を見たときに、採用を全くしないと、一旦定年を待って、がたっ

と辞めて、もう誰ももう仕事になっていかんということになりますので、ある程度そういうバラ

ンスのことを考えなければならないとなると、新規採用もせんにゃいかんということになります

ので、その辺のバランスをこれからどう作っていくかというのが誠に難しい管理計画にならざる

を得ないと思っております。総人件費の問題もありますし、そこを以前から岸良議員から御指摘

をいただいておりますとおり、その辺もしっかりと将来展望に合った定員、総合管理計画という

のを立てなければならないと思っておりますので、総務課の人事管理の担当のほうには、来年の

３月までには、定例議会までには、その辺がお示しできるように準備をしてくれということは言

っておりますし、今までもいろいろ論議をやっております。 

採用の場合もそういう視野に立って、大体何人ぐらいするかと。もう辞める人はかなり多い

わけですから、ほとんど辞めますから、一方では会計年度任用職員はちゃんと保障を入れんにゃ

いかん。そしてまた、一方では新規採用をどの程度採れるかということは、やっぱり退職をした

のをそのまま採ったって、とても定員管理というのはなっていかんわけですので、何名程度採れ

るかというところもやっぱり十分配慮せんにゃいかんというのがあります。非常に難しいところ

に今きておりますので、それをバランスよく策定をしてお示しできるように努力をしていきたい

と思っております。 

○岸良 光廣議員   

 最後です。 

○議長（平八重光輝議員）   

 岸良議員、あと３分です。 

○岸良 光廣議員   

 最初に申しました消防団の団員の処遇改善、それと、今申しました人口について、特に消防団

員の待遇改善、処遇改善については、できるものならぜひ来年の３月、当初予算で計上していた

だけるように、努力していただきたいと強く要請をして、私の一般質問を終わります。 
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○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、岸良光廣議員の質問を終わります。 

 ここで、しばらく休憩をいたします。再開は、おおむね午前１０時４０分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１０時２８分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午前１０時３９分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（平八重光輝議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次は、１番、上囿一行議員の発言を許します。 

〔上囿 一行議員登壇〕 

○上囿 一行議員   

 改めまして、おはようございます。 

 少子化対策と外国人就労者の働きやすい環境づくりについて質問いたします。 

 平成２９年６月定例議会で少子化対策と子供支援対策について質問しました。この問題は、さ

つま町だけでなく全国的な問題であると感じていますが、さつま町も早速子ども支援課の設置を

いただき、少子化対策として設けましたが、手応えがありましたでしょうか。 

 令和元年の出生は１３０人です。統計的に増えていますでしょうか。今まで取り組まれた施策

を検証されましたか。今後の具体的な対策と申しますか、方策はどのように考えていらっしゃい

ますでしょうか、お聞かせください。 

 次に、外国人就労者の対策について、これも平成３０年９月、平成３１年３月定例議会で質問

しました。外国人就労者が困らないように、外国の言葉で書いたチラシの作成等はすぐ取りかか

っていただきました。ですが、外国人就労者に頼らないと、幾ら募集をしても応募者がない状態

であると建設業者の社長、介護施設の施設長から最近相談を受けました。 

 これらの問題をどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。 

 １回目の質問を終わります。 

〔上囿 一行議員降壇〕 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君）   

 上囿一行議員から少子化対策について、ほか１項目について御質問がございましたので、お答

えをいたします。 

 まず、少子化対策についてでございますが、私の３期目のマニフェストの一番目に、「未来を

担う子どもたちを産み育てやすい環境の町」を掲げまして、主管となります課として子ども支援

課を新しく設置をいたしました。課の見直しによるものであります。それから、子育て専門相談

員の配置をいたしました。やはり妊婦の皆さん方については、いろんな御苦労も心労もあるとい

うようなことでございますので、そういう相談を気安くできるように、こういう専門員の配置を

いたしたところであります。 

 小中学校の給食費、保育所の副食費、これについても負担の軽減をいたしました。保育料の軽

減、これも軽減をいたしました。それから、子供の医療費については、高校生まで全て無料化い

たしました。そのほか様々ございますけども、こういったことが上げられると思っております。 

 ただ、先ほどもございましたとおり、なかなか出生数につきましては、本年１１月３０日現在
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の実出生数というのは５０名、母子手帳からの推計数３１名ということになって、８１名から、

先ほどありました８８名という本当に厳しい出生数になっております。 

 減少の要因としましては、今年は特にコロナ禍によります将来への不安、育児への不安あるい

は非婚化、晩婚化、晩産化というのが考えられるところでございます。なかなか要因の特定は難

しく、問題解決は難しいところがございますが、これからも育児への不安を解消しまして、子供

たちを産み育てやすい環境整備の充実のために、子育て支援策をさらに充実をしてまいる所存で

ございます。 

 具体的には、子ども支援課を子育て世代包括支援センターの機能としまして位置付けをいたし

ました。専門職を配置し、リスクのある妊婦の見守りから、新生児の家庭についてはそれぞれ保

健師が訪問をし、あるいは定期検診をしたり育児相談、保育園等との連携もやりまして、切れ目

なく支援体制の関係を構築してきたところでございます。職員のスキルアップを図りまして、妊

婦の皆さん方が本当に安心して相談や子育てができる環境の整備を行っているところでございま

す。 

 次に、平成２８年度から本町には産科がないと、産婦人科がないということもございますので、

産後ケアにつきましても町内にまた助産院もないということから、平成３０年度からは宮之城出

張助産所を開設いたしまして、産後健診、産後ヨガ教室等のこういったメニューを段階的に拡充

してきたところでございます。今後におきましては、宿泊型の事業の充実ができないかというこ

とで、今、研究を進めているところでございます。これについても努力をしてまいりたいと思い

ます。 

 次に、放課後の児童クラブでありますが、今は夫婦共働きの家庭がほとんどであります。やは

り核家族化も進みまして、学校の授業が終わって帰っても誰もいないというような状況になると

不安でありますので、やはりこういう放課後の児童クラブということも設置を進めております。

平成２７年度の４か所から、現在は９か所まで拡充をいたしてきておるところでございます。理

想は全小学校区に最低１か所はこういった放課後児童クラブの設置が必要ではございますので、

地域の皆さん方と必要なところは、設置について検討はしてまいります。 

 次に、児童発達支援センターの設置でございますが、これも社会福祉法人クオラの御尽力をい

ただきまして、本年７月に児童発達支援センタークオラバンビーノが開設をされまして、増加を

いたしております発達障害の子供の保護者からは大変喜ばれているところであります。これも半

日運営から終日運営にできるようになったところでございます。 

 また、お母さん方から要望の多い子供の専用の館といいますか、そういったところで安心して

親子が触れ合う場として子ども館というのがありますけども、そういった施設の可能性について

も現在検討を進めているところであります。ほかにもフッ化物洗口の充実とか、健康づくりの一

環としまして、こういったことについては専用アプリを使った子育て情報の配信にも努めている

ところでございます。子育ての皆さん方が安心して子育てができるように、こういうスマートフ

ォンを使った専用アプリを使って、いろいろ情報発信にも努めております。 

 一方で、国の動向としましては、菅政権になりまして少子化対策に関連する不妊治療の保険適

用とか、流産・死産、新生児死亡を繰り返す不育症への助成金あるいは児童手当の所得要件の見

直し等の報道がなされておりますので、こういったことについては、情報収集に努めながら事業

の充実を図ってまいりたいと思っております。 

 次に、２項目めの外国人就労者の対策についてでございます。 

 本年１１月末現在の在住外国人数は４２４名でございます。そのうち約８割の３３２名が日本

企業で技術とか技能の関係又は知識を習得しまして、将来的には母国の経済発展を担うために来
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日をしております技能実習生でございます。 

議員からございましたとおり雇用の確保につきましては、現在、なかなかあらゆる産業の分

野におきまして人手不足の状況がございまして、そういうことを解消するために外国人の皆さん

方の雇用をされているところでございます。 

 このようなことからも、本町ではものづくり企業振興会を中心に、高校生を対象としました企

業訪問の受入れとか、あるいは学校へ直接出向いての企業説明会をやっていただいております。

新卒者や転入者に対する就労支援奨励金も町から独自にこの制度をつくりまして、雇用の確保に

努めているところでございます。 

 ただ、質問にあります外国人就労者の確保とか、特に技能実習生のことになろうかと思います

が、これにつきましては、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律と

いうのがございます。将来的に母国の経済の発展を担う者として日本で技術の習得をするという

方々でございます。そういうことで、法律でこの実習生の保護等の規定がなされておるところで

あります。 

 その条項に、技能実習は労働力の需給の調整の手段として行われてはならないと規定をされて

おりますことから、技能実習生に対して労働力の確保の手段として捉えることはできないところ

であります。しかしながら、地域経済を支える貴重な担い手であることはもう事実でございます。

町としましても、技能実習生をはじめ、町内に在住される外国人の方々が住みやすく、地域の

方々とも親しみのある生活を送るための社会環境、受入体制の整備ということで多文化共生推進

協議会の設置を指示しまして、対応をしていくことで進めているところでございます。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○上囿 一行議員   

 今まで取り組んでこられた過程はよく判りました。ですが、力強い今後の具体的な施策が聞け

ると思いましたけれども、少し遠いようでした。 

 これから発言をいたしますが、回答は要りませんので。 

 終戦が昭和２０年です。その大戦で優秀な若い青年が３１０万人も尊い命をささげました。そ

のとき日本は復興するには子供、人口を増やさなければいけないと産めや増やせの施策を取り、

昭和２２年、２３年、２４年生まれが団塊の世代と言われ、多くの子供たちであふれていました。

その子供たちが日本の経済を復興させた、高度経済成長を担ったと言っても過言ではないでしょ

う。 

 中学校卒業が昭和３８年、３９年、４０年です。学年の半分以上が集団就職列車で企業に就職

いたしました。私事で恐縮ですが、昭和３９年卒の真っただ中です。私、求名区で同級生が

１３０人強いたわけですから、現在のさつま町全体で、昨年令和元年の出生と変わらないわけで

す。さつま町には現在２０地区あるわけですから、単純に計算してもこの２０倍です。２,６００人

同級生がいたわけです。 

 町長も申されましたが、菅総理大臣も昭和２３年生まれでございまして、今、一人でも多くの

子供を増やそうと、子供を増やす法案を、あるいは手だてに取り組んでいるところでございます。

子供は地域の宝、さつま町の宝、日本の宝です。 

 今、子供は行政が携わり全体で育てるとありますが、主は子供を産んでくださった母親、お母

さんです。よちよち歩きのお子さんの手を引いていらっしゃるのは、誰でもない、お母さんです。

このお母さん方には、さつま町独自で援助と申しますか支援、出生祝い金のようなものはできな

いでしょうか。例えば第１子に５０万円、第２子に７５万円、第３子以上に１００万円と、お母

さんに報奨としての考えはないでしょうか。お母さん方は、妊娠・出産のときは仕事を休み、自



- 39 - 

分の時間すら思うようにならない状況です。子供を産み、育てるのは大変です。それに対する報

奨です。 

 これもつい最近、二、三日前でしたが、最近のＢＳ１のテレビ放送でありました。子供を産ま

ないお母さん方の番組でした。これはどちらがよいとか悪いとかの番組ではないでした。子供を

産まないお母さんは、自分の時間がない、継続して仕事ができない、母親になることが女性を縛

り続ける、このほかにも多くの意見がございました。現在、子供を出産していらっしゃるお母さ

ん方は、逆に申せば、言葉は悪いですが、これらを犠牲にして出産、子育てに一生懸命ですから、

そのお母さんにそういう制度をつくったら、さつま町独自のというふうに御一考いただきたいも

のです。 

 次に、２問目の外国の方の就労者についてですが、鹿児島県も前知事がベトナムに職員あるい

は企業の代表の方２００名超で出向かれました。また、今年の７月からベトナム航空の飛行機の

乗り入れもできるようになりましたけれども、コロナ禍により今休んでいる状況であります。こ

の問題も町独自で、例えば窓口を役場内につくるとか計画はないですか。企業あるいは介護施設

の方は、幾ら募集しても日本では応募者がなく、募集に海外へ出向き、また、町内で住んでもら

う住宅も自分で見つけなければならず大変な御苦労をなさっています。 

 今、さつま町には、先ほど町長もおっしゃいましたが、４００人超の外国の方がいらっしゃい

ます。交付税措置も日本人と変わらず、商店街も利用してもらって経済的効果も大と思います。

１２月３日の南日本新聞でした。「受入方法や環境整備が必要で、それを怠った市町村には人は

来ません」と書いてございました。また、２０３０年には県内で１０万人の人手不足が見込まれ

ると掲載してあります。より一層、御一考いただきたいと思います。 

 町長も最後の年であります。土産に残しませんか。気張ってみてください。 

 終わります。 

○町長（日髙 政勝君）   

 子育てのほうに、もうお答えは要らんということでありますけど、あえてまたお答えをさせて

いただきますけれども、過去、おっしゃるとおり出産手当金ということで、いわゆる出生祝い金、

そういう形で出していた時代もございます。世の中がどんどんやっぱり変わっていきまして、や

っぱりいろいろニーズというのが変わっていきます。確かにそういう一時的なお金を出してお祝

いをする、そのこともよかったと思うんですが、それを出すことによって子供が生まれてきたか

ということになかなか相関関係というのがはっきりつかめないというのがございます。 

 これについては、さつま町も一時実施をしておりましたけども、国がちょうどまたこれに似た

ような制度を創設しましたもんですから、それについては一応もう町はやめまして、それでまだ

もっとお子さんをお持ちの御家庭が必要とされるようないろんな様々な対策、先ほど申し上げた

ようなことに対して充実をしていきたいということに、そちらのほうに力をやってきたわけであ

りまして、出産手当金についてはもう一応取りやめをいたしたわけでございます。 

 そういうことで、やはり時代時代に応じてそれにふさわしいようなやっぱり取組をしてやって

いくことが必要じゃないかと思います。特に言われるのは、お金の問題も経済的な負担の軽減と

いうことも確かに子育てというのはお金が要りますので、それをやることも大事な面がございま

す。ただ、今の社会環境というのは、若い人はほとんどもう共働きということになっております。

そういう中で、子供を産んで育てるということは非常に昔と違って大変なところがありますので、

やはりそういった社会環境というのをいかに国を挙げて、地方も全く一緒ですけれども、作り上

げていくかということがこれから一番大事なことだと思っております。 

 やはり、子供が生まれたらやっぱり職場にもうまく十分休めて、いわゆる育児休暇がしっかり
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取れて、そしてまた、そのあともそういう育児ができるような体制というのを、やっぱり作り上

げていく、母親一人でやっていく、そういう環境じゃなくて、やはり父親であっても育児休暇を

取ってお互いに子育てをやっていく、そしてまた、職場でもやはり休める体制というのをお互い

に協力し合ってやっていく、そういう環境をしっかり作り上げていかないと、なかなか今の社会

というのは簡単には生まれない。 

 したがいまして、実際結婚をする女性の平均というのがもう２９歳から３０歳なわけですから、

昔は二十二、三歳ですよね、早い頃から。大分年齢も上がって晩婚化ということになっている。

晩婚化になりますと、当然、子供の数も３人から２人あるいは１人というようにならざるを得な

いという状況がなっておりますので、大きく環境が変わってきて、いわゆる子供も数が少なくい

かざるを得ないというのが一つは原因ではないかと思っております。そういう環境に応じたよう

な政策ということをしっかり、そういう立場の皆さん方に立ったところの政策をやっぱりやって

いく必要があるかとは思っております。 

 とにかく、これからはそういう社会全体がみんなでおっしゃるとおり社会の宝として、みんな

で作り上げていくということが一番大事かなと思っております。そういう意味で、国も新たな対

策も講じていくようでありますけども、これらについては町も一緒になって、そういう効果のあ

る事業等については取り入れていく必要があるかと思っているところでございます。 

 それから、外国人の関係につきましては、非常にもう実態として人手が集まらない。有効求人

倍率が県内では鹿児島県の中でもさつまの区域が一時は非常に高くなって、それだけ募集をして

も応募がないというところがあったようでございます。そういうことで、技能実習生を受け入れ

ていくということが大事かと思っております。 

 町としましては、いち早く先ほどありましたとおり４００人ぐらいの方が働いていらっしゃい

ますので、こういう人たちがやっぱりせっかくおいでいただいて、職場はもちろんでありますけ

ども、さつま町町内に住んでいただくことが、言わば地域の活性化にもつながっていくわけであ

りますから、いかに皆さん方が住みやすく生活をしていくかということは大事でありますので、

それについては、その出身の言語に応じた外国語でいろいろ情報発信もいたしております。これ

をやっているところはそんなにないかと思うんですけども、広報紙であってもいろんな情報を伝

えたり、あるいはごみ出しにしろ、あるいはいろんな災害の避難にしろ、そういうことまで丁寧

に情報発信をいたしております。 

 それで、私が、これだけ増えていったらますます今後も増えていくだろうと、そうなると共生

社会をいかにやっぱり作っていくかということが非常に大事だというようなことで、いろんな関

係の横断的な役場の中でも、あるいは企業さんも一緒になってそういう受入体制をどうやってい

くかということが大事だということで、それなりの協議会も立ち上げているわけであります。 

 これから、特にそういう管理団体との連携というのが一番大事かと思っておりますので、例え

ば町内にもそういう受入れをする管理団体が、役場がというのはなかなか難しいところがありま

すので、例えば商工会とか農協とかそういうところが管理団体をつくって、そこで受け入れてい

ただくということになれば、そこに対して町が何らかの運営については支援をしていくというこ

とはできるかと思っておりますので、そういう体制づくりがこれからは求められていくんじゃな

いかと思っているところであります。 

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、上囿一行議員の質問を終わります。 

 次は、６番、田野光彦議員の発言を許します。 

〔田野 光彦議員登壇〕 
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○田野 光彦議員   

 それでは、事前通告しました内容で質問に入ります。 

 まず、質問事項１の企業誘致についてであります。少子化、人口減少問題については、前の

２人の同僚議員が質問しておりますけれども、人口減少が続く中で、まちの活性化のためには企

業誘致が必要であると思います。町長は、就任当初から積極的に企業訪問を行うなど、企業誘致

に力を入れてこられましたが、これまでの企業誘致活動に対する成果、それとそれに基づく課題

をどのように捉えられているか伺います。 

 ２問目の有害鳥獣対策についてであります。 

 有害鳥獣対策は、これまで何回も取り上げられておりますが、各地区等から聞こえてくる被害

の声と捕獲対策への要望はかなり強いものがあります。ここ数年の被害状況と捕獲の実態はどの

ようになっているのか。また、捕獲した有害鳥獣の処分の実態はどのようになっているのか伺い

ます。 

 次に、有害鳥獣対策の一つに防護柵等の設置がありますが、実施する農家や各地区に対する補

助の状況はどのようになっているのか。また、防護柵等以外の方法として、どんな対策を講じて

いく考えがあるのか伺います。 

 以上で、質問を終わります。 

〔田野 光彦議員降壇〕 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君）   

 田野光彦議員から企業誘致について、ほか１項目について御質問がありましたのでお答えをい

たします。 

 企業誘致活動に対する課題と成果につきましては、ただいま議員からありましたように、平成

２１年４月の就任以降、企業誘致は町の活性化に不可欠なものと捉えまして、鹿児島県と一体と

なって首都圏、関西圏でのトップセールスあるいは独自での誘致活動に取り組んできたところで

ございます。 

 １つの企業に本町へ進出してもらうためには、何回となく本社を訪問し、立地に対する情報交

換を繰り返し行うことで理解を深め、初めて実現へつながる可能性を秘めていると痛感をいたし

たところでございます。事あるごとに県外の本社を訪問し、意見交換等をしてきたところであり

ます。 

 これまでの成果といたしましては、就任以来、１２年間で新規に誘致した企業が５社、町内企

業の移転や規模拡張が１４社あり、立地協定の件数では３１回を数えたところであります。この

ことが町民の雇用の確保による定住促進、さらには地域経済の活性化につながったものと考えて

おります。 

 次に、課題という点でございますが、高速通信網の未整備が最大の課題と捉えております。現

在のコロナ禍においては、テレワークによります在宅勤務や企業の一部業務を地方に移すなど、

いわゆるサテライトオフィスの活用が注目されるようになってまいりました。本町においては、

宮之城地区の中心部のみが高速通信網の対象区域となっておりましたが、この高速通信網の整備

につきましては、総務省の補助事業を御相談申し上げまして活用をすることに決定をいたしまし

た。前倒しで町内の全地区において、令和４年４月からサービスが開始されるよう取組を進める

ことにいたしております。 

 今後におきましては、廃校となった学校施設などの空き施設を工場用地としての有効活用など、

課題の解消にも努めてまいりたいと考えております。 
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 次に、２項目めの有害鳥獣対策についてでございます。 

 有害鳥獣によります農作物等への被害につきましては、気候による自然的な要因でも大きく左

右されます。本年７月末まで続いた長雨の影響によりまして、特にイノシシについては、農作物

被害に加え、地域によっては人家周辺の掘り返し等の被害も散見されるなど、非常にかねてと違

った年になっているようでございます。 

 １点目の被害状況と捕獲の実態でございます。また、捕獲後の処分の関係でありますが、被害

状況は、農作物被害調査によります被害金額で平成３０年度分が２,４４０万３,０００円、令和

元年度分が２,３５８万４,０００円ということでありますので、若干減少ということでございま

す。 

 しかしながら、イノシシとニホンジカによります被害割合は依然として大きく、令和元年度分

でイノシシが１,５２３万５,０００円、ニホンジカが４３９万１,０００円ということで、被害

全体の約８割をイノシシとニホンジカが占めているところでございます。 

 一方、捕獲におきましては、平成３０年度分でイノシシが８０１頭、ニホンジカが２,１４６頭、

令和元年度におきましては、イノシシが１,２１９頭、ニホンジカが２,３９７頭となっておりま

して、特にイノシシの捕獲頭数が近年においてはまたぶり返してきているというようなところか

と思っております。 

 捕獲に従事する猟友会も高齢化しておりますが、今、自ら守るといった新規の狩猟者も令和

２年度は１３名の登録がございました。前年度としますと１３名増加し、１６４名ということに

なっております。 

 また、本町では被害の多いイノシシとかニホンジカについては、平成２７年度から、通年での

捕獲指示を行っているところです。今までは、有害鳥獣とか、あるいは狩猟期間だけということ

でありましたけど、通年で捕れるように指示をいたしております。 

 捕獲後の処分については、ほとんどが埋設処理でございます。令和元年度分では捕獲された個

体の食料としての自家消費率というのは１４％となっております。 

 次に、２点目の防護柵を実施する場合の補助はどのようになっているか、また、防護柵以外に

どのような対策を講じていくかということでありますが、本町では、有害鳥獣から農林水産物へ

の被害を軽減することを目的としまして、電気柵等を設置する場合に、事業費の３分の１を助成

いたしております。また、個人ではなく地域で取り組む広域的な防護柵としまして、国の鳥獣被

害防止総合対策交付金によりますワイヤーメッシュ柵等の設置を行っておりまして、これまで

２７地区で１１３キロメートルを整備いたしております。 

 また、平成２６年度に県内で最も早く農政課に有害鳥獣対策係の専門の係を設置いたしました。

これはやはり猟銃とかわなもですが、やはり集落ぐるみで鳥獣を寄せつけない対策、侵入を防止

する対策、これらを推進しながら個体数の調整、いわゆる捕獲に取り組んでいるところでありま

す。 

 昨年は３年に一度の農林業振興大会がございました。この席上に島根県の美郷町から講師を招

聘いたしまして、集落ぐるみの鳥獣被害防止対策についての非常にすばらしい取組をされており

ますので、こういった基調講演も実施をしていただきました。 

 また、これまでの広報紙等による啓発に加えまして、出前講座をいたして、みんなで取り組む

獣害対策として、集落等の学習会を実施しているところであります。 

 今後もこれらのことを実施しながら、さらなる被害減少に努めてまいりたいと考えております。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○田野 光彦議員   
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 まず、企業誘致関係なんですが、進出した企業もあるということで、進出した後に撤退した企

業がありますか、伺います。担当課でも結構です。 

○ふるさと振興課長（米丸 鉄男君）   

 ただいまございましたが、撤退した企業様につきましては、今のところは把握をしていないと

ころでございますが、生コンクリートとかいろいろございまして、事業団が４つあった部分を

１つにまとめて出資をされて新しい会社をつくられるとか、そのような形で縮小した分はあろう

かと思いますが、撤退というような形ではないところでございます。 

○田野 光彦議員   

 本町で、町長が企業誘致する場合に出かけられて、いろんな企業の社長なんかと会話する中で、

企業側が求めているさつま町での有利性というんですか、例えば地価が安いから来たとか、ある

いはそれに伴う固定資産税が安いとか、逆に不利益な要件、先ほど町長のほうは光通信が令和

４年度にという話だったんですが、不利な条件として今までさつま町は通信網があまり整備され

ていないとか、あるいは物流が悪いからだとか、そういったような話はあったかなかったか、そ

の辺はいかがでしょうか。町長のほう、お願いします。 

○町長（日髙 政勝君）   

 企業誘致活動で企業主さんの考え方というのは、やはり立地をする場所の問題で、やっぱり土

地の値段、当然だと思います。それと、やっぱり立地条件、やっぱり物を生産するときに輸送の

関係がどうなるのかという場所の問題、あるいは一番基本になるのは、やっぱり質の高い労働力

を確保できるかということになろうかと思っておりますが、そのほか、やはり先ほど申し上げま

したとおり、やっぱり町の熱意です。１回行っただけではなかなか、ただ話を聞くだけというこ

とになりますから、やっぱり繰り返し訪問をして熱意を伝えていく、そこが大事かと思っている

ところであります。 

○田野 光彦議員   

 了解しました。本町では、今まである企業がもう少し投資したいといった場合に、新規雇用を

行った場合には負担金を補助すると、あるいは立地協定を結ぶという形になっているわけですけ

ども、立地協定をしたときに、３人とか４人とかの企業があると思うんですけれども、その場合

に、若い人が雇用されているのか。それとももう６０歳以上ぐらいの人が雇用されているのか。

というのは、若い人が雇用されれば、さらに先ほどの少子化問題にも対応するのかなという考え

方からですけども、その辺はいかがでしょうか、担当課のほうで結構ですので。 

○ふるさと振興課長（米丸 鉄男君）   

 先ほど町長の答弁にもございましたが、町長が就任されましてから新規で５社、拡張で１４社、

立地協定で３１回というような形で協定を締結いたしております。 

 その中で、ただいまございますように新規の雇用者数ということでございますが、立地協定の

段階では、全体的な雇用者数ということで把握ができているところでございますが、実際は補助

金の支給になってきましたときには、さつま町に在住する新規の雇用者数ということで人数を把

握しまして、補助金の金額算出をいたすものですから、実際の会社として新しく立地協定を結ん

だあとに採用された人数と、うちのほうで新規の雇用者数ということで発する情報とは若干差が

あるところではございますが、年齢層につきましては、今のところ、企業さんといたしましても

若い方々のほうに募集がかかるということではございますが、その年齢層が何歳までというよう

なところまでは把握をしていないところでございます。 

○田野 光彦議員   

 新規の企業５社から立地協定、拡張までやったということで、具体的には全体で何人ぐらいの
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雇用があったんですか。 

○ふるさと振興課長（米丸 鉄男君）   

 ただいまございますように、３１回でさつま町の補助金として対象としております新規雇用者

は１２９名でございます。 

○田野 光彦議員   

 今後、先ほど町長も言われましたように、通信網も回線がよくなるということと、国のほうも

デジタル化だとか、あるいはリモートだとかそういったことが出ておりますけれども、さつま町

に今後誘致する場合の重要な、先ほど町長も言われましたけど、課題というのは二、三上げれば

どんなことがあるんでしょうか。町長、お願いします。 

○町長（日髙 政勝君）   

 最近の過去、近年は日本の労働者の質は非常に高いんでしょうけども、なかなか日本が経済の

高度成長が来て、もう所得が相当上がって人件費が高いということがあって、ほとんどが東南ア

ジア、当初は中国、最近は中国がまた世界の工場と言われてから物すごいやっぱり所得が上がっ

てきた。そしてまた、非常にコスト高ということで、ほかのタイとかミャンマーとかベトナム、

インドまで含めてですけど、そちらのほうにシフトしていくという流れになってきている。それ

で、なかなか国内の新規立地というのは、もう全国的になかなか厳しい状況がこれまでずっとあ

りました。 

 ただ、海外の場合、やはりいろんな国際情勢、国内情勢というのが、資本主義社会でないとこ

ろ、いろんなありますので、そういう不安もあって、いわゆる政治情勢の不安定なところからち

ょっと危惧をされて、またほかのところに行かれるという流れもあったようでございます。最近

においては、非常にそういう面もあって、国内のほうが見直されてきたということもあるようで

ありますけれども、まだなかなか人件費割合というのが、生産費のコストを下げて、こういう企

業というのは儲けていかんにゃいかんわけですから、そこを考えると、人件費の安いところに工

場は進出をしていくという流れは、あまり変わっていないというふうに考えている。 

 ただ、新しく立地ということは、極めて厳しいところがありますので、今、立地をしていただ

いている企業さんのほうに、何とか企業経営の努力をされて、工場の拡張をしていただく、増設

をしていただく。このことが一番手っ取り早い雇用確保につながっているということで、先ほど

ありましたとおり、新規は５件しかないんですが、かなりのところが拡張、１４社出てきたとい

うことでありますので、そこで新たな雇用が創出をされて、また生産費が上がって、税収も上が

るということにつながるわけでありますので、そちらのほうに、今は一生懸命、立地をしている

企業訪問が主体になっているところであります。 

○田野 光彦議員   

 コロナショック後のことを考えれば、企業誘致は、先ほど町長のほうは海外の人件費が安いか

らということでしたけれども、コロナのことを考えれば、国内回帰の企業も出てくるのではない

のかなというふうに考えるわけですが、さつま町もデジタル回線だとか、あるいは温泉がたくさ

んあって、水もあって、きれいな空気もある。それにまた国道も３本通っているということを考

えれば、もっとメリットみたいなものがないのかなというふうに考えますけれども、そういった

ことをもう少し強調して企業側に交渉するとか、そういう方法を考えていけばいいのかなという

ふうに考えます。 

 それから、もう一つは、企業立地協定を結んだ場合に、大体、約１億何千万円くらい支出され

ておりますよね。これは毎年それぐらいの支出になるのでしょうか。 

○町長（日髙 政勝君）   
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 企業誘致に当たっては、先ほどからいろんな企業側から見た立地をしやすい要件みたいなこと

を申し上げましたけれども、やはり条件整備というのは非常に大事だと思います。例えば輸送コ

ストをいかに下げるか。こういう地方に立地をする場合に、空港に近いとか、港に近いとか、そ

ういうところがありますから、そのための空港道路の整備というのは一生懸命やっております。

これが空港まで３０分とか、それ以内になれば、非常に立地条件としてはかなり高まっていくの

ではないかと思っておりますので。空輸をする。鹿児島空港から外国の、例えばアジアだったら

韓国のどこかにハブ空港として、そしてアジアの各国に輸出ができるということができますし、

とにかく空港道路としてのそういった整備というのは、非常にこれから大事になってくるだろう

と思っております。 

 企業さんが求めるのは、先ほどもいろいろ言いましたけれども、まちとして、若者が働く場所

として、生活の環境がいいところとか、いろいろあるかと思いますので、そういったまちづくり

というのは、そういう点からも各面から環境整備というのは大事かと思っているところでありま

す。 

 そういうことで、先ほどありましたとおり、これからもコロナの関係で、今、都会がああいう

密の状態になりますので、これから地方が見直される時代ということが言われております。地方

の移住定住が進むのではないかと言われております。そういうことで、デジタル社会になって、

テレワークとかオンラインで遠隔地におっても全く変わらなくなるということでありますから、

地方も今回、光ファイバーを整備して、あるいは、所によってはＷｉ－Ｆｉも整備をしながら、

そういう会社の皆さん方も地方でも働ける、そういう環境というのは大事かと思って、そこに視

野を入れて、学校の休校も出てくるし、そういったところの整備というのも必要ではないかとい

うことも、今、指示もいたしているところであります。 

 現実に、光ファイバーを作って、全町的にして、相当移住が進んだまちがございます。外国人

まで入ってきたり、若い人たちがサテライトハウスを造って、そこで本社とやり取りをして仕事

をするというところもありますが、そういうところまで行けば非常にすばらしいことだなと思っ

ております。確かに、世の中がこれから大きく変わっていくのではないかと思っているところで

あります。 

 あと、また関係については、課長から答弁をさせます。 

○ふるさと振興課長（米丸 鉄男君）   

 先ほどの毎年補助金は１億円程度かというようなことでございました。昨年の立地協定件数が

８社でございます。本年の立地協定が現在におきましては２社ということでございまして、また、

その企業様方におかれまして、投資額というのも各企業で違います。ということもございまして、

立地協定をしましてから工場建設に入りまして、操業を開始した後に補助金の申請をされるとい

うことになりますので、毎年、一定額で幾らぐらいの補助金というようなことがお示しできない

というところでございまして、協定がなければ、補助金のほうもなかなか補助ができないという

ような状況でございます。 

 以上です。 

○田野 光彦議員   

 次に、有害鳥獣対策のほうなんですけれども、先ほど、さつま町のほとんどが埋設処理だとい

う話がございました。３０市町村に対する聞き取り調査、これは複数回答なんですけれども、捕

獲鳥獣の処分状況は、捕獲現場での埋設処理が約８割、それから、ごみ焼却等の焼却処分が約

５割、１０割以上になりますけれども複数回答なのでそういうふうになります。それから食肉利

用が約１割となっているようです。これに対して、捕獲現場で処理する場合に、埋設する場合に
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捕獲した人が非常に高齢化しているものですから、その場で捨てるということになっちゃうと、

鳥や豚の病原菌感染のおそれも出てくるし、周囲も臭いという状況になるわけですけれども、こ

の辺は、さつま町のほとんどが埋設処理だと。大体、どのくらいの深さで埋設するように指導し

ているのか。これは、調べた資料によると、本来は深さが１.５メートルぐらいだと。そうする

と、普通の人が１.５メートル、スコップで掘るというのは、年を取っていると、ユンボでもな

ければなかなかできないと思うんです。だからそういったものが、土をかぶせるだけではなくて、

もう少しいい方法はないものかということで質問しているわけですが、いかがでしょうか。 

○農政課長（四位 良和君）   

 ただいま議員のほうから埋設処理の方法と、その指導等について御質問いただきました。 

 まず、埋設処理の関係につきましては、毎年、年度末に免許保持者を対象に説明会を実施して

おります。ただ、本年は２月の時点でコロナが発生しましたので実施はしておりませんが、そう

いった中で、適切な埋設の処理の仕方についても指導の説明会を実施しているところであります。 

 議員御指摘のように、この指導の深さは１.５メートルということがございましたが、これに

つきましては、鳥獣等の掘り起こしがないような形でということで指導をしているのが１点。そ

れからもう一点は、中には共同でユンボ等を持ち寄って、大型掘削をして、そこに共同で埋設を

していらっしゃる方等も猟友会の中にはいらっしゃいます。そういった形で、今、御指摘のあり

ましたように、いわゆる不法投棄にならないような指導というものをしているところであります。 

 なお、この処分代につきましては、国の緊急捕獲事業の中で埋設処理経費も見てあるというこ

とで、免許所有者の方については、この経費分は見てありますので、埋設をする場合は適切な処

理をお願いしますということで指導しているところであります。 

 以上です。 

○田野 光彦議員   

 今、免許を持っている方ですよね。免許を持っていない方が、例えばイノシシだとか、ほかの

シカとか、そういったものを捕獲した場合に、大体どういうふうに処理されているのかというこ

となんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○農政課長（四位 良和君）   

 これは法律で免許を持っていないと捕獲ができませんので、恐らく持っていない方が獣肉等を

持っている場合は、受渡しというか、そういう形で持っていて、有害鳥獣の処理については、免

許捕獲でないとできないというふうになっております。 

 以上です。 

○田野 光彦議員   

 免許を持っている方がやるのが、もちろん筋なんですけれども、実態としてはそうでない部分

もあるんじゃないんでしょうか。 

○農政課長（四位 良和君）   

 先ほど申し上げましたように、説明会を実施しておりますが、仮に免許を持っていない方が補

助として行かれたとしても、それは免許を持っている方が適切な処理ということで、説明会の中

でも話しておりますし、免許を持っていない方が埋設したとかいう情報は、今のところ入ってい

ないところであります。私どものほうは、この法律に基づいた適切な処理をお願いしているとこ

ろであります。 

○田野 光彦議員   

 農政課長がおっしゃるのはよく判ります。ただ、実態としては免許を持っていない方が埋設等

の処分をしている部分も、かなり私は見ていますので申し上げたんですけれども。その場合に、
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例えば尻尾を提示して、大体１万４,０００円から１万５,０００円ぐらいで町のほうに言えば、

それぐらい支給していると。その中には、埋設することも含めているという理解でよろしいんで

しょうか。 

○農政課長（四位 良和君）   

 今ありました、例えばイノシシの尻尾等をこちらのほうに御持参いただく、町のほうに出して

いただくというのは、緊急捕獲もしくは町の捕獲事業に対しての報奨金等の関係で提出されてい

るところであろうかと思います。ありましたように、１００のうちの１４％が、お互い肉として

交換して取り合いをしたり、自分の食する部分としてされていますが、残りの８４％については

埋設という形で私どものほうは理解しているところであります。 

 自宅内で小動物等を囲いで捕ってという部分は、法の範囲から外れる部分も若干ありますので、

そこはまたしっかり確認した上で指導してまいりたいと考えております。 

○田野 光彦議員   

 これまでは電気柵だとか、あるいは防護柵だけで遠ざける、共生するというような対策だろう

と思うんですけれども、これだけでは適当ではないと思うんです。捕獲して処分していかなけれ

ば、どんどん増えていくわけで、佐賀県の武雄市では、捕獲したイノシシを民間団体の食肉加工

センターで処理して、そしてイノシシの個体処理装置ＣＶＲＤというものを導入している。それ

は焼却して、乾燥処理することによって、減容化、少なくして、そして減量化して、無臭無害に

して、それをまた処理したものを肥料にしている。行く行くはペットの食事みたいなものも考え

ているというようなことを話されておりました。肥料で売るには申請が必要だということで、今、

申請中ということを聞いております。 

 それから天草市では、来年４月、５月ぐらいから導入の予定であると。それから千葉県の館山

市でもそういう予定を聞いておりますけれども、個体処理装置というのは非常にいいのではない

のかなと。約２,０００万円から３,０００万円ぐらいするそうですけれども、国と県あるいは武

雄市なんかは市が補助をいたしまして、大体９割補助する。１割、設置した人の負担になるとい

う話をフォーラムの中で説明されておりましたけれども、こういったことはいかがでしょうか。 

○農政課長（四位 良和君）   

 まず、町としての基本方針といいますか、考え方なんですけれども、鹿児島県が指導しており

ますのが、町長の答弁にもありましたように寄せつけない対策、みんなで追い払い対策をしたり、

学習会をして住み場所をなくすということが県のほうは１番目に取り組みなさいと言っておりま

す。２番目に侵入を防止する対策をしなさいと。電気柵を使ったり、ワイヤーメッシュを使った

りして、追い払い活動をしなさいと。３番目に個体数調整、いわゆる捕獲と。この順番で取組を

進めなさいということがあって、私どものほうとしては、県と連携しながら、きちんと取組をま

ずやっていきたいと考えているところであります。 

 その中で捕獲の部分でありますが、捕獲したものを議員御指摘のとおり、焼却という部分につ

きましては、本町のほうでも捕獲した鳥獣を細かく刻んで環境センターのほうに持ち込むことは、

一応、話上は可能となっているんですが、現実には細かく裁断してというところまで手間がかか

るので、実際は埋設という形でされているのが実態であります。加えて、今、議員御指摘の部分

については研究してまいりたいと思いますが、焼却のものを仮に購入した場合、事業主体がどこ

になるかということになろうかと思いますので、この辺については、誰がという部分で猟友会と

も十分協議をしながら、補助するのか、あるいはそういうものをやるのか、関係機関と連携・確

認を詰めてまいりたいと思います。 

 以上です。 
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○田野 光彦議員   

 防護柵、転作もいいと思うんですけれども、最近は、これは教育長のほうにも関連するんです

が、森林の伐採が非常に続いております。５０４号の道路の建設の関係もあって、行き場を失っ

たイノシシやシカ、猿が出てきている。私も実際に猿の親子連れ、七、八頭を２回ほど見ており

ますけれども、そういった場合に、子供たちの学校の行き帰りのときに影響を与えるんじゃない

のかと。安心安全の対策も必要であろうかと思いますが、そういったことは委員会のほうでは検

討はないんでしょうか。 

○議長（平八重光輝議員）   

 通告外ですので、通告内容でお願いします。 

○田野 光彦議員   

 担当課で結構です。 

○農政課長（四位 良和君）   

 議員御指摘のとおり、確かに私どものほうも、いわゆる群れでなくて、離れ猿等が新生地区辺

りに出ているという話も聞いております。ここについては、また教育委員会のほうとも連携しな

がら、通学の安全対策という部分については、十分連携を取ってまいりたいと思います。 

○田野 光彦議員   

 以上で終わります。 

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、田野光彦議員の質問を終わります。 

 ここでしばらく休憩します。再開は、おおむね午後１時５分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午前１１時４５分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後 １時０５分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（平八重光輝議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次は、１３番、川口憲男議員の発言を許します。 

〔川口 憲男議員登壇〕 

○川口 憲男議員   

 それでは、昼からの１番目に移りたいと思います。さきに通告いたしました２項について、教

育長のほうに質問いたします。 

 まず、学校備品管理についてですが、この備品管理については、以前にも質問いたしました。

そのときの答弁では、学校への転用や役場の各部署や公共施設での手順を踏み処理している。ま

た、町民等から寄贈していただいた資料については、引き続き展示や保管を行い、展示品の定期

的な点検、清掃や燻蒸処理など、適切な管理等に努めるとの答弁をいただきました。質問から

３年経過しようとしていますが、今までの取組は、また、管理の在り方は万全か、その状況を伺

います。 

 ２問目に、閉校した学校跡地に、備品や寄贈品等、町内各学校のこれまでの歴史やいろんな思

いを展示、整備する箇所でありますが、歴史館、資料館の創設を、教育委員会として提案あるい

は取り組む考えはないか、伺います。 

 大きな２問目に、児童虐待の対応について伺います。 
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 先般の一般質問で、いじめ等については関係団体と連携し、解決に向けて努力する答弁を受け

ました。最近では、鹿児島県でも児童虐待が増加していると聞いた。いじめの問題、児童虐待は、

幼児期、児童・生徒期まで子供の成長期に大事な問題ではないでしょうか。所管は違いますが、

関係各課がお互いの横の連携を図り、さつまっ子の成長に教育委員会が率先して働きかけ、取り

組むべきではないかと考えますが、いじめ等の状況、児童虐待への取組をどのように考えている

のかお伺いいたします。 

 １回目の質問といたします。 

〔川口 憲男議員降壇〕 

〔教育長 原園 修二君  登壇〕 

○教育長（原園 修二君）   

 川口憲男議員から、学校備品の管理についてほか１項目について御質問がありましたので、お

答えいたします。 

 まず１点目の現在までの取組や保管状況についてでありますが、前回御質問にあったときから

基本的なところは変わっていないところでありまして、再編に伴う学校備品の処分管理の在り方

につきましては、一定の方針といたしまして、まずは優先的に再編校において必要な物品等の選

別移動作業を実施し、次に再編校以外の小中学校への移管を行っております。そして、その後に

役場の各部署や公共施設での活用並びに地元公民館等への無償譲渡など、段階を踏まえながら処

分を行っておるところであります。なお、その処分過程において、一部の物品等につきましては、

教育委員会での保管や地元公民館で保管場所を確保して、管理、展示を行っているものもありま

す。また、旧白男川小学校のように、跡地活用がなされている施設については、管理者において

備品等の展示や有効活用が図られているケースもあります。ただ閉校した学校にはその価値は別

にしまして、地域を初め、関係者の方から寄贈を受けた絵画、備品等が若干残っている学校もあ

るようですが、保管については、ある程度１か所に整理をしたり展示等をしていた場所にそのま

ま設置、保存されている状況であります。 

 次に、２点目の閉校した学校跡地に町内各学校の歴史等を展示する資料館又は歴史館にするこ

とを教育委員会として提案あるいは取り組む考えはないかという御質問であります。閉校した学

校に保管をされている備品等の管理の考え方につきましては、議員御指摘のとおり、１つの場所

に集約して一元管理、展示を行うという方法もありますし、また一方では、学校跡地活用との関

係もありますが、それぞれの地域若しくは学校に残すことで、その場所で当時を懐かしむという

考え方もあるものと思われます。学校跡地を活用した資料館等の設置に係る教育委員会としての

提案ということでありますが、跡地の活用につきましては、まず地域の考え、意向を尊重すべき

ものと思われます。また、先ほども述べましたが、既に地域で必要な備品等の管理、展示等をさ

れているところもあり、さらに閉校となった学校自体に展示等ができるような物品が残っていな

いという現状も見られ、学校によって差異があるところであります。そのようなことから、町に

おきましては、小中学校跡地等利用検討委員会というものを設置されておりますので、まずはそ

ういう組織の中で、地域の意向を初め、議員からあります御意見や最新の情報収集等も行いなが

ら、総合的に検討判断していくべきものと考えております。 

 次に、２項目の児童虐待についての御質問であります。児童、生徒を取り巻く諸環境の対応に

ついて、横の連携が必要であることは議員御指摘のとおりであると認識しております。 

 まず、いじめの状況についてですが、各学校では、いじめアンケートを各学期複数回実施した

り、日頃から職員が様子を観察したりして、積極的にいじめの認知に努めているところでありま

す。その結果、本年度４月から１１月までのいじめの認知件数は、小学校は３３件、中学校は
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５２件の計８５件です。主な内容としては、冷やかしやからかいがほとんどで、そのほかには、

軽くぶつかられる、たたかれる、無視をされるなどが多い状況であります。いじめの認知につい

ては、被害者側に立って、初期の段階やごく短期間のうちに解消していた事例についても計上を

しております。現在８５件のうち、７２件は解消しておりますが、小学校１０件、中学校３件の

計１３件はまだ解消していないところであります。これは、すぐに解決できた事案についても解

消とせずに、少なくとも３か月間を目安にいじめに係る行為が確認できなくなった上で解消とし

ておりますことから、この１３件につきましては、現在も継続的な指導等が行われているところ

であります。今後もいじめ防止に当たっては、町教育委員会や各学校で策定したいじめ防止基本

方針をもとに、いじめの件数の多い少ないに捉われず、軽微なものであっても、積極的にいじめ

として認知し、１件でも多く解消するよう取り組む学校こそが家庭や地域から信頼される学校で

あるという認識に立って、いじめ防止に向けた取組を進めてまいります。 

 次に、児童虐待防止の取組についてであります。児童生徒に係る虐待認定件数は、全国的にも

また県内においても増加傾向にあることは、町教育委員会としても大変憂慮しているところであ

ります。本年４月から、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法の一部を改正する法律

が施行され、親の子供への体罰の禁止が明確にうたわれました。さらに、行政や関係機関との連

携をより一層強化することが求められています。町教育委員会では、今年３月に県教育委員会か

ら出された問題行動等に対する初期対応例や６月に文部科学省から出された学校教育委員会向け

の児童虐待対応の手引き改定版などをもとに、研修の強化、充実、スクールカウンセラーやス

クールソーシャルワーカーとの緊密な情報交換、子ども支援課や児童相談所、警察関係機関との

連携、保護者に対しての広報啓発活動の充実について、各学校に指導、助言いたしました。 

 また、児童相談所、地域振興局、警察署、町民児協、子ども支援課、町教育委員会などの関係

機関で構成しておりますさつま町要保護児童対策地域協議会の中において、町内における事案を

検証しながら、児童虐待防止に向けた通報、連携体制のさらなる強化を図っているところです。 

今後も町教育委員会といたしましては、各学校と連携して早期発見に努めるとともに、現在

も実施している子ども支援課との情報共有を随時行い、虐待が疑われるような場合には、連携し

て、迅速に対応に当たるよう努めてまいりたいというふうに考えております。 

〔教育長 原園 修二君  降壇〕 

○川口 憲男議員   

 まず１問目の備品管理についてですが、以前質問したときとそう大差、変わっていないような

管理状況にあるんじゃないかと思っております。教育長の答弁にありますように、まず、各区の

対応を、この備品の管理の状況を私もつい最近見て回ったんですけれども、例えばピアノにして

も、はっきり申し上げまして、柊野小学校の体育館にポツンとピアノだけが残っているというよ

うな状況で寂しい気がしたんですけれども、ピアノにしても、何ていいますか、調律をしたり、

いろんなことをしたりしていくと。今後、音楽会を聞きに行ったら、何か所かあるピアノを一堂

に集めてちょっと整理して、もう１台にすると、処分してどうこうするというような考え方だっ

たんだろうと思いますけども、いずれにしても旧学校で使っていたいろんな備品がそのままにな

っている。そしてまた、前回では整理をしたりして、管理に努めるという答弁をいただきました

けれども、果たしてそれがどこにあるのか、そしてどういう方法をしているのか。いろんな情報

収集をする中で、各公民館で管理しているところもあれば、それもないところがあるということ

も聞きました。いずれにしても、そういうふうに学校で扱ってきた備品あるいは鳥瞰図、それか

ら寄贈された絵とか、いろんなのがありますよね。それがもうどういうふうにされとるのか、先

ほど私があれの中で申し上げましたけど、清掃や燻蒸処理をして、適切な管理、保存に努めると
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いうことでありましたが、現在はこれはどこに保管されておるのか、まずその１点お伺いします。 

○教育長（原園 修二君）   

 備品の管理、展示等の状況についてでありますが、それぞれ中学校、旧鶴田中学校のものは鶴

田中央公民館のほうに持っていってあります。校旗とかトロフィー、写真、絵画、アルバム等、

それから、鶴田中央公民館ロビー、ギャラリー等にも展示をしているのもあります。薩摩中学校

にあったものにつきましては、薩摩農村環境改善センターのほうに校旗、年表、写真、校歌書画、

歴代校長の写真等、そういったものもあります。それから、ロビーにも展示をしております。山

崎中学校も同じような状況であります。それから、泊野小学校には、鳥瞰図や昔の農機具、それ

から楽器、そういったものが置かれているところです。平川小学校の昔の農機具、それから鳥瞰

図、机、椅子、楽器等が置かれてあります。柊野小学校におきましても、机、椅子、楽器等、ト

ロフィー等、盾等、そういったものが保管されておるところであります。紫尾小学校におきまし

ても、ピアノとか、楽器等、トロフィー等、盾等、そういったものがそれぞれのところに保存し

てあるということです。白男川小学校はきららの楽校になりましたが、そこの中でも展示をして、

きららの楽校の一角を活用して保管しているというような状況であります。現在、そういった廃

校になったところやそういったとこのものは、基本的には、できるだけ活用する方向でというふ

うに考えておりまして、そして、先ほど言いましたように、段階性をもちまして、まずは再編す

るところに持っていき、それから活用できるところどころでやって、どうしても今の現在の段階

では、どうしても活用するところはないというようなものに関しましては、それまではまず施設

が残っている学校の中等に保存しているという状況であります。 

○川口 憲男議員   

 今回、教育長、なぜこういう質問をするかということを申し上げるんですけれども、Ｇｏ Ｔ

ｏキャンペーンで、いろんな行き交いができない状況の中で、ある人が帰ってきて、直接じゃな

かったですけど、電話いただきました。それは、鶴田中が今現在平地になっております。昔の面

影は全然なくなっていて、そして、体育館とその後ろの鶴田体育館が、昔の鶴田体育館があるの

みでした。それを見とって、私より年配の方でしたが、よそから帰ってこられて、自分たちのふ

るさとが完全になくなったというようなイメージを受けられて、前の中学校の校歌とか、いろん

な写真があったけども、あれはどうなっているのかということを言われました。教育長の答弁に

ありましたように、鶴田中のは、一部鶴田中央公民館のほうに教育委員会のほうが展示して、私

もそれは見ました。しかし、ほかのところ見まして、今の先ほどの答弁にもありますように、各

小学校、平川にしろ、それから紫尾小にしろ、柊野小にしろ、現状にそのままの状態が閉校した

当時のまま、そのまま続いているということが現状です。つい最近も、泊野小の閉校行事があり

まして、そのときにドローンで写真を撮ったり、いろんな写真を撮った人がＣＤ化されておって、

私も見せていただきました。あれを見ると、やっぱりよそから帰ってきた先輩の方々がふるさと

を見て、思いが新たになるのは、こういうことなんだろうなとつくづく感じたところでした。そ

れは、泊野小学校でしたので、借りて持っていくわけにはいきませんでしたけど、やっぱり、午

前中から質問がありますように、少子高齢化あるいは子供たちが少なくなったという状況の中で、

教育委員会として、やっぱり、以前あった１４小中学校だったですか、まだ少し残っていますけ

ど、そういう思いのある学校の備品とか、あるいはいろんな鳥瞰図とか、先輩から寄贈いただい

たところを、１つの学校に展示する、中の改造をするとかなんか必要ないと思います。各教室の

ところに紫尾小学校の分、平川小学校の分、そういうふうにコーナーを設けて展示することによ

って、例えば帰ってきた方々にそういう昔の学校の思い出はこういうところに展示してございま

すということをしていけば、閉校した跡地活用にもなるんじゃないかと私は考えます。だから、
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２問目で質問をいたしました閉校した後の学校の活用策を、教育長は、まず地域の話合いとか、

いろんなのが優先ということをおっしゃいました。これまでに、閉校して地域の活用でいろんな

ことを望んでいますというか話合いがなされましたけれども、半分はそれが利活用されていない

状況にあるわけです。だから、教育委員会として、この地にはこういう展示とか、資料館とか、

仮称ですけども、そういうのをつくって、先輩の方々あるいはよそから来た方々に知らせるべき

施設を造るというのも１つの提案じゃないかと思います。それによって、さつま町のほうにはこ

ういう学校跡地の分もこういうふうにして残しているよということを知らせるためにも、教育委

員会が音頭を取ってでも、その地域の方々に訴えるべきなところがあると思うんですけれども、

そういう考え方は、教育長、これから先今すぐということでもないと思うんですけど、早急にそ

ういう考えをして示される考えはないのか、お聞きします。 

○教育長（原園 修二君）   

 議員のおっしゃることは非常によく理解をします。そういった帰ってきたときに、思い出すよ

うな、よすがとなるようなものがないということは非常にふるさとに対する思いと、寂しい思い

をされるだろうということは十分理解します。ただ、学校の備品とかそういったものに関しまし

ては、子供たちの教育に活用できるものはできるだけ活用しようということで、現在必要なとこ

ろにあればそれを使ってもらったり、そういったふうな活用をずっと図っているところです。そ

して、どうしてもそういった必要性がないというか、そういったところで余ってくる、行き場も

ないようなものが出てくると思うんです。そういったもの等については、一元的に管理をすると

いうようなことも考えていかないといけないと思っていますが、例えば現在の段階で鳥瞰図の話

が出ましたけれども、各学校にあちこちにありますが、例えばそれらを一元管理してどこかに展

示する、そういった方法もありますし、あるいはそういったものを常設展示はしないまでも、例

えば歴史資料センターとか、ああいったところの所蔵品として保存する、管理する、そういった

方法等もあると思います。昨年度ですけど、そこで鳥瞰図企画展がありましたけど、ああいうと

きのように、ある一定期間だけをそこが展示場にするんです。ちょっと地元から帰ってこられた

方が常に見れるという状況じゃないかもしれませんが、何らかそういったような工夫が必要かな

というふうに思います。ただ、現在の段階では、例えば鳥瞰図にしますと、各小学校区にありま

すが、あるいは私もよく見るんですけれども、あの鳥瞰図を見てみますと、現在のものとすると

道路が少し変わっていたり、建物の位置が変わっていたりとか、橋の位置が変わっていたりとか、

そういったのが幾つかあります。ああいうのは、かなりそこでその地域の地形とかそういったの

に詳しい人がその土地で見たときにも初めて価値があるようなところもありまして、それから、

そういった地域で残すというのが非常にいい方法かなと思っています。それから、地域の皆さん

が集まられる公民館とか、そういったようなところにそういったものが展示できるようなふうに

なればいいのかなというふうに考えております。一元化するというのも１つの方法ではあります

が、その緊急にそういったのがなかなか整わないもの、ただ、保管の方法、保存の方法を、何ら

かもう少し工夫ができないかなということは考えているところであります。 

○川口 憲男議員   

 以前質問したときは、３年前です。これからしたときにまた３年かかれば、その間にはいろん

なアイデアが教育委員会としても浮かんでくるんじゃないかと思っております。前回したときに、

薩摩にあるふるさと薩摩の館が、そのときでも、近い将来にはもう閉館するというような話もお

っしゃいました、確かに。それで、この前のときにも、平日でしたけど、行って見るとしても、

なかなか中に入っていると、以前見たんですけれども、それがもう見られない状況でありました。

やっぱりああいうところは、大いに活用して、大きな手を加える心配はないと思います。例えば
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先ほど申されたように、これまで使ってあった、この地で使っとった農業のいろんな備品あるい

は鶴田中央公民館にも保管してある昔の電話とか、それから、いろりの回りの備品とか、これは、

今はコロナで修学旅行にも、いろんなところにも行けないけれども、子供たちにとっては、昔の

生活状態を知る非常に貴重な道具だと思います。それが今後は必要がないからぽいってしまうと

いうのは、全然意味をなさないところが出てくると思います。そこあたりを十分指導というか、

指導というのはおかしいですね、子供たちに見せてやる、あるいはそれによって教育をする、そ

れも私は教育の文化的な知識を得る教育の一環だと思います。そういう活用策は、今後何かあれ

ば考えていくということでしたので、ぜひ、それをできないものか、お願いしたいと思っており

ます。 

いろんな今テレビ等見とっても、いろんな例えば駅とか、あるいはホールとか、そういうと

ころにピアノを置いて、自由に弾きなさいとかというのはありますよね。なかなか鹿児島にもそ

ういうところがないですけれども、これはちょっとできない面も多いと思うんですけど、役場の

下のホールにそういう昔使っていた楽器が置いて展示、これ何年前だよということもできるんじ

ゃないかと私は考えます。ぜひ、そういうことをしてほしい。 

 それと、これはもう以前の教育長のときに、廃校になる学校の校歌のＣＤ化もしてほしいとい

うことがあるんですよ。だけど今回、流水小と鶴田小になり、そして、今後は中津川小、永野小、

そして求名小もなくなっていくとか、新しい校歌になっていくとなれば、旧来のその校歌もなく

なっていく。今、この前も教育長もいらっしゃいましたけども、宮之城中学校の吹奏楽が当初

１０名ぐらいだったのが今三十何名おって、非常にいい演奏してくれました。ああいう宮中の吹

奏楽を使うとか、町の宮之城吹奏楽ですか、ああいうところを利用して、この以前の学校の校歌

をＣＤ化されて、例えば県外にいらっしゃる方とか、いろんな方々にこういうのができましたけ

どというようなことで、売る工夫ですけど、それもあるし、こういう広めをして、やっぱりさつ

ま町の現在の姿を外に知らされるということも大事だと思います。それも教育の仕事だと思うん

ですけど、教育長、そこら辺のところはどういうふうに、教育長自体は考えられますか。 

○教育長（原園 修二君）   

 閉校になった今の既存の学校もそうですけども、校歌をずっと残していこうということなんで

すが、ＣＤ化というのも１つの方法かなというふうに思いましたが、現在、一頃からすると、Ｃ

Ｄ化するのは割と容易になっておりますが、逆に今度はＣＤを聞く機械というか、ラジカセとい

うか、あれがなかなかなくて、なかなか持っていてもなかなか聞けないというような状況等も若

干あるようなふうに思っています。 

 それと、今、各学校のなくなったものもそうですけど、校歌を聞こうとすると、各学校には全

部ホームページで学校作っております。その中には学校の学校紹介というのがあって、その中に

校歌の紹介や、学校の地域の紹介などがあって、そこに、全部は確認しておりませんが、大概の

ところは校歌を入れていると思いますので、そういったところ、サイトをもうちょっと、例えば

教育委員会のやつでもいいですけど、ホームページの中にそういったところ入れるものを持って

いって、そこに入れればどこの校歌も聞けるとか、そういったふうにしたほうが、今スマホで聞

く場合が多いですので、そういったふうにして、すぐにでも聞けるような状況みたいなものも、

そういったものの整備も必要かなと思っております。ＣＤにまとめるというのも１つの方法であ

るというふうに思いますが、また現在の状況で見るとまたそういったネットを使って、有効に活

用していくというのも１つの方法かなと思っております。 

 今回、教育委員会では、特に校歌とかそういったものは、楽譜という形で残ればいいんですが、

人々の心に残るものとすると、やっぱり音源で入っているのが一番いいと思いますので、何らか
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のそういった方法が取れないか研究してまいりたいというふうに思います。 

○川口 憲男議員   

 ぜひ、教育長、研究の段階ということでしたけども、学校のホームページ等にそうして残って

いるということですので、閉校したところもそういうのが残っておれば、ぜひ一本化して、それ

を外に広めるといいますか、我々町に残っているものが、うちの学校の校歌がこうして残ってい

るとか、全部残しているよとか、外にもアピールができるんじゃないかと思います。そういうこ

とはまだ私は町の活性化にもなっていくんじゃないかと考えます。 

昨日、たまたま同僚議員がおりますけれども、災害の関係で研修会がありました。そのとき、

防災のときに、女の人が講話をされたんですけども、最後に何をされたかというと、私は歌で皆

さんに訴えますということをおっしゃったんですよ。それ、私は感動っちゅうか共鳴を受けたん

ですけど、やっぱり自分たちのふるさとをどうやってあとに残していくかということは、私はそ

ういうＣＤがあったりしたら、それはよそに持っていかれても、それが生きてくるんじゃないか

と考えます。特に教育長も同じ年齢ですから、この年になれば、昔のものが非常によく思える年

頃になってきましたので、先ほど鶴田中学校のあるいは全部なくなって平地になった、寂しい思

いをされた方にそういうのが伝えられたら、また１つさつま町の宣伝というか、またこういうふ

うにして、昔のさつま町のところはこういうのは残っていますよということをアピールができる

と思いますけど、ぜひこの閉校になった跡地活用と、備品等のこういうところは研究して、早い

時期にそれができるようなことをしていただけるように、この点は、要請をいたします。 

 次の２問目ですけども、児童虐待のこの件につきましては、種々説明をいただきました。教育

委員会あるいは関係団体でいろんな活動というか、連携を取って動いていらっしゃるということ

を聞きました。しかし、このいじめと虐待について、教育委員会のほうでも、例えばＰＴＡの家

庭教育学級あるいはそのＰＴＡの中で、親の方へも指導というか、一緒に勉強会ができるんじゃ

ないかと思っています。この虐待の状況は、こういう言葉はちょっとおかしいですけども、今の

若いお父さん、お母さんたちの養育機能が低下したことや、家庭の崩壊につながる１つの大きな

原因だと思っております。なぜ、先ほども子ども支援課ですか、課は違いますけど、連携を取っ

てできませんかということを申し上げましたけど、私は家庭教育学級は以前も質問しましたけれ

ども、やっぱり今の若いお父さん、お母さん方には、ＰＴＡ関係の方々には、この家庭教育学級

というＰＴＡ活動をちょっと指導していく必要性が出てきているんじゃないかと思います。先ほ

ど町内だったですか、情報共有の中で、この地域協議会を開催しているということでしたけれど

も、ここあたりのところで虐待のところまでどういうような踏み込んだ話合いといいますか、会

合がされているものかをちょっとお知らせ願いたいと思います。 

○学校教育課長（界  敏則君）   

 先ほど答弁の中でございましたさつま町要保護児童対策地域協議会につきましては、こちらの

ほうについては、年１回子ども支援課等を中心にして実施がされておるところでございます。そ

の中におきましては、県内における子供の虐待の実情についてでありますとか、また、要保護児

童の対策等についてでありますとか、また、町内の要保護児童、要支援児童等についての情報交

換を行って、今後、どういった形で連携を図っていけばよいか等について、協議がなされている

ところでございます。 

○川口 憲男議員   

 この要保護対策、この後、同僚議員がまた違った形で質問をすると思いますけれども、そこに

は私のほうからあれしませんけれども、今この虐待に関しても、町内でも子ども支援課の保健師

の方々がそういうのを見られたら、その地域を回っているという情報も得ております。それをや
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っぱり今度はその子供たちが仮に５歳なり６歳で来年学校に上がってきたとなれば、当然教育委

員会としてもそれに対応しなきゃならないところに来ていると思います。だから、そういうとこ

ろで教育委員会としてもやっぱり要保対策協議会があるということですので、このところで連携

が取れていると私は信じたいと思うんですけれども、このやっぱり教育行政の立場から、そこあ

たりのところをもっと強く連携を高めていかれるようなことをなされるべきと思うんですが、教

育長、再度お知らせ願いたいと思います。 

○教育長（原園 修二君）   

 ただいまありました未就学児の虐待の例など、子供たち、小学生、中学生の虐待の実態という

ものについては、学校は例えばあざがあるとか、何か発見したら通告をするような義務があるん

ですけど、現在のところ学校で発見して気づいて何かこうじゃないかというようなことで連絡を

したというのは、今のところ聞いておりませんし、まだないと思います。ほとんどの場合が警察

に相談があったりとか、そういったところでされていると思いますが、議員おっしゃったとおり、

こういった学校間の連携といいますか、たまたま私ここに本日の南日本新聞持ってきているんで

すが、出水市教育委員会で児童虐待の未然防止の取組方の合同研修を行ったという記事が今日出

ておりました。出水市の場合は、先般のちょっと新聞報道等もなされて、連絡がうまくいかなか

ったということで、問題になったことがあって、かなり意識を高めておられるんではないかなと

思うんですが、同じようにこういった社会教育団体、こういったものと委員会といろいろ教育サ

イドの中でも研修会というものがやはり実施していくべきだろうと思いますので、こういった新

たにそういった会を設置するということではなくて、現在既存の会の中で、こういったことを取

り上げて、話題にして検証していくという方法は十分可能だと思いますので、そういったところ

についても、子ども支援課等の指導を受けたりしながら、研修等実施できればというふうに思い

ます。来年度、そういったところも考えていきたいというふうに思っております。 

○川口 憲男議員   

 先ほどから申し上げているように、どうしても行政的に政府的にもですけども、これは厚労省、

これは文科省というような流れが、どうしてもそれが下に伝わってきて、町としても、こっちは

教育委員会だから、文科省だから、こっちは厚労省だからというあれがあると思うんですけども、

先ほどの答弁の中にいただきました要保対策協議会ですか、これを広めていくということを聞き

ました。私もこういうチラシをいただきまして、このいち早く知らせて、「こどもの未来」とい

うようなチラシをいただきました。これは厚労省が出しているんですけれども、身体的虐待とか、

性的虐待とか、ネグレクトとか、心理的虐待、これが児童虐待という、ほかにもあるんでしょう

けども、こういうことで、いろいろなことから子供たちを守らなきゃいけないということがある

んですけれども、やっぱり、その家庭の中の先ほど申し上げました親の指導の中で、こういうの

もあるんですけど、養育機能の低下というところでもあるんですけども、このいじめ、虐待につ

いては、教育長、私は町を挙げて、行政もだけど我々議会のほうもちょっと目を光らせてという

ことじゃないけど、注意をして見守っていく、あるいはそれに手を添えていく、そういう風潮と

いうか形をつくっていかなきゃならない大事なところだと思います。それをまず一番先にしてい

ただきたいのが、教育委員会あるいは子ども支援課、そこあたり、この要保の協議会をつくって

一体化していくと、こういうのが町でできましたということをいち早く私たちにも議会のほうに

もお知らせいただきまして、やっぱりその内容として、一緒になって地域を見守るということが

私は一番大事じゃないかと思っております。また、それに対しては、今後も自分自身としても地

域の中を見守り、気をつけていきたいと思っております。それが、町長が大きく示されておりま

した産み、育て、過ごしやすいさつま町を形成する大きな使命じゃないかと思っております。そ
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の点を教育長のほうは、どうお考えですか。 

○教育長（原園 修二君）   

 ただいまの議員御指摘のとおりでありまして、どうしても縦割りの部分というものを乗り越え

ていかないといけない部分がかなりあると思います。本町の教育委員会と子ども支援課ですけど、

昨年度子ども支援課のほうから積極的に連携を図るべきだということでアプローチをしていただ

きまして、随時情報をいただいたものについてはこちらのほうにも、子供は学校にいたりします

ので、そういった場合の情報などはいただいて、緊密に連携を取っているところであります。そ

ういった垣根を乗り越えていかないとといいますか、そういったところは、そうしないと進んで

いかないということは実感として持っておりますので、おっしゃったようにそういったところを

連携を十分、連携と言葉でよく言いますけど、具体的になかなか進まないというのがこの連携で

ありまして、具体的な行動から起こしていくと、連携を図っていくということが一番確実なとい

いますか、そういうようなところではないかなというふうに思っております。そういったふうに

努めてまいりたいというふうに思います。 

○川口 憲男議員   

 ちょっとこれは最後になりますけれども、先ほど、同僚議員のやっぱり一般質問の中で、町長

はこういうこともおっしゃいました。高速通信が確立されると、来年の３月頃には、空き教室の

活用もできていくんだということもおっしゃいました。先ほど申し上げましたように、町内に残

ったいろんないい備品等も、おっしゃったこういうところの活用ができてくれば、そんな点にも

つながっていくんじゃないかと思っております。 

 何せ、いずれにしても、子育てというのは、昔と違って親１本、例えば家族連れというのがあ

りましたけども、今は地域全体で見守り、育てるということがもう大きな柱になっております。

だから、どこで、私もさつま町内というか、自分の家の周りを回っておりますけども、放置され

たということじゃなくて、虐待を受けているとか、あるいはあそこの子供が泣いているよという

ことはあまり感じてはおりませんけれども、やっぱりそういうところも我々自身も一緒になって

見守っていかなきゃならない、それが子育て支援であったり、地域の人口増にもつながっていく

ところにもなっていくんじゃないかと思っております。 

 ぜひ、先ほど答弁いただきました虐待に関しては、町内では保健師も大なり小なり回っている

ということも聞きました。ぜひ、この要保対策地域協議会、こういうのができとるということで

すので、これの核を広げていって、さつま町は地域の子供は地域で守るという風潮が大きくでき

ているよということを、我々議会のほうにもお知らせ願いたいと思います。 

 ちょっと早いですけど一般質問を終わります。 

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、川口憲男議員の質問を終わります。 

 次は、４番、柏木幸平議員の発言を許します。 

〔柏木 幸平議員登壇〕 

○柏木 幸平議員   

 通告に従いまして、質問をいたします。 

 最初に、子育て支援について質問をいたします。 

 去る１１月２０日、さつま地区保育連合会と議会との意見交換会をいたしました。その中で、

保育現場が抱える要望や保護者からの要望など様々な質問がありました。本日は、その中の３点

についてお伺いをいたします。 

 まず、保育士不足と処遇改善についてですが、園長さん方から保育士の募集をかけるが、なか
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なか応募がないとの意見を多くいただきました。また、最近は、保護司の人材不足から来る過酷

な労働環境も年々増加している上、新たなコロナウイルス感染予防の関係で、今まで以上に気を

使い、保育に従事しなければならないとのことであります。国も、保育士の労働環境の改善に向

け、処遇改善手当やキャリアパス手当などを設けているのですが、申請手続の煩雑さや研修付き

などの縛りがあり、保育現場とされては、使い勝手の悪い制度になっているようであります。町

とされては、このような保育現場の現状をどのように捉えておられるのかお伺いいたします。 

 次に、保育園、保育所、認定こども園等と小学校の連携についてですが、園長さん方からは、

小学校の情報がなかなか伝わってこないとのことであります。年間を通じて園などとはどのよう

な連携をされているのかお伺いいたします。 

 次は、親子が集える施設や公園など園児が遊べる場所の確保についてですが、子育て支援セン

ターでは、乳幼児とその母親を対象として事業を実施されておられるようですが、これまでは、

ひまわり館、虎居地区公民館、保健センターなど、施設の空いたところを利用して活動をされて

いるようであります。先に施設を予約していても利用優先順でキャンセルになったりして、運営

側も利用者も場所や利用時間が一定していないので困っておられるようです。同じ場所で時間に

制限されず、いつでも時間に集まれる施設が欲しいとの要望であります。 

 また、乳幼児を持つお母さん方から、親子で遊べる安全な場所が少ないので、もう少し増やす

か、今ある公園をゼロから１歳児でも使える環境に備えて欲しいとのことと、山崎地区に子供が

遊べる公園がないので、確保してほしいとの要望もありました。このように、親子が集える施設

と乳児や幼児が安全に遊べる遊具のある公園について、町の現状はどうなっているのかお伺いい

たします。 

 次は、２項目めの会議のペーパーレス化についてです。 

 国の骨太方針の重点項目は、行政のデジタル化ですが、新型コロナウイルスの対応で国、自治

体、一般社会におけるデジタル化の遅れや人材不足、不十分なシステム連携に伴う非効率さ、煩

雑な手続や給付の遅れなど、課題が明らかになったところであります。ペーパーレス化について

は、今年３月に策定された令和２年度から令和６年度までの第４次さつま町行政改革推進計画で、

総務課情報政策係の所管でありますが、取組事項にペーパーレス化の推進を掲げ、庁舎内の会議

資料を電子化することで、紙資源の節約と印刷コスト削減、また、ペーパーレス化による業務の

効率化を図るとしてあります。取組内容については、対象業務の洗い出し、庁舎内無線ＬＡＮの

整備、タブレット端末等の整備を掲げてありますので、さつま町もいよいよ取組が始まるのかと

期待を持っているところであります。議会からは、昨年５月２１日に熊本県あさぎり町において、

タブレット端末の導入について調査を実施し、６月２６日の定例会最終日において、行財政改革

対策調査特別委員会の所管事務調査報告で執行部に所見を申し上げ、報告をしたところですが、

その後のタブレットの導入については、どのように検討されているのか、お伺いいたします。 

 これで１回目の質問といたします。 

〔柏木 幸平議員降壇〕 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君）   

 柏木幸平議員から、子育て支援について、ほか１項目について御質問がありましたので、それ

ぞれお答えをいたします。 

 １点目の保育士不足と処遇改善についてでございます。まず、保育士不足につきましては、毎

回さつま地区保育連合会の会合でも課題となっております。厚生労働省の資料によりますと、

２０２０年４月の保育士の有効求人倍率は２.４５倍ということで、人材確保に向けた競争が非
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常に高まっている現状がございます。潜在保育士が多数存在をするということもありまして、全

国的にも課題とされておりますので、保育士の発掘あるいは町外から呼び込むという取組につき

ましても、保育士の人材バンク、いわゆる地方版のハローワークを子ども支援課内に令和元年度

に設置をいたしたところでございますが、なかなか登録がない状況が続いております。これから

も保育連合会と連携を図りまして、ＳＮＳ等の活用もいたしまして、潜在保育士の登録につなげ

てまいりたいと考えております。 

 国によりますと保育士の労働環境の改善に向けました取組としまして、先ほどございましたと

おり、これまで処遇改善の手当に加えまして、平成２９年度からキャリアアップパス手当が創設

をされたところでございます。園長と主任保育士の役職のほかに、新たに副主任の保育士、専門

リーダー、職務分野別のリーダーの３つの役職を設けまして、勤務年数がそれほど長くない若手

や中堅層についても、キャリアアップをしやすい仕組みもつくられたところでございます。これ

らに対しましては、最大で月額４万円の給料アップが可能となっております。しかし、先ほども

ございましたとおり、保育の現場からいたしますと非常に使いにくい、手当をもらう代わりに、

過酷な研修参加の義務があるとか、細かい書類の提出が必要だというようなことで、年々業務の

煩雑さというのが増えてきているというお話も聞いているところでございます。国の制度でござ

いますが、御意見については、今後また機会がありましたら、関係機関にもこのような事情等を

訴えまして、改善ができれば、簡素化できる形になればありがたいと思うところであります。 

保育士不足を解消するためには、それぞれ保育所等が働き方改革を進めまして、労働環境を

改善し、特色あるこの保育で魅力のある保育園経営というのが必要であるかと思っております。

そのためになれば、保育士からの選択というものも増えていくのではないかと思うところでござ

います。 

 次に私のほうから３番目になるところでありますが、親子が集まれる施設や公園など、乳幼児

が遊ぶ場所の確保についてでございます。これまで親子が集える公園としましての役割というの

は、児童遊園地というのが主体的な役割を果たしてきたと思っておりますけども、やはり、時代

の変遷と申しましょうか、児童遊園地の関係についても、設置をされて、早いものからするとも

う５２年経過をいたしております。老朽化というのは当然出ておりますので、危険性があるとい

うことは本当に遊ぶ場としては危ぶまれるところがありますので、そういう危険な遊具等につい

ては撤去をいたしているところでございます。また、少子化とか、子供の遊びのスタイルという

のが最近では大きく変化をしてきております。公園の場での遊ぶという機会というのがなかなか

見受けられないというのが実態ではないかと思っておりますが、ただ、こういう機会を全くない

ということになりますと子育てにも影響が来ますので、やはり近年においては、こういう乳幼児

の皆さん方も遊べるような遊具の設置というのが必要じゃないかと思っております。そういう面

では、現在では轟の児童遊園地にこういった乳幼児が遊べる道具を設置いたしておるところであ

ります。 

 今後の親子が集まって乳幼児が遊ぶ場所としましては、遊具が充実をしており、また芝生の広

場があるという面では、北薩広域公園の活用とかあると思いますし、また、室内でのいろんな触

れ合いという場になりますと、ほかの自治体にはない子ども図書館ということもございますので、

そういった利用についてもお考えになっていただければありがたいと思っているところでありま

す。 

 先ほども午前中の議員の皆さんからもありましたとおり、親子が安心して集える専門の館とし

まして、例えば子ども館、そういうことも考えられるところでございますので、本町にも必要な

施設ではないかなと考えて、これまでも検討はしてきております。ただ、現在公共施設の全体的
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な総合管理計画、個別的な計画ということも策定中でございますので、こういったことを踏まえ

まして、今後の方向性というのは、総合的な観点から、検討をしなければならないと思っている

ところであります。 

 次に、２項目めの会議等のペーパーレス化の取組、タブレットの導入等についてでございます。

デジタル社会の構築につきましては、今回のコロナウイルス感染症の流行によりまして、新しい

生活スタイルの提言から改めて注目をされてきております。このたび発足しました菅内閣の政策

の柱の一つにデジタル社会の推進というのが盛り込まれたところであります。近年のデジタル化

に向けました社会の取組というのは、ＡＩ、ＩＣＴなどの人工知能の開発とあらゆる職場への導

入への研究、大容量の情報を地球規模で即座に展開、共有できる環境の提供など、どちらかとい

いますと、都市部を中心に集中、固定的な職場環境から場所を選ばない形で新たな勤務環境への

変化、構築など、働き方というのが大きく見直されるきっかけとなってきているところでありま

す。特にＡＩ、ＩＣＴ化の推進につきましては、今後、将来的には、公務サービスの大きな変革

が求められることになると考えております。その導入に向けた研究に取り組むために、職員向け

の指示と合わせまして、昨年は県内の先進町村で設立されました鹿児島県町村ＩＣＴ・ＩｏＴ利

活用推進協議会、これにおいて早く加入をいたしまして、職員と一緒になりまして、研修や視察

等を実施いたしておるところであります。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

〔教育長 原園 修二君登壇〕 

○教育長（原園 修二君）   

 それでは、１番目の子育て支援についての２項目め、小学校と園の連携についての御質問にお

答えいたします。小学校と幼稚園保育所等の連携につきましては、幼稚園教育要領、保育所保育

指針において、小学校教育との円滑な接続を図るために、研修会、保育参観、授業参観などを通

して、連携を図るようにすること。また、小学校の学習指導要領は、入学当初に子供が新しい学

校生活に円滑に移行していくために、子供のリズムに合わせた時間割の作成や学習活動の内容、

時間配分等に考慮したスタートカリキュラムを編成し、指導の工夫等を行うことが示されており

ます。これらの要領等にのっとって、町内全ての小学校において、スタートカリキュラムを作成

しておりまして、入学した児童がスムーズに学校生活に適応していけるよう、指導や支援を行っ

ているところであります。また、入学前には、１日体験入学を実施し、授業参観や学校生活につ

いて説明等を行い、安心して入学できるような手立てを取っております。教職員の連携について

ですが、入学前の連絡会等で学級編成の検討や幼児に係る情報共有を図り、個に応じた丁寧な対

応に努めております。このような取組から、現在のところ小学校１年生の不登校や重大な不適応

などの報告は受けていないところであります。 

 また、児童については、幼児との交流学習を年１回から３回程度、生活科や総合的な学習の時

間に位置付けて実施をしておりますが、小学校の職員や幼稚園の保育所等の先生方にとっても、

子供たちの様子を知ったり、情報交換を行ったりする機会となっております。町教育委員会にお

きましては、子ども支援課との連携におきまして、年３回、子供の発達支援連絡会を開催し、幼

稚園、保育所、認定子ども園、療育センター、小学校等が研修や情報交換等を行っております。 

 また、就学時健康診断、就学教育相談会を実施し、幼児の健康状態や発達の状況等の把握を行

い、一人一人の特性に応じた教育環境や方法を整備するために、幼稚園、保育所と小学校、子ど

も支援課等との連携を図るとともに、保護者には必要に応じて個別に学校を見学することも推奨

しております。入学前の子供たちはもちろんですが、保護者にとっても学校生活への不安は大変

大きいものがあります。また、幼稚園や保育所等の先生方にとっては、子供たちが順調に学校生
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活を過ごしているか御心配のことと思います。 

 町教育委員会といたしましては、今後も各小学校に対しまして、子供たちや保護者が安心して

入学し、スムーズに小学校生活を過ごせるよう、より一層幼稚園、保育所等と緊密に連携を図る

よう指導してまいります。 

〔教育長 原園 修二君降壇〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 ここで、しばらく休憩いたします。再開はおおむね午後２時２０分とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

休憩 午後２時０８分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

再開 午後２時１９分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（平八重光輝議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○柏木 幸平議員   

 それでは、まず保育士不足と処遇改善についてですが、さつま地区保育連合会も全国組織で国

への要望活動をされております。先ほど日髙町長のほうから、機会を捉えて関係機関にもつなぐ

ということであります。それで、町長だけのあれじゃなくして、県の町村会なども通じて、支援

の縛りを緩め、事務手続等の簡素化ができるよう、国の制度改正の要望をしていただきたいとい

うことを要請しておきます。また、保育給付費の増額などについても、残りの在任期間中、国へ

の要望活動を行っていただければありがたいと思っております。 

 ところで、保育士不足についてですが、子ども支援課によると、現在、町内には教育保育施設

が事業所内施設を含め１４施設あるようですが、１４施設には、入所者、園児のことですが、

６９７人で、職員数は常勤が１５３人、非常勤が１２８人で、合計２８１人が保育業務に就いて

おられるようです。しかしながら、依然として保育士養成校の新卒者を初め、潜在保育士も採用

できない状況のようです。町の子育て人材バンクの活用も先ほど答弁がありましたように残念な

がら現在は登録者がないとのことであります。国は、保育士試験を年２回に増やしたり、地域限

定保育士試験や保育士マッチング強化プロジェクトの創設をしたりして、支援を行っているよう

です。また、鹿児島県は保育士就学資金貸付事業を行い、養成施設を卒業後１年以内に保育士の

登録を行った上で、鹿児島県内の保育施設等において保育業務に５年間従事した場合は、資金の

返還免除になるそうで、貸付額は就学資金として月額５万円以内、入学準備金としては入学時に

２０万円以内、あと就職支度金として卒業時に２０万円以内だそうです。さつま町は保育士限定

の支援はないと思いますが、ふるさと振興課のほうで、新卒者就労支援奨励金制度に新卒者の就

労促進として、町内の企業に、これは保育園等も含まれるそうですが、２年以上勤務する者に

２０万円、また、若者定住促進家賃補助金制度で、転入者に最大３６か月、限度額月１万円、交

付されるものがあります。このような鹿児島県とさつま町の支援をまとめて、さつま町の保育士

求人のパンフレットを作ったらと思うわけですが、これを町で作成していただきまして、まずは

町内の中高生に配布することは考えられないものか、お伺いいたします。 

○町長（日髙 政勝君）   

 お答えをさせていただきます。 

 この保育士の処遇改善の関係につきましては、全国町村長大会の開催の際に、重点要望の項目

の一つであります一億総活躍社会、こういった実現に向けました地方創生のさらなる推進に関す
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る事項の中の少子化対策の推進、またその１つとしまして、良好な保育の提供のため、保育士の

養成や処遇改善の充実、こういったことについては、引き続きこの人材確保に取り組むことを毎

年要望いたしております。今回もこの議会の開会の冒頭の町長報告の中でも申し上げましたとお

り、今年はコロナの関係で、全国町村長全て出席ということじゃなくて、各県の正副会長だけの

出席ということになったわけでありますけども、その中でも、大会決議をいたしまして、その

１項目として、こういう今申し上げたようなことも入っております。大会の決議の後、また厚労

省とか、あるいはまた出身の国会議員の先生方には、要望して回ったということを御報告したん

ですけども、毎年このようなことを続けておるわけでございます。こういうこともございますし、

先ほどありましたとおり、保育連合会等の永年の要望活動が実を結びまして、実現したものとい

うふうに考えております。厚労省の制度設計の際には、保育関係者の代表者の方も当然出席をさ

れて、いろいろ議論を重ねた経緯があるかと思っているところでございます。実際の運用の中で

業務量が増加したなど、様々な課題が発生をしておるようでございますので、第一義的には、現

場の声を上部団体に上げていくことが重要であると考えますが、行政としても丁寧に保育連合会

の声をお聞きしまして、課題を整理して、町村会等を通じまして情報提供を図り、関係機関へ現

場の声をしっかりとこれからも届けてまいりたいと思っております。こういう処遇改善も当然で

ありますけども、いろいろ制度ができましても、なかなか手続上煩雑なところがある、そしてま

た、研修もたびたびやっぱりせにゃいかんという、非常に課題もあるようでございますので、こ

ういったこと等についてもこれからまた機会がありましたら、申出をしていきたいと思っており

ます。 

 それから、鹿児島県とさつま町の支援をまとめたパンフレットを町で作成して、まずは町内の

中高生に配布する考えはないかということでありますが、鹿児島県の保育士就学資金貸付事業、

こういったことを始めまして、県とか町も独自の奨学資金を持っております。教育委員会で今持

っていることも、この奨学資金も経済的な理由でそういった上級の学校に行きたいという方につ

いては、貸付けの制度があります。それを利用していただきまして、就学をし、卒業後も地元の

ほうに就職をしたら、全額返還については町が助成しますよと、一旦償還はしてもらわないとい

かんですけど、その上については全額町が助成しますからと、実質ゼロになるわけでありますの

で、そういった制度も設けておりますし、先ほどありました町単の新卒者の就労支援奨励金、こ

れも金額は２０万円とかございますけども、企業も事業所も、本人にもそういった１人でも人口

が増える、地元で働いていただく、そういう機会をつくるために、こういった制度を設けておる

わけでありますので、これらについては、各家庭にもお知らせはしておりますけども、なかなか

細かなところを理解していただいていないというのがあるかと思います。改めて、こういった保

育士志望の生徒の皆さん方にしっかり届くように、そういった制度の説明のチラシを作成して、

学校に配布をして、今後の進路指導等に役立てていただければありがたいと思っているところで

あります。 

○柏木 幸平議員   

 今、町長のほうから、前向きな答弁をいただきました。町村会の全国大会等でもそういう要望

等続けているし、また、保育園等の現場の声を整理して、そういう要望活動につなげたいという

ことでありましたので、了解いたしました。 

 あと、パンフレットの活用については、これがどこまで効果があるかというとちょっとわから

ないわけですが、そういうこともパンフレットなどの活用も含めて、今後においても本来ならそ

ういう保育士に特化したような支援があったらいいなとは思っておりますが、今後はそのような

パンフレットの活用や町の公式サイトからの発信などをして、園の保育士募集の後押しをしてい
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ただければと思っております。この件に関しては終わります。 

 続きまして、小学校と園の連携についてであります。連携については、先ほど教育長の答弁が

ありまして、小学校、教育委員会が関係機関とともに園や保護者との研修や情報交換等をされて

いることはわかったわけですが、情報交換会の中で、園が経営されている放課後児童クラブにお

いて、当日預かる児童の学校での生活状況や健康状態などが把握できないときや、これは後から

聞いた話ですが、学校行事等の変更やインフルエンザなどで、急に学年、学級閉鎖になったとき

などは、支援員の調整などを早めに行う必要があるために学校からの連絡を早めにいただきたい

とのことでした。また、先ほど連携としてはやっているということでしたけど、この児童クラブ

においては、そういう連携が取れていないのかなという関係もありました。それで今後は、情報

交換や支援員の資質向上のためにも、小学校と支援員との連絡会を設けてほしいとのことでした

が、教育委員会とされては、そのような支援員との連絡会については、どのように考えられるか

お伺いいたします。 

○教育長（原園 修二君）   

 小学校と児童クラブとの支援員との連絡会ということであります。議員御指摘のとおりであり

まして、児童クラブと小学校の連携については、各学校それぞれに工夫をして、連携に努めてい

るところなんですが、まだ十分とは言えない点があるということは認識をしておるところであり

ます。このような状況もあり、町教育委員会では今年の９月ですけども、学校行事等の変更や急

な学年・学級閉鎖等、例えばこの間の感染症のように、急な学年・学級閉鎖等を行う必要が生じ

た場合などに児童クラブへの学校からの連絡の方法というものなどを少し整理しまして、各学校

に指導を行ったところであります。今後は学校からの学校行事の計画表、それから学校だよりの

配布など、これまでもされているところでありますが、これに加えて、学校から保護者への連絡

メール、緊急の場合には保護者の連絡のメールを持っておりますので、そういったメールも児童

クラブへ配信することなどを通して情報が確実に伝達されるように努めていきたいと、努めさせ

たいというふうに思っています。 

 また、児童クラブと小学校の連絡会、御質問にありましたが、各学校単位で年度当初に顔を合

わせのような形で、新入生や児童クラブを利用する児童の様相については、情報交換を行ってお

ります。それをもっと年度初めの段階で密にしたり、学期末には児童の様子や取組等についての

情報交換の機会を設けたりするなどして、情報の共有を図るように学校を指導してまいりたいと

いうふうに思っております。 

○柏木 幸平議員   

 今、教育長のほうから情報の共有化を図って取り組むというようなことであります。教育長の

ほうはメール配信のことを言われましたけど、メール配信だと確実に聞きもれがなかったりとか、

全体的なそういう横の連絡が取れると思いますので、ぜひそのような方法で、連絡を行ってほし

いと思います。あるいは東京のどこかでも全て学校だよりとか、いろんな欠席届、そういうのま

で全部メールで行っている小学校が何とか小学校でしたけど、先日の教育新聞に載っておりまし

たので、これ、ちょっと外れましたけど、そういう利用法もあるようでございます。 

 それでは、この件については了解いたしました。 

 それでは、３つ目の親子が集える施設や公園など、幼児が遊べる場所の確保についてですが、

答弁でありました子ども館みたいなのができれば一番いいことだと思うわけですが、まだ検討の

段階でもあるとのことであります。また、公園に関しては、轟公園に乳幼児が遊べる遊具がある

とのことですが、現在のところ、町内に１か所だけなのかなと思っております。確かに答弁があ

りました北薩公園ののびのびゾーンですが、ここも天気のいい日に行ってみますと、かなり多く
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の家族連れがいます。町外からも来ておられるようですけど、なかなか遊具を自由に使えるとい

う状態じゃなくして、待ち状態があったり譲り合いとか、そういう状態の中での使用であります。

近隣の薩摩川内市、出水市、それから長島町とか、水俣市なんかにも遊具がそろった公園がある

わけですけど、やはりちょっと密な状態があるようでございます。 

 さつま町の令和元年総合振興計画実績調書によると、児童遊園地管理費の具体的な取組は、町

内１５か所の児童遊園地について、トイレや街灯、遊具の管理を行い、健全な遊び場を提供し、

児童の健康増進が図れるよう維持管理を実施したとのことで、２か所のトイレ改修と、４か所の

遊具の修繕で約１６８万円であります。これまでに危険とみなされ撤去された遊具はあると思い

ますが、このところ近くの公園を見ましても、新設された遊具があまりないのかなと思っており

ます。近年、どれだけそういう新設された遊具があるのか、お伺いいたします。 

○町長（日髙 政勝君）   

 児童遊園地の遊具につきましては、先ほど少しふれましたけども、経年劣化と申しますか、遊

具が老朽化しておりまして、危険性があるというようなことがございますので、そういうところ

の点検をしながら、遊具の撤去を進めているところでございます。最近、先ほど申し上げました

とおり、子供の遊びのスタイルというのがやっぱり変わってきているというようなことがいえる

かと思っております。そしてまた、乳幼児の保護者の皆さん方からの要望というものも屋外施設

から、できたら全天候型の屋内施設での遊びというのが触れ合いというのが求められているよう

でございますので、先ほど申し上げましたような、そうなりますとやはり子供専用の中で、親子

が触れ合う場所としては、子ども館みたいなものは求められているのかなというふうに受けとめ

をいたしておるところでございます。 

 そういうことで、危険な遊具については撤去をしておりますけども、新しくこういった事情等

もあるものですから、新しく遊具を設置するというところまでは今でも至っておりません。新し

いニーズにやっぱり応えていくという方向がやっぱりこれから望ましいのかなというふうに考え

ておるところでございます。非常に時代の変化というのが著しいところもありまして、これから

児童遊園地の在り方についても、やはり集約をして、やっぱり必要なところは、先ほどありまし

た小さい乳幼児の皆さんが遊べるような遊具については、計画的なやっぱり整備というのは必要

になってくるかとは思っておるところでありますので、そこは、またおいおい、全体的な先ほど

申し上げましたような公共施設の管理計画、個別計画としての中で、総合的に判断をしながらや

っていくということになろうかと思っているところであります。 

○柏木 幸平議員   

 遊具の新設はないということでありますが、子供たちに言わせますと、遊具がないのは公園じ

ゃないというようなことを言います。そういう遊び場をやはり公園自体がいろんな役目はあろう

かと思うんですが、大人の健康づくりから、災害等の避難場所とか、そういうのを考えながら、

スペースを考えた遊具のそういうのも必要かと思っております。先ほど言われました子ども館を

造るにもすぐに予算化できるわけでもないですし、遊具にしても、各児童遊園地に設置できる予

算は限られてくると思います。先ほど年次的みたいな感じで考えてもというようなことでしたけ

ど、それで、そういう目がつくというか、計画ができるまで当分の間、廃校利用で山崎中学校跡

地の校舎や校庭の一角を利用し、そういう乳児や幼児の遊具施設や芝の植栽をして、また教室は

親子が集える場所として二、三教室を改築できないものかと思うわけです。緊急的にはそういう

教室の解放とかしてほしいなとは思っておりますが、子育て日本一を目指す町長は、どのように

お考えかお伺いいたします。 

○町長（日髙 政勝君）   



- 64 - 

 子育てに関して、そういう育てやすい環境ということは非常に大事なことだと受け止めており

ますので、各分野からそれに対応しなければならないとは思っております。山崎のほうにつきま

しては、例えば中学校の例をお示しになったんですけども、やはり施設そのものが中学生を対象

にした施設ということになっておりますので、あそこは階段があったり、いろいろ乳幼児の皆さ

ん方がここを利用するということについては、それにふさわしいようなトイレの改修であったり、

あるいは階段の修復であったり、いろんな改修が必要になってくるのではないかと思っていると

ころであります。そしてまた、山崎中学校の場合はこれまでも工場跡地とか、あるいは事業所の

ほうからも問合せがまいりまして、基本的にはもう処分という方向を打ち出しているわけでござ

います。そういった子供の乳幼児の皆さん方の利用を考えたときに、場所として適切な場所がと

いうことになると、近くはいつも使っていただくというのは山崎小学校であるかと思っておりま

すけども、そこは学校教育との関係がありますので、放課後利用とか、そういう場合に、一応ど

のようにできるかということも考える必要がありますので、その辺はまた、今後、教育委員会と

も協議をしながら、そこを利用するとなりますと、協議をするようになってくるかと思っている

ところであります。とにかく、これだけ公共施設がたくさんあって、ちょうど今、先ほどからる

る申し上げますとおり、統廃合とか、あるいは民間に譲渡をするとか、そしてまた、施設によっ

てはさらに長寿命化を図って利用の効果を高めていくということを、それぞれ整理しなきゃなら

ない時期に来ておりますので、そういったことを踏まえて、やはり子育て環境という意味合いの

面からは、どうするかということも考え合わせて、そのときにまたいろいろ検討させていただき

たいと思っておるところであります。 

○柏木 幸平議員   

 教育施設で乳幼児とか、そういうのに向かないということでありますが、できたらそういう子

ども館とか、先ほど言われたのができるまでは、どうしても不自由をされるわけです。ですから、

できたらまた今ある施設の中でそういう専用に使えるような場所とか、そういうのがあれば一番

いいわけですが、今現在使えるところが、そういう限られた状況であるということでありますの

で、今後ぜひ、そういう乳児や幼児が集えるところの場所も、既存の施設をどっか利用できると

ころを探していただければということを要請しておきます。 

 先ほどの公園に関しても、全国でいろんな工夫をされて、公園ごとの個性を出すために土管を

置いたレトロな昭和の空き地公園とか、異国情緒と花の公園とか、遊具いっぱいの公園とか、そ

ういう特徴のある公園が次々と生まれているそうであります。また、目的や気分に応じて公園を

選べたり、公園を地域の庭として住民の交流の場にすることを目指している自治体もあるようで

ございます。そういうようなことも含めて、また検討していただければと思います。 

 今回、保育士連合会の皆さんと意見交換を通して感じたわけですが、町からの子育てに関わる

情報や制度などの情報が各園に届いていないのかなという思いを感じました。今年３月に第２次

さつま町子ども・子育て支援事業、これです。各園には配布済みとのことなんですが、園で活用

されていないと感じました。これいろんな資料が載っているようですけど、それで、今後の子ど

も支援課と園との研修で、こういうのができておりますので、そういう会合などで生かしていた

だくように、これも要請して、子育て支援に関する質問は終わります。 

 次に、会議のペーパーレス化についてですが、さつま町議会では、昨年のあさぎり町の研修後

にこれまでの紙での連絡をメール配信に変えるなど、一部ペーパーレス化に取り組んでおります

が、行政からの連絡や会議の資料は、これまでどおりの紙対応です。本町では、文部科学省のＧ

ＩＧＡスクール構想の実現において、来年３月までに町内小中学校の全児童生徒を対象に、１人

１台教育用タブレット端末の導入が行われます。今後は、議会も含め、庁舎内の整備を急ぐべき
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だと思いますが、今後の計画と時期についてはどうなのかわかりませんが、そこまでわかったら

教えていただきたいと思います。 

○町長（日髙 政勝君）   

 先ほどの子育てに関係することでございますけども、町から子育てに関わる情報あるいは制度、

こういった情報が園に届いていないという感じだということでございますけれども、子ども支援

課のほうにおきましては、必要に応じて年１回以上は、施設の代表者の皆さんにお集まりをいた

だきまして、そういった事業内容の説明等を実施いたしておるところであります。そしてまた、

新しい子育てに係ります制度などの情報につきましても、できるだけ早くお伝えするために、や

っぱり直接園に出向いてお話をしたり、あるいはファックス等を活用して連絡を取っております。

今第２次さつま町子ども・子育て支援事業計画をつくっておりますけども、これも配布時期がち

ょうど今年はコロナの関係がございまして、集まりがちょっと難しいところがございましたので、

これからまたその後の子ども・子育て会議において、内容の説明を行ってきておりますので、御

理解をいただきたいと思うところです。今後も保育連合会を初め、各教育、保育施設と連携をし

まして、情報の共有には努めていく所存でございます。 

 それから、デジタル化の関係でございますが、ペーパーレス化というのが１つは基本になって

おります。今年度から来年度にかけて職員の端末を一斉に更新をする時期になってきておりまし

て、一部汎用性の高いノート型のパソコンを導入する予定にいたしております。主に部内の会議

等につきましては、これによりまして、事前に資料を送信するなどして、会議の効率化とか、あ

るいはペーパーレス化が図れると考えておりまして、新たな歳出を計上しないで進められる１つ

の手法ではないかと思っております。御指摘のありましたタブレットの導入に関しましては、運

用に関するソフトの経費などを含めまして、新たな歳出の計上も伴うということになりますので、

慎重に進めていく必要があるかと思っております。 

 議会のほうも一緒になっての運用ということで頼もしいとそのように思っておりますが、やは

り説明をする側の職員については、踏み込んだ理解がなければ、一般的に持っているイメージど

おりの運用にすぐつながるかということはちょっと心配なところがございます。引き続き先進事

例の研修とか、利用に関しては、制度設計をもう少し研究をしていく必要があるかと思っており

ます。それで、タブレット等にしてみますと、ペーパーレス化というふうになると、やっぱり今

までずっと紙の資料に基づいてやってきて、そういう慣習はずっと慣れてきておりますので、や

っぱり早くタブレットにするとなると、一方ではタブレットにしながら、やっぱりこれじゃわか

らないで資料出せと、紙がないとならざるを得ないと思わざるを得んです、しばらくは。二重の

コストがかかってしまいますので、その辺に行きつくまでの移行期間というのは当然必要になっ

てくるのかなと思っておりますので、やはりペーパーレス化にするそういう効率性が図れるとい

うことはわかっておりますけど、そこまで行きつくまではやっぱり移行期間というのは大事かな

と思っております。急にぱっと切替えは難しいなと思うんです。今までずっと書類でこうしてや

っていますから、画面だけでできるかと言ったら、慣れた人は本当にそうだと思いますけど、み

んなが一斉に、職員みんなが、そしてまた、議会の中でも、みんな一緒にそういうスタートがで

きるかと言えば、できればいいんでしょうけど、恐らくそういうことができるには相当な勉強を

して、お互いに同時スタートできるような態勢をやっぱりする必要があるかと思っておりますの

で、そこは御理解をいただきたいと思うところであります。 

○議長（平八重光輝議員）   

 あと４分です。時間内でお願いします。 

○柏木 幸平議員   
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 そのような多分職員のほうもだと思いますが、議員側のほうもそういう一気には多分できない、

急激に変わるということはできないと思う。ほかの研修の中でも、やはり町長側のほうも３年ぐ

らいかけてされていたようですし、議会のほうもやはりそういう研修期間を設けながらされてい

るようであります。 

 また、４年度でしたよね、光ケーブルも全町に整備される予定でありますので、こういうやっ

ぱり機会に一緒になって導入ができればと思っております。様々なそういう努力や労力が必要に

なると思うんですが、成功すればたくさんのメリットがあると思いますので、そこを踏まえ、職

員側、議会側一緒になって勉強を取り組めるよう、また努力をしていただければと思います。終

わります。 

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、柏木幸平議員の質問を終わります。 

 次は、５番、米丸文武議員の発言を許します。 

〔米丸 文武議員登壇〕 

○米丸 文武議員   

 本日最後の質問者になります。どうかよろしくお願いをいたします。私は通告に従いまして、

町内の民有林、町有林の森林管理について町長に伺います。 

 県内及び町内森林は、戦後復興のため木材が伐採され、その後植林されたスギ、ヒノキなど、

５０年、６０年経過して、これまでの除伐、間伐などの育林主体から、全伐する主伐期を迎えた

ことによりまして、森林の皆伐が急速に拡大している状況にあります。国は、森林の有する地球

温暖化防止や災害防止、国土保全、水源涵養など、様々な公益的機能は国民に広く恩恵を与える

ものであり、適切な森林の整備が国土や国民の命を守ることにつながるとしております。しかし

ながら、価格の低下等で、所有者の経営意欲の低下や所有者不明林の増加、森林担い手の不足等

が大きな課題であるとしております。先般、南日本新聞に沈みゆく山々と題しまして、霧島、大

隅地区の状況が連載されましたが、さつま町も同様な状況にあり、伐採後の森林管理や林地保全

が大きな課題となっていることから、次の点について質問をいたします。 

 まず１番目に、伐採搬出経費のコスト削減を図るために大型林業機械の導入が進み、伐採後の

林地荒廃が大きな課題となっている。町内の状況はどのように把握されているのか。 

 ２番目に、伐採後の作業道や林地保全が放置されれば、豪雨により林地崩壊や土砂崩れにより、

宅地、耕作地、河川災害が発生する可能性が高いと指摘されているが、伐採後の林地保全管理は

どのように指導をされているのか。 

 ３番目に、循環型森林管理が大切であり、伐採後の再造林を推進しておりますが、進捗状況は

どのようであるのか。 

 ４番目に、平成３０年度税制改正の大綱におきまして、森林環境税及び森林環境譲与税の創設

が決まり、森林環境譲与税は、平成３１年度から自治体への譲与が開始されましたが、この森林

環境譲与税の具体的活用をどのように考えているのかお伺いしまして、１回目の質問とさせてい

ただきます。 

〔米丸 文武議員降壇〕 

〔町長 日髙 政勝君登壇〕 

○町長（日髙 政勝君）   

 米丸文武議員から、森林管理についての御質問をいただきましたので、お答えをいたします。 

 本町の森林面積は、２万１,４７２ヘクタールございます。そのうち、民有林面積は、１万

５,７７６ヘクタール、このうち、スギ、ヒノキを主体とする人工林面積は７,６６５ヘクタール
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ございます。民有林面積に占める割合は、人工林率４８.６％となっております。また、このう

ち１０齢級、５１年生から５５年生以上の木材生産可能な林分というのは、５,６３６ヘクター

ルでございまして、議員がおっしゃるとおり７３.５％が主伐期を迎えております。近年の林業

の現況につきましては、木材価格の低迷、林業採算性の悪化などによりまして、森林所有者の森

林生業への意欲が減退してきており、森林の有する多面的機能の発揮というのが、年々低下の懸

念がされているところであります。 

 まず、１点目の大型機械の導入に伴う林地荒廃の町内の状況についてでございます。木材輸出

では、木質バイオマス発電施設の建設等によります木材需要の拡大が見込まれるところでござい

ますが、この中で、森林施業の集約化、路網等の生産基盤の整備、高性能林業機械の導入促進な

どによります低コスト化に取り組む森林施業が最近では主流になってきているところでございま

す。このようなことから、林内に造られました路網は、雨水の浸透によるのり面崩壊あるいはこ

の路面を流化する雨水によりまして、路面の洗掘及び土砂流出などの要因となるところでありま

す。 

 本町におきましても、林内に設置されました路網を原因とする崩壊や土砂流出などが数件確認

をされております。 

 林内に設けられる路網は、特定の者が森林施業のために利用するものであり、崩壊した場合は、

森林所有者等がそれぞれの責任において対応していかなければならないものであります。壊れに

くい森林作業道を開設するためには、地形地質を考慮したルート選定、路面水の処理対策という

のが必要になってくるところでございます。 

 次に、２点目の伐採後の管理の指導についてであります。 

 伐採の届出があった場合におきましては、伐採業者の立会いのもと、林務担当者と地域林政ア

ドバイザーによりまして現地確認をいたします。その場で施業方法や路網設置についても、土砂

流出等が発生しないよう指導をいたしております。 

 しかしながら、伐採後の森林においては、大雨に対する貯水能力が低下していることに加えま

して、路網が被災の原因となり、崩壊や土砂流出が発生している箇所も見受けられているところ

であります。 

 これらを踏まえまして、地理的条件に即した路網線形や水の集中を防ぐための水切り対策など、

あらゆる措置を講ずるよう強く指導をいたしておりますと共に、地域住民の安全確保に努めても

らうようにお願いをいたしておりますが、今後ともより一層それらが遵守されるように指導をし

てまいりたいと考えております。 

 また、近年の県内における森林伐採の状況を鑑みまして、北薩管内の市町村が一体となって伐

採届の厳格化に向けた協議を進めております。 

 次に、３点目の伐採後の再造林の進捗状況についてでございます。 

 再生可能な資源であります森林資源の循環利用、森林の持つ多面的機能を十分に発揮させるた

めには、計画的な森林整備に加えまして、伐採跡地の再造林が大変重要であると考えております。 

 令和元年度の本町における伐採届出面積は９２.９８、約９３ヘクタールでございます。その

うちスギ、ヒノキの人工林の皆伐でありますが、７５.９１、約７６ヘクタールとなっておりま

す。 

 さらに、この中で再造林計画のある届出というのが３１.３９ヘクタールでございますので、

再造林の計画面積は４１．６％となっております。 

 鹿児島県内の再造林率も先ほどの新聞にも報道がなされておりましたけど、２０１９年度まで

の５年間で約４割にとどまっているようであります。やはり木材価格の低迷が続いているという
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ことから経営コスト高で、また一方では、苗木が不足とか、従事者が十分確保できないとか、そ

ういった状況からなかなか伸び悩みをしているというのが背景と思われます。 

 今後におきましても、県森林組合、林業事業体など関係機関と連携して再造林を推進し、持続

可能な森林経営を目指すとともに、森林の持つ多面的な機能の発揮に努めてまいりたいと考えて

おります。 

 最後に、４点目の森林環境譲与税の具体的な活用についてであります。 

 平成３１年４月１日に森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が施行されました。本町に

おきましても森林環境譲与税が交付をされているところであります。 

 また、この税につきましては、間伐や路網といった森林整備に加えまして、森林整備を促進す

るための人材育成、担い手の確保、木材利用の促進あるいは普及啓発というソフト面にも充てな

ければならないとされているところであります。 

 本年度の森林環境譲与税の使途につきましては、現在設置しております地域林政アドバイザー

の雇用とか、森林経営管理法というのが新しくまたできましたので、それに基づく森林所有者へ

の経営管理に関する意向調査、こういった経費に充てております。 

 また、今後、意向調査の結果を踏まえまして、町が実施することとなります森林整備等のため

に、当面は額が少ない関係もありますので、基金を設置しまして積立てをいたしているところで

あります。 

 来年度以降におきましても、森林の経営管理に関する意向調査を実施しまして、地域林政アド

バイザーの雇用とか、あるいは意向調査の結果によります町が管理することとなります森林の整

備あるいは森林資源調査などに活用をしていきたいと考えております。 

 以上であります。 

〔町長 日髙 政勝君降壇〕 

○米丸 文武議員   

 それぞれ今お答えをいただきましたけれども、まずこの質問の１番の、低コストのための大型

重機の導入によりまして林地の荒廃、作業道等です。こういうものの崩壊も町内でも数件発生し

たという報告でございますけれども、今このさつま町内の山を見ておりますと、本当に主伐の面

積が拡大してきているというのを目の当たりにしておるわけでございますが。 

 そしてまた、町内の林業体、認定林業体はじめとする林業の融合体だけではなくて、町外から

の要するに木材のそういう伐採業者の方々が大きな重機を持って入っておられるというのをこう

見るわけでございますが、そういうところに対するこの林地の管理、そういうものに対しまして

指導はどのようにされているのか。 

 町内の業者におきましては、北薩地域振興局等で一緒になりながら研修や講習をしていただい

ておりまして、それに従って仕事を進めていってると、管理してるだろうというふうに思うわけ

でございますが、町外から来た業者の方々に対するそのような指導、森林の所有者から本当に粗

い仕事してるんだというようなことをこう聞くもんですから、そのようなところについてはどの

ように把握されているか、その点についてお伺いしたいと思うんです。 

○町長（日髙 政勝君）   

 確かに町内の林業事業体以外にも、やっぱり町外とか、また県外のほうからも入ってきていら

っしゃっておりますが、町外の割合というのが全体的には平成２９年で５１％、平成３０年で約

３８％ですか、令和元年度で４４％近くということで、約半分近くですか、平均しますと半分近

くがやっぱり町外の方っていうことになります。 

 そういうことで、やはり以前も町外のいわゆる県外から入ってきて皆伐をして、なかなか後整
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理というんですか、うまくいかずに、作業道も雨が降ったら危険な状態になるというようなこと

がございましたので、とにかく伐採届をしっかり出していただいて、ちゃんと現地にも表示板も

設置をしていただく。そしてまた、伐採届の届出の旗も掲示をしていただくとか、肝要な、また

済んだあとの大雨等が来て災害が発生をしないようにと。特にやっぱり人家に、住家に近い所等

については、特にやっぱり注意をする必要がありますので、それについては徹底した指導をいた

しているところでございます。 

 宮崎県とか、この前も、先ほどありましたとおり、非常に山が荒れていくということで心配の

ところがあったり、宮崎あたりは盗伐まであったということで載っておりましたけれども、本町

にはそういうことはないんですが、非常にあとあとの問題というのが非常に心配でありますので、

しっかりとしたやっぱり作業路をやっぱり造っていただく。そしてまた、枝葉等についてもしか

りで、また整理をしていただく。そういうことも指導はいたしているところでございます。 

○米丸 文武議員   

 いろいろと伐採届をもとに町外からの業者の方々にも指導されておるということでございます

けれども、新聞の一番初めの中で、１面にこうシラス土壌の浸食拍車というような形で写真付き

でこう出ておるんです。皆さんも御存じだと思いますけども。 

 やはり、それが原因で、要するに伐採後１年なり２年後に段々、段々浸食ですとか、そういう

ものが進んで宅地や、それから農地等に崩れていくというような状況もあるというような危険性

というのもこう感じるわけでございますので、このアドバイザーを中心にしながら、伐採後の跡

地の管理というものをしっかりこう見て確認をしていただいて、業者に、又は山林の所有者の

方々にそこの後の管理をきちんとしていただくような指導を徹底していただかなければ、地域住

民ですとか、農地ですとか、そういうものの被害というものは、すぐに現れないかも判りません

けれども、でもそういう原因があるということは町長も認識していただいてると思いますので、

ぜひそのように進めていただきたいというふうに思います。 

 県内のいろんな、先ほどもございましたけども安全性の、国も安全性の向上、低コスト、それ

からいろんな作業の人員確保の面などから、高性能林業機械の導入というのを推進し、いろんな

補助を出しながら、これも整備されてきておるようでございまして、林野庁のまとめでございま

すけれど、１８年度末で３６７台の林業機械があるそうでございますが、県内です。１０年前の

４倍に増えているんだと。１０年で４倍に増えたと。これから、先ほどもございますけれども、

若い後継者の問題、従事者の確保が難しくなればなるほど、またこういう機械に頼るというよう

なことも出てくれば、本当にこの危険性というのが高くなりそうな気もいたしますので、そうい

う点についてもしっかりと、また御指導していただきたいというふうに思います。 

 鹿児島の鹿大の地頭薗隆教授、地震火山地域防災センター長の方なんですが、この方々が鹿児

島県はシラス土壌であるので、そのように踏み固められたシラス自体を放置することによって、

水切りとかそういうものをせずに置いた場合には、雨水が地中に浸透しにくくなったりし、そし

て、表面流が発生してシラス地は侵食されて、一晩で数メートル削られることも珍しくないとい

うふうに指摘をされております。このようなことからの面からも警鐘も鳴らされておるわけでご

ざいますので、こういうことも認識していただければありがたいというふうに思います。 

 次にお伺いしますのは、伐採後の再造林についてお伺いしたいと思うんですが、今町長の答弁

では、再造林がこうされているということでございますが、今木材の価格というのが本当に安い

状況でございまして、森林の所有者も５０年、６０年経った木を、仮に１町歩売っても１００万

円もしないんだというような状況が続いているように聞いております。 

 これを、この前にも私どもも県の林務のほうにお伺いした時に、１町歩新たに植林をして、
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５年間の下刈り等を実施した場合にどれぐらいの経費がかかりそうかということでお聞きした時

に、１５０万円かかるんだというようなことを言われております。そうすると結局は、今あった

森林は、５０年、６０年経った山は１００万円で売って１５０万円の小さな木になってしまう。

しかも、それにお金を出さなきゃいかんというふうな、そんなような状況というのは本当にあっ

て、これ進んでいかないだろうというふうにこう思うわけでございますが。 

 このような状況では、この再造林というのは、本当に私は難しい。山主の方々も、じいさんや

おやじ、お父さん、お母さんが植えられた木が、やっとこう５０年、６０年経って何かの足しに

と思って植えられた木、木材を、また植林のために手出しをしなきゃいかんというような、これ

がおかしいんじゃないかというふうに私は思うわけで。この再造林ができていくためには、いろ

いろと国やら県の補助等があって進んでいくのかなというふうに思いますが、その再造林を進め

ていくためのその補助というものが今現在どのような状況でされているのか、担当課でも結構で

ございますけれども、御説明いただきたいというふうに思うんです。 

○町長（日髙 政勝君）   

 今非常に山の機能を高めるためには、どうしてもこの再造林をしないといかんというようなこ

とになっておりますが、なかなかこの木材価格が低迷をしている中で、この山を切ったにしても、

あとをまた下刈りをして、植林をしてと、そこまでまたお金をかけるととても赤字でやっていけ

ないというようなことがありまして、先ほど申し上げましたとおり、まだ４割しかもう再造林は

なってないというような状況がございます。 

 そういうことで、この再造林を促進するためには、やっぱり林家の皆さん方が手出しまでして

とはなかなか進まんわけでありますので、何らかのやっぱり促進をするためには、助成制度を設

けんにゃいかんだろうということになっております。 

 まあ、さつま町の場合、間伐とか植林、下刈りあるいは有害鳥獣対策も含めたり作業道まで入

れて、こういういろんなこともやっていただくようにということで、事業費の１０％を、いろん

なこの県の環境税のあれに上乗せを町からもいたしているところであります。これで足りるかと

いうとなかなか難しいところがありますけど。 

 ただ、ほかのところから見ても、やっぱり隣接のところを見ましても、１０分の２.７とか、

１ヘクタール５万円とか、１０分の１とか、そういう上乗せの状況があるようでありますけど、

これはあくまでも除間伐だけということになっておるようであります。 

 高いところについては、もう１０％から３２％というところもあるようでありますけれども、

こういったこと等を踏まえますと、やはりこの森林環境譲与税、今ですかね、これらをこのまま

活用していくことも考えられますけど、これはやっぱり補助事業の裏負担には充てられないとい

うこともあるようでありますので、やっぱり町単の中でどの程度できるかということは、また町

の全体的な財政状況の中で考えていかなければならないところであります。 

 ただ、このまま山の活性化が進まないとなると問題がありますし、やっぱり公益的な機能を高

めていくとなると、この辺もちょっと力を入れていく必要があるのかなと思っておりますが。現

状は、とにかく木材価格がもっとこう高くなっていけば、そういう山の所有者さんも意欲が出て

くるんでしょうけど、余りもうけがない、場合によっては赤字だということなもんですから非常

に厳しいところがあります。 

 今、森林環境譲与税、そして、令和６年から森林環境税になって、国の予算も２００億円から

６００億円になりますので、そうなりますと、アンケート中でありますが、町のほうにお願いす

るということになりますと、町がまたそれを引き受けて林業事業体にお願いする、採算性がある

ところはそういうこと。ないところは町でそういうことをせんにゃいかんということになってい
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ますから、非常にこれから全体的なそういうことも考え併せて、どの程度ならできるかというこ

とも判断をしなければならないというふうに考えておるところであります。 

○米丸 文武議員   

 町長も伐採あとの再造林というものの必要性というのは、十分こう考えておるというようなこ

とでございます。 

 先ほど申しましたように、実際のこの資料をいただきますと、公共造林事業ということでいた

だいたんですけども、町の上乗せをしまして、森林経営計画による間伐の場合ですと、実質補助

率が県のほうで６８％、町の上乗せ１０％で補助率合計７８％と、植林においてもこういうよう

な補助率であるようでございます。 

 また、これは森林経営計画というのは、事業体が要するにその山の維持管理を植林から伐採ま

での計画を持って進めていく計画のことでございますが、ただ、伐採届による場合だと、この補

助率が４６％にこうなるわけでございまして、経営計画というものを作って、それに従った森林

の管理や経営を続けていくところについての補助率でございます。こうなると要するに山林の所

有者の方々、契約者ですね、の方々はその負担率も下がってくるから、植林がいくのかなという

ふうにも思うわけでございます。 

 しかし、それでもできるならば、先ほど言いました森林環境譲与税を活用することができない

のかなと。国のほうでは、植林のほうについては余り触れてないようでございます、資料を見ま

すとですね。ですから、森林の管理についてのこと、それから間伐や路網の森林整備、人材育成、

担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発に充てなければならないというふうに言っております

ので、これは植林については触れられてないなというのを感じましたので、これを何とか生かし

ていかないと難しいのかなというふうな気がしましたので、お伺いしたところでございますが。 

 先ほど町長もお答えになりましたけれども、かといって要するに所有者の方々がよそにおられ

まして、あと植林をしてくださいって言われても放置される可能性も多々あるわけでございます

ので、何とかそこいらをこう助成しながら管理していくようなことは考えられないものかどうか、

町長にお伺いしたいと思うんですが。 

○町長（日髙 政勝君）   

 先ほど申し上げましたとおり、他町は除間伐のみを対象にしておりますけど、本町は植林まで、

あるいは下刈りまで、そしてまた、植林をした際に当初はやっぱりシカの食害があるということ

で、そういう鳥獣害の柵まで補助をしておりますけども、例えばその辺のところを見直して下刈

り、下刈りが本当は大変なというふうに聞きますけど、植林の関係です。植林に特化した形で補

助率を見直すのかということもあるわけですが。 

 例えばもう苗木の確保についても、なかなか今は簡単にはいかないというところもあるようで

ありますから、苗木の助成とかいろいろ考えるところがありますので、これやらまた、この再造

林が進むような手だてというのをもっといろいろ工夫をしてみる必要があるかなと思っておりま

すので、いろんなまた研究をさせていただきたいと思っております。 

○米丸 文武議員   

 私は項目でここに挙げておりませんけれども、伐採跡地の活用ということでございますが、最

近、太陽光パネルを、山を伐開して設置されてるのを、入来と山崎の間辺りでも大きな開発がさ

れて、そういうふうにこう見るわけでございますが、１ヘクタール以上の山林を開発する場合に

は県知事の許可が要るわけでございますが、１ヘクタール以下の場合については、市町村に届け

れば済むというふうなことになっておるようでございますが、町内でもそういう山林を開発して

太陽光パネル等を設置されてる所があると思います。そこいらのところの要するにそのあとの雨
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水、流れた水のそういうような物の管理というのは徹底されているのかなというようなふうにこ

う思うものですからお伺いしたいと思いますが。通告をその分はしてませんから、ですけれども、

そういうふうな形の中で伐採後の山林の活用という面からは、何かこう実情というのが判ってお

れば御説明いただきたいんですが。 

○町長（日髙 政勝君）   

 確かに大規模な太陽光を林地開発、１ヘクタールあれば林地開発の届出が必要でありますから、

そういう所も確かに出てきておるようであります。ここについては、やはり許可のいろんな手続

あるいはまた許可を受けるまでのこの条件というのがありますので、そこをクリアしないとやっ

ぱりできないことになりますので、そこはもうしっかりと対応をしているというふうに考えてい

るところであります。 

○米丸 文武議員   

 要するに、今山林がだんだんだんだん切り開かれていきまして、そのあとの植林が進まない、

放置林となっていく。そしてまた、竹が生えてきて竹の手入れも孟宗竹等の手入れもできなくて

荒れていくというような状況が今後続けていくということは、この自然豊かなまちがだんだん荒

れていきますし、また、いろんな災害も起こしてくる可能性が高いというような、そのような観

点から質問をさせていただきましたけれども、ぜひ今後もしっかりと地域資源である山林の管理

というものを行政の立場から見ていただきまして、保全をしていただくように要請をいたしまし

て、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、米丸文武議員の質問を終わります。 

 以上で、通告に基づく一般質問を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△散  会   

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で本日の日程は、全部終了しました。 

 あすは、午前９時３０分から本会議を開き、総括質疑を行います。 

 本日は、これで散会します。 

散会時刻 午後３時３３分   
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令和２年第４回さつま町議会定例会会議録 

                            （第３日） 

○開議期日    令和２年１２月１０日  午前９時３０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○会議の場所   さつま町議会議事堂 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１６名） 

   １番  上 囿 一 行 議員      ２番  上久保 澄 雄 議員 

   ３番  三 浦 広 幸 議員      ４番  柏 木 幸 平 議員 

   ５番  米 丸 文 武 議員      ６番  田 野 光 彦 議員 

   ７番  舟 倉 武 則 議員      ８番  岩 元 涼 一 議員 

   ９番  朝 倉 満 男 議員     １０番  岸 良 光 廣 議員 

  １１番  新 改 幸 一 議員     １２番  宮之脇 尚 美 議員 

  １３番  川 口 憲 男 議員     １４番  森 山   大 議員 

  １５番  新 改 秀 作 議員     １６番  平八重 光 輝 議員 

 欠席議員（なし） 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○出席した議会職員は次のとおり 

 事 務 局 長  萩木場 一 水 君   議 事 係 長  竹 下 和 男 君 

 議 事 係 主 査  西   浩 司 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

 町     長  日 髙 政 勝 君   副  町  長  上 野 俊 市 君 

 教  育  長  原 園 修 二 君   総 務 課 長  﨑 野 裕 二 君 

 企画政策課長  角   茂 樹 君   財 政 課 長  原 田 剛 志 君 

 税 務 課 長  松 山 和 久 君   保健福祉課長  佐 藤 秀 樹 君 

 高齢者支援課長  有 村   哲 君   子ども支援課長  羽 有 郁 夫 君 

 農 政 課 長  四 位 良 和 君   耕地林業課長  櫻   伸 一 君 

 商工観光ＰＲ課長  市 來 浩 二 君   ふるさと振興課長  米 丸 鉄 男 君 

 建 設 課 長  野 田 真一郎 君   教育総務課長  中 間 博 巳 君 

 社会教育課長  三 腰 善 行 君 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 議案第 ７９号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙における選挙運動の公営に関

する条例の制定について 

第 ２ 議案第 ８０号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙におけるポスター掲示場の設

置に関する条例の制定について 

第 ３ 議案第 ８１号 さつま町税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部改正

について 

第 ４ 議案第 ８２号 さつま町国民健康保険税条例の一部改正について 

第 ５ 議案第 ８３号 さつま町健康ふれあいセンターの指定管理者の指定について 

第 ６ 議案第 ８４号 さつま町宮之城ひまわり館の指定管理者の指定について 

第 ７ 議案第 ８５号 さつま町老人福祉センターいぬまき荘の指定管理者の指定について 

第 ８ 議案第 ８６号 さつま町神子地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

第 ９ 議案第 ８７号 さつま町鶴田地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

第１０ 議案第 ８８号 さつま町柏原地区集会施設の指定管理者の指定について 

第１１ 議案第 ８９号 さつま町求名交流館の指定管理者の指定について 

第１２ 議案第 ９０号 さつま町永野交流館の指定管理者の指定について 

第１３ 議案第 ９１号 さつま町中津川交流館の指定管理者の指定について 

第１４ 議案第 ９２号 さつま町佐志交流館の指定管理者の指定について 

第１５ 議案第 ９３号 さつま町山崎交流館の指定管理者の指定について 

第１６ 議案第 ９４号 さつま町平川郷の指定管理者の指定について 

第１７ 議案第 ９５号 さつま町宮之城ちくりん館の指定管理者の指定について 

第１８ 議案第 ９６号 さつま町郷土文化保存伝習館及びさつま町ふれあい広場の指定管理者

の指定について 

第１９ 議案第 ９７号 さつま町つるだ特産品販売所の指定管理者の指定について 

第２０ 議案第 ９８号 さつま町さつま特産品直売所の指定管理者の指定について 

第２１ 議案第 ９９号 さつま町薩摩農産物加工センターの指定管理者の指定について 

第２２ 議案第１００号 さつま町白男川紫陽館の指定管理者の指定について 

第２３ 議案第１０１号 さつま町尾原活性化センターの指定管理者の指定について 

第２４ 議案第１０２号 さつま町紫尾森林総合利用施設等の指定管理者の指定について 

第２５ 議案第１０３号 さつま町宮之城伝統工芸センターの指定管理者の指定について 

第２６ 議案第１０４号 さつま町永野鉄道記念館の指定管理者の指定について 

第２７ 議案第１０５号 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定について 

第２８ 議案第１０６号 さつま町鶴田ダム公園及びさつま町川内川大鶴ゆうゆう館の指定管理

者の指定について 

第２９ 議案第１０７号 北薩広域公園の指定管理者の指定について 

第３０ 議案第１０８号 令和２年度さつま町一般会計補正予算（第１１号） 

第３１ 議案第１０９号 令和２年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第３２ 議案第１１０号 令和２年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

第３３ 議案第１１１号 令和２年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 
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議 案 付 託 表 

委員会 議案番号 件             名 

総務厚生 

（第１委 

 員会室） 

７９ 

 

８０ 

 

８１ 

 

８２ 

８３ 

８４ 

８５ 

１０８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０９ 

１１０ 

１１１ 

さつま町議会議員及びさつま町長の選挙における選挙運動の公営に関す

る条例の制定について 

さつま町議会議員及びさつま町長の選挙におけるポスター掲示場の設置

に関する条例の制定について 

さつま町税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部改正に

ついて 

さつま町国民健康保険税条例の一部改正について 

さつま町健康ふれあいセンターの指定管理者の指定について 

さつま町宮之城ひまわり館の指定管理者の指定について 

さつま町老人福祉センターいぬまき荘の指定管理者の指定について 

令和２年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）（関係分） 

 第１条 歳入歳出予算の補正 

  歳 入 

  １１款 地方交付税 

  １５款 国庫支出金（関係分） 

  １６款 県支出金（関係分） 

  １９款 繰入金 

  ２０款 繰越金 

  ２１款 諸収入 

  歳 出 

   ２款 総務費 

   ３款 民生費 

   ４款 衛生費 

  １２款 公債費 

 第３条 債務負担行為の補正（関係分） 

※上記費目のほか人件費に関するものは総務厚生常任委員会に付託 

令和２年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

令和２年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

令和２年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

文教経済 

（第２委 

 員会室） 

８６ 

８７ 

８８ 

８９ 

９０ 

９１ 

９２ 

９３ 

９４ 

さつま町神子地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

さつま町鶴田地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

さつま町柏原地区集会施設の指定管理者の指定について 

さつま町求名交流館の指定管理者の指定について 

さつま町永野交流館の指定管理者の指定について 

さつま町中津川交流館の指定管理者の指定について 

さつま町佐志交流館の指定管理者の指定について 

さつま町山崎交流館の指定管理者の指定について 

さつま町平川郷の指定管理者の指定について 
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委員会 議案番号 件             名 

９５ 

９６ 

 

９７ 

９８ 

９９ 

１００ 

１０１ 

１０２ 

１０３ 

１０４ 

１０５ 

１０６ 

 

１０７ 

１０８ 

さつま町宮之城ちくりん館の指定管理者の指定について 

さつま町郷土文化保存伝習館及びさつま町ふれあい広場の指定管理者の

指定について 

さつま町つるだ特産品販売所の指定管理者の指定について 

さつま町さつま特産品直売所の指定管理者の指定について 

さつま町薩摩農産物加工センターの指定管理者の指定について 

さつま町白男川紫陽館の指定管理者の指定について 

さつま町尾原活性化センターの指定管理者の指定について 

さつま町紫尾森林総合利用施設等の指定管理者の指定について 

さつま町宮之城伝統工芸センターの指定管理者の指定について 

さつま町永野鉄道記念館の指定管理者の指定について 

さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定について 

さつま町鶴田ダム公園及びさつま町川内川大鶴ゆうゆう館の指定管理者

の指定について 

北薩広域公園の指定管理者の指定について 

令和２年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）（関係分） 

 第１条 歳入歳出予算の補正 

  歳 入 

  １５款 国庫支出金（関係分） 

  １６款 県支出金（関係分） 

  １７款 財産収入 

  １８款 寄附金 

  歳 出 

   ６款 農林水産業費 

   ７款 商工費 

   ８款 土木費 

  １０款 教育費 

  １１款 災害復旧費 

 第２条 繰越明許費の補正 

 第３条 債務負担行為の補正（関係分） 
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△開  議  午前９時３０分   

○議長（平八重光輝議員）   

 おはようございます。ただいまから、令和２年第４回さつま町議会定例会第３日の会議を開き

ます。 

 本日の日程は、配付してあります議事日程のとおりであります。 

 これから１２月７日に提案がありました議案第７９号から議案第１１１号までの議案３３件に

ついて、総括質疑を行います。 

 なお、質疑にあっては、総括的な事項について質疑を願います。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１「議案第７９号 さつま町議会議員及びさつま

町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の制定

について」、日程第２「議案第８０号 さつま町議会議

員及びさつま町長の選挙におけるポスター掲示場の設置

に関する条例の制定について」   

○議長（平八重光輝議員）   

 まず、日程第１「議案第７９号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙における選挙運動の

公営に関する条例の制定について」及び日程第２「議案第８０号 さつま町議会議員及びさつま

町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の制定について」の議案２件を一括して

議題とします。 

 各議案の提案理由については、説明済みであります。これから議案第７９号及び議案第８０号

の議案２件について、一括して質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第７９号及び議案第８０号の議案２件については、配付し

てあります議案付託表のとおり、総務厚生常任委員会に審査を付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第３「議案第８１号 さつま町税外収入に係る督促

手数料及び延滞金徴収条例等の一部改正について」、日

程第４「議案第８２号 さつま町国民健康保険税条例の

一部改正について」   

○議長（平八重光輝議員） 

次は、日程第３「議案第８１号 さつま町税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例 

等の一部改正について」及び日程第４「議案第８２号 さつま町国民健康保険税条例の一部改正

について」の議案２件を一括して議題とします。 

 各議案の提案理由については、説明済みです。これから議案第８１号及び議案第８２号の議案

２件について、一括して質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第８１号及び議案第８２号の議案２件については、配付し

てあります議案付託表のとおり、総務厚生常任委員会に審査を付託します。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第５「議案第８３号 さつま町健康ふれあいセン

ターの指定管理者の指定について」、日程第６「議案第

８４号 さつま町宮之城ひまわり館の指定管理者の指定

について」、日程第７「議案第８５号 さつま町老人福

祉センターいぬまき荘の指定管理者の指定について」、

日程第８「議案第８６号 さつま町神子地区コミュニテ

ィセンターの指定管理者の指定について」、日程第

９「議案第８７号 さつま町鶴田地区コミュニティセン

ターの指定管理者の指定について」、日程第１０「議案

第８８号 さつま町柏原地区集会施設の指定管理者の指

定について」、日程第１１「議案第８９号 さつま町求

名交流館の指定管理者の指定について」、日程第

１２「議案第９０号 さつま町永野交流館の指定管理者

の指定について」、日程第１３「議案第９１号 さつま

町中津川交流館の指定管理者の指定について」、日程第

１４「議案第９２号 さつま町佐志交流館の指定管理者

の指定について」、日程第１５「議案第９３号 さつま

町山崎交流館の指定管理者の指定について」、日程第

１６「議案第９４号 さつま町平川郷の指定管理者の指

定について」、日程第１７「議案第９５号 さつま町宮

之城ちくりん館の指定管理者の指定について」、日程第

１８「議案第９６号 さつま町郷土文化保存伝習館及び

さつま町ふれあい広場の指定管理者の指定について」、

日程第１９「議案第９７号 さつま町つるだ特産品販売

所の指定管理者の指定について」、日程第２０「議案第

９８号 さつま町さつま特産品直売所の指定管理者の指

定について」、日程第２１「議案第９９号 さつま町薩

摩農産物加工センターの指定管理者の指定について」、

日程第２２「議案第１００号 さつま町白男川紫陽館の

指定管理者の指定について」、日程第２３「議案第

１０１号 さつま町尾原活性化センターの指定管理者の

指定について」、日程第２４「議案第１０２号 さつま

町紫尾森林総合利用施設等の指定管理者の指定につい

て」、日程第２５「議案第１０３号 さつま町宮之城伝

統工芸センターの指定管理者の指定について」、日程第

２６「議案第１０４号 さつま町永野鉄道記念館の指定

管理者の指定について」、日程第２７「議案第１０５号 

さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定に

ついて」、日程第２８「議案第１０６号 さつま町鶴田

ダム公園及びさつま町川内川大鶴ゆうゆう館の指定管理

者の指定について」、日程第２９「議案第１０７号 北
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薩広域公園の指定管理者の指定について」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第５「議案第８３号 さつま町健康ふれあいセンターの指定管理者の指定につい

て」から、日程第２９「議案第１０７号 北薩広域公園の指定管理者の指定について」までの議

案２５件を一括して議題とします。 

 各議案の提案理由については、説明済みであります。これから議案第８３号から議案第

１０７号までの議案２５件について、一括して質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第８３号から議案第１０７号までの議案２５件については、

配付してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第３０「議案第１０８号 令和２年度さつま町一般

会計補正予算（第１１号）」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第３０「議案第１０８号 令和２年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」を

議題とします。 

 本案の提案理由については、説明済みであります。これから質疑を行います。質疑は、ありま

せんか。 

○柏木 幸平議員   

 補正予算の説明資料１６ページ、下段のほうの家畜防疫対策事業費の牛重要疾病等防疫対策事

業補助についてですが、牛農家にとっては、この疾病は大変飼育で不安なわけですが、症状が出

て、もう数日後には食欲がなくなって、数日後には動かなくなるというようなわけですが、これ

まで実施された戸数と、その後の成果というか、そういう施設においてどのような措置をされて

効果が出ているのかお伺いいたします。 

○農政課長（四位 良和君）   

 議員御質問の牛白血病補助金の関係でございますが、本町におきましては平成２８年度からこ

の検査体制を取っております。検査体制を取っておりますといいますか、検査体制に対する抗体

検査審査料の２分の１を助成しているところでございます。 

 今回の補正につきましては、抗体検査を受けたい希望の農家があったために増額するものであ

りますが、議員御質問の検査体制については先ほど言いましたように、平成２８年度から２戸、

２９年度で４戸、３０年度で８戸、令和元年度で１９戸、そして、令和２年度で現在途中ですが

１２戸というふうに検査を行っております。 

 陽性頭数がそれぞれ３５％からそれぞれの年で少ない年には１０％程度出ておりまして、この

陽性検査が出た結果を受けて対策ですけれども、農協職員あるいは本町の畜産担当のほうで分離

飼育をすることで効果が最も高いと言われておりますので、そういった指導等をしているところ

であります。陽性で、いわゆる通称クロと判定された牛については、水平感染と言いましてサシ

バエ等通じて横に感染する可能性がありますので、分離飼育等の指導しているところであります。 

 今後につきましては、簡易牛舎等の補助事業も持っておりますが、こういったところも積極的

に進めてまいったり、あるいは先般、さきの９月議会で基金の増額をお認めいただきましたので、

基金による支援策あるいは農協や関係機関と一体になった牛白血病に対する農家への正しい周知、
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啓発事業を行っていくように計画しているところであります。 

 以上です。 

○柏木 幸平議員   

 今後、申請の農家があるのか。また今後の計画として、そのような予算的な措置とか、そこあ

たりはどうなのかお伺いいたします。 

○農政課長（四位 良和君）   

 今回の補助金につきましては、予算に計上しました分については、大型農家の検査依頼があっ

たことから予算不足を生じ、予算計上したものであります。 

 今後の見込みとしましては、こうした農家への正しい周知を行っていくことで検査希望が増え

てくるものと理解しております。 

 ただ、一方で課題点として上がっておりますのが、検査を行う体制が不足しているという課題

がありますので、この辺についても今後、国、県、こういったところに要望もしながら、この検

査体制の充実というものにも努めてまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○柏木 幸平議員   

 農家の不安を払拭するために、その辺りまた要望等もあろうかと思いますから、安心して飼育

ができるような体制に近づくように努力していただきたいと思います。 

○議長（平八重光輝議員）   

 ほかにありませんか。 

○米丸 文武議員   

 補正予算の説明資料２５ページでございますが、１０款１項２目事務局費ということで、感染

症対策教育支援事業ということで２５０万円の補正が組まれております。これは修学旅行におけ

る新型コロナウイルス感染症対策として、バスの増便等に係る経費の補助ということでございま

すが。この新型コロナウイルスの関係で、全国的に修学旅行等のいろんな、生徒児童にとっては、

行事が変更になったりしておるわけでございますが、さつま町の実態というのがどういうふうな

形でされたのか、私がちょっと情報を聞いていないんですが、ここに補正を組まれた、このこと

についてさつま町の児童生徒の修学旅行等についての実情と、これの内容について御説明をいた

だきたいんですが。 

○教育総務課長（中間 博巳君）   

 議員御質問の町内の修学旅行の実態であります。県内の修学旅行、あと県外の修学旅行、実施

をされているわけですが、一応本町の小学校におきましては全て１１月で、修学旅行が本年度実

施されなかった学校が１校、あとほかについては実施されたわけですが、全て終わっております、

１１月いっぱいで。 

 あと中学校につきましては一応３月を、来年の３月ということで予定をされております。その

中で県内の修学旅行が小学校で４校、あと中学校１校、それと県外の修学旅行が小学校４校とい

ったような状況になっているところであります。 

 一応この補助金につきましては、記載のとおりバスの増便等ということでありますので、それ

の一応一番予算の大きな割合を占めるのは宮之城中学校ということで、一応今のところでは、バ

スの４台の増便ということで考えているところであります。 

 以上です。 

○米丸 文武議員   

 卒業を迎えて、この修学旅行というのは児童生徒にとっては大きな一つの教育の一環でもあり、
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また、思い出のそういう一つの大きな行事でもあるわけでございますが、今の説明を聞きますと

町内の小中学校においては、この事業においては、一応こういうような対策を取ることによって、

問題なく遂行されていくんだというようなことでよろしいですかね。 

○教育総務課長（中間 博巳君）   

 今、議員の御指摘のとおりだと思います。 

 ただ、修学旅行の内容につきましては、県内ということで推奨されておりましたが、どうして

も県外という学校もあったところであります。修学旅行の内容につきましても、３密等の対策を

取りながら、一応そういった環境の中で実施できるような修学旅行の内容ということで、学校の

ほうで検討されて実施をされている状況であります。 

○議長（平八重光輝議員）   

 ほかに。 

○新改 幸一議員   

 ２０ページの教育費の関係の事務局費の流れの中で、補助金、交付金の関係ですが、さつま町

大学生等応援給付金の減額が６５４万円計上して、減額のほうで計上してありますが、私の孫も

大学生で、このもらったほうで給付金を、もう大変喜んでおりました。そういう流れで、この大

学生で対象者といいますか、さつま町の教育委員会のほうで把握されていらっしゃる大学生で、

こういう減額になったという、給付金を申請されなかったという大学生の中身ですね、どういう

流れでこんな減額になったのかということの説明と。 

 今新聞、テレビでいろんなコロナに対する収束の問題出ておるんですが、なかなか目に見えな

い敵で、国も各市町村、本当に苦労されていらっしゃるようでございますが、このコロナの収束

というのが分からない状況の中で、第１回のこういう国の政策で給付金を頂くような対策が出て

きたんですが、今後この収束が分からん中で、この大学生等なんかが来年、再来年に向けて、こ

ういう困っている一人の将来の若者たちが勉強をやっていこうという形の中で、こういう給付金

が将来に向かっても出てくる可能性もあると思うんですよね。 

 そういったときに、今回のこの給付金が、こういう対象者がおる中で減額になるという、こう

いう何か対策といいますか、そういう方々に対する思いというのか、さつま町の流れというのも

一つの頭に入れちょらんにゃいかんとなかろうかということも私は感ずるんですけれど、そこ辺

りの感覚というのは、どんなふうな考え方をお持ちでしょうか。 

○教育総務課長（中間 博巳君）   

 当初予算計上するときには、一応県内の大学等への進学率ということで、それに４年間の大学

生等ということですから、４年間の約７００名分を進学率に掛けまして、５００人ということで

算定いたしたところであります。 

 ６割弱の申請ということで、この実績というふうになったわけですが、全協等の中でも報告は

させてもらったんですが、恐らく県内平均よりもかなりさつま町においては進学率が低かったの

かなということで、教育委員会としては捉えているところであります。 

 期限が７月末で事務手続を８月いっぱいということで進めておりましたが、その後に特に問合

せとか、そういったものはありませんでしたので、自主的に辞退をされた方もあるかも判りませ

んが、大体ほとんどの方が申請をなされたものというふうに思っております。このまた減額の対

応等については、これは町単独での政策的な経費ということでありましたので、後のまた考え方

ということについては、私のほうから控えさせていただきます。 

○議長（平八重光輝議員）   

 よろしいですか。 
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○田野 光彦議員   

 補正予算説明資料の２１ページですけれども、企業立地促進助成金の申請ということで、株式

会社片桐工作所から有限会社ウチムラまで、この用地取得の費用と設備投資の費用と、それから

新規雇用と、こういうふうになっております。 

 今回１億１,７２８万９,０００円ということですけれども、これは例えば新規雇用の４人、

３人、４人、４人、３人ということが、もう既に新規雇用をされた時点で、今回そういうことに

なりましたということの補正予算なんでしょうか。 

○ふるさと振興課長（米丸 鉄男君）   

 ただいまの御質問でございます。 

 御指摘のとおり実際操業を、新規に立地協定後に工場を新設されまして操業を開始されまして

６か月以降経ったところで申請ができるということでございますので、６か月経たれた段階での

町内に居住の方の新規の雇用の人数ということでございます。 

○田野 光彦議員   

 了解しました。 

○議長（平八重光輝議員）   

 ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１０８号については、配付してあります議案付託表のと

おり、分割してそれぞれ所管の常任委員会に審査を付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第３１「議案第１０９号 令和２年度さつま町国民

健康保険事業特別会計補正予算（第３号）」、日程第

３２「議案第１１０号 令和２年度さつま町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）」、日程第３３「議案

第１１１号 令和２年度さつま町介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第３１「議案第１０９号 令和２年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）」から、日程第３３「議案第１１１号 令和２年度さつま町介護保険事業特別会計補

正予算（第３号）」までの議案３件を一括して議題とします。 

 各議案の提案理由については、説明済みであります。これから議案第１０９号から議案第

１１１号までの議案３件について、一括して質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいま議題となっております議案第１０９号から議案第１１１号までの議案３件については、

配付してあります議案付託表のとおり、総務厚生常任委員会に審査を付託します。 

 本日から１２月１４日までの各常任委員会の審査会場は、総務厚生常任委員会が第１委員会室、

文教経済常任委員会が第２委員会室となっております。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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△散  会   

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 １２月２４日は、午前９時３０分から本会議を開き、各議案の審議を行います。 

 本日は、これで散会します。 

散会時刻 午前９時５２分   
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令和２年第４回さつま町議会定例会会議録 

                            （第４日） 

○開議期日    令和２年１２月２４日  午前９時３０分 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○会議の場所   さつま町議会議事堂 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○当日の議員の出欠は次のとおり 

 出席議員（１５名） 

   １番  上 囿 一 行 議員      ２番  上久保 澄 雄 議員 

   ４番  柏 木 幸 平 議員      ５番  米 丸 文 武 議員 

   ６番  田 野 光 彦 議員      ７番  舟 倉 武 則 議員 

   ８番  岩 元 涼 一 議員      ９番  朝 倉 満 男 議員 

  １０番  岸 良 光 廣 議員     １１番  新 改 幸 一 議員 

  １２番  宮之脇 尚 美 議員     １３番  川 口 憲 男 議員 

  １４番  森 山   大 議員     １５番  新 改 秀 作 議員 

  １６番  平八重 光 輝 議員 

 欠席議員（１名） 

   ３番  三 浦 広 幸 議員 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○出席した議会職員は次のとおり 

 事 務 局 長  萩木場 一 水 君   議 事 係 長  竹 下 和 男 君 

 議 事 係 主 査  西   浩 司 君 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○地方自治法第１２１条の規定による出席者は次のとおり 

 町     長  日 髙 政 勝 君   副  町  長  上 野 俊 市 君 

 教  育  長  原 園 修 二 君   総 務 課 長  﨑 野 裕 二 君 

 企画政策課長  角   茂 樹 君   財 政 課 長  原 田 剛 志 君 

 税 務 課 長  松 山 和 久 君   保健福祉課長  佐 藤 秀 樹 君 

 高齢者支援課長  有 村   哲 君   子ども支援課長  羽 有 郁 夫 君 

 農 政 課 長  四 位 良 和 君   耕地林業課長  櫻   伸 一 君 

 商工観光ＰＲ課長  市 來 浩 二 君   ふるさと振興課長  米 丸 鉄 男 君 

 建 設 課 長  野 田 真一郎 君   教育総務課長  中 間 博 巳 君 

 学校教育課長  界   敏 則 君   社会教育課長  三 腰 善 行 君 
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○本日の会議に付した事件 

第 １ 議案第 ７９号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙における選挙運動の公営に関 

            する条例の制定について 

第 ２ 議案第 ８０号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙におけるポスター掲示場の設 

            置に関する条例の制定について 

第 ３ 議案第 ８１号 さつま町税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部改正 

            について 

第 ４ 議案第 ８２号 さつま町国民健康保険税条例の一部改正について 

第 ５ 議案第 ８３号 さつま町健康ふれあいセンターの指定管理者の指定について 

第 ６ 議案第 ８４号 さつま町宮之城ひまわり館の指定管理者の指定について 

第 ７ 議案第 ８５号 さつま町老人福祉センターいぬまき荘の指定管理者の指定について 

第 ８ 議案第 ８６号 さつま町神子地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

第 ９ 議案第 ８７号 さつま町鶴田地区コミュニティセンターの指定管理者の指定について 

第１０ 議案第 ８８号 さつま町柏原地区集会施設の指定管理者の指定について 

第１１ 議案第 ８９号 さつま町求名交流館の指定管理者の指定について 

第１２ 議案第 ９０号 さつま町永野交流館の指定管理者の指定について 

第１３ 議案第 ９１号 さつま町中津川交流館の指定管理者の指定について 

第１４ 議案第 ９２号 さつま町佐志交流館の指定管理者の指定について 

第１５ 議案第 ９３号 さつま町山崎交流館の指定管理者の指定について 

第１６ 議案第 ９４号 さつま町平川郷の指定管理者の指定について 

第１７ 議案第 ９５号 さつま町宮之城ちくりん館の指定管理者の指定について 

第１８ 議案第 ９６号 さつま町郷土文化保存伝習館及びさつま町ふれあい広場の指定管理者 

            の指定について 

第１９ 議案第 ９７号 さつま町つるだ特産品販売所の指定管理者の指定について 

第２０ 議案第 ９８号 さつま町さつま特産品直売所の指定管理者の指定について 

第２１ 議案第 ９９号 さつま町薩摩農産物加工センターの指定管理者の指定について 

第２２ 議案第１００号 さつま町白男川紫陽館の指定管理者の指定について 

第２３ 議案第１０１号 さつま町尾原活性化センターの指定管理者の指定について 

第２４ 議案第１０２号 さつま町紫尾森林総合利用施設等の指定管理者の指定について 

第２５ 議案第１０３号 さつま町宮之城伝統工芸センターの指定管理者の指定について 

第２６ 議案第１０４号 さつま町永野鉄道記念館の指定管理者の指定について 

第２７ 議案第１０５号 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定について 

第２８ 議案第１０６号 さつま町鶴田ダム公園及びさつま町川内川大鶴ゆうゆう館の指定管理 

            者の指定について 

第２９ 議案第１０７号 北薩広域公園の指定管理者の指定について 

第３０ 議案第１０８号 令和２年度さつま町一般会計補正予算（第１１号） 

第３１ 議案第１０９号 令和２年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第３２ 議案第１１０号 令和２年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

第３３ 議案第１１１号 令和２年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

第３４ 議員派遣の件 

第３５ 閉会中の継続調査の件 
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△開  議  午前９時３０分   

○議長（平八重光輝議員）   

 おはようございます。ただいまから、令和２年第４回さつま町議会定例会第４日の会議を開き

ます。 

 ３番、三浦広幸議員から、本日の会議に欠席する旨、届出がありましたので、お知らせします。 

 本日の日程は、配付してあります議事日程のとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第１「議案第７９号 さつま町議会議員及びさつま

町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の制定

について」、日程第２「議案第８０号 さつま町議会議

員及びさつま町長の選挙におけるポスター掲示場の設置

に関する条例の制定について」、日程第３「議案第

８１号 さつま町税外収入に係る督促手数料及び延滞金

徴収条例等の一部改正について」、日程第４「議案第

８２号 さつま町国民健康保険税条例の一部改正につい

て」、日程第５「議案第８３号 さつま町健康ふれあい

センターの指定管理者の指定について」、日程第６「議

案第８４号 さつま町宮之城ひまわり館の指定管理者の

指定について」、日程第７「議案第８５号 さつま町老

人福祉センターいぬまき荘の指定管理者の指定につい

て」、日程第８「議案第８６号 さつま町神子地区コミ

ュニティセンターの指定管理者の指定について」、日程

第９「議案第８７号 さつま町鶴田地区コミュニティセ

ンターの指定管理者の指定について」、日程第１０「議

案第８８号 さつま町柏原地区集会施設の指定管理者の

指定について」、日程第１１「議案第８９号 さつま町

求名交流館の指定管理者の指定について」、日程第

１２「議案第９０号 さつま町永野交流館の指定管理者

の指定について」、日程第１３「議案第９１号 さつま

町中津川交流館の指定管理者の指定について」、日程第

１４「議案第９２号 さつま町佐志交流館の指定管理者

の指定について」、日程第１５「議案第９３号 さつま

町山崎交流館の指定管理者の指定について」、日程第

１６「議案第９４号 さつま町平川郷の指定管理者の指

定について」、日程第１７「議案第９５号 さつま町宮

之城ちくりん館の指定管理者の指定について」、日程第

１８「議案第９６号 さつま町郷土文化保存伝習館及び

さつま町ふれあい広場の指定管理者の指定について」、

日程第１９「議案第９７号 さつま町つるだ特産品販売

所の指定管理者の指定について」、日程第２０「議案第

９８号 さつま町さつま特産品直売所の指定管理者の指

定について」、日程第２１「議案第９９号 さつま町薩
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摩農産物加工センターの指定管理者の指定について」、

日程第２２「議案第１００号 さつま町白男川紫陽館の

指定管理者の指定について」、日程第２３「議案第

１０１号 さつま町尾原活性化センターの指定管理者の

指定について」、日程第２４「議案第１０２号 さつま

町紫尾森林総合利用施設等の指定管理者の指定につい

て」、日程第２５「議案第１０３号 さつま町宮之城伝

統工芸センターの指定管理者の指定について」、日程第

２６「議案第１０４号 さつま町永野鉄道記念館の指定

管理者の指定について」、日程第２７「議案第１０５号 

さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定に

ついて」、日程第２８「議案第１０６号 さつま町鶴田

ダム公園及びさつま町川内川大鶴ゆうゆう館の指定管理

者の指定について」、日程第２９「議案第１０７号 北

薩広域公園の指定管理者の指定について」、日程第

３０「議案第１０８号 令和２年度さつま町一般会計補

正予算（第１１号）」、日程第３１「議案第１０９号 

令和２年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第３号）」、日程第３２「議案第１１０号 令和２年

度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）」、日程第３３「議案第１１１号 令和２年度さ

つま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」   

○議長（平八重光輝議員）   

 日程第１「議案第７９号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙における選挙運動の公営に

関する条例の制定について」から日程第３３「議案第１１１号 令和２年度さつま町介護保険事

業特別会計補正予算（第３号）」までの議案３３件を一括して議題とします。 

 これからそれぞれの常任委員会に付託した議案について、各委員長の審査報告を求めます。 

 まず、総務厚生常任委員長の報告を求めます。 

〔上久保澄雄議員登壇〕 

○総務厚生常任委員長（上久保澄雄議員）   

 おはようございます。総務厚生常任委員会の審査の過程と結果について、御報告を申し上げま

す。 

 当委員会に付託されました議案については、慎重に審査を行った結果、「議案第７９号 さつ

ま町議会議員及びさつま町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の制定について」、

「議案第８０号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関す

る条例の制定について」、「議案第８１号 さつま町税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収

条例等の一部改正について」、「議案第８２号 さつま町国民健康保険税条例の一部改正につい

て」、「議案第１０８号 令和２年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」関係分、「議案

第１０９号 令和２年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）」、「議案第

１１０号 令和２年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」及び「議案第

１１１号 令和２年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」の議案８件について

は、原案のとおり可決すべきものと決定し、「議案第８３号 さつま町健康ふれあいセンターの
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指定管理者の指定について」、「議案第８４号 さつま町宮之城ひまわり館の指定管理者の指定

について」及び「議案第８５号 さつま町老人福祉センターいぬまき荘の指定管理者の指定につ

いて」の議案３件については、可決すべきものと決定した次第であります。 

 審査の過程について、その概要を申し上げます。 

 まず、「議案第７９号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙における選挙運動の公営に関

する条例の制定について」であります。 

 本条例は、公職選挙法の改正により認められることとなった町村議会議員及び町村長の選挙公

営に関して、選挙運動用の自動車、運動用ビラ、選挙用ポスターの３点について、一定の基準を

設けながら公費負担するため制定するものであります。 

 質疑の中で、供託金の没収点以下の得票だった場合の選挙公営の取扱いについてただしました

ところ、公費負担の請求ができないため、全て自己負担となるとのことであります。 

 次は、「議案第８０号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙におけるポスター掲示場の設

置に関する条例の制定について」であります。 

 本条例は、選挙用ポスターの公営に関して規定することに伴い、ポスター掲示場の設置につい

て制定するものであります。 

 質疑の中で、ポスター掲示場の設置箇所等について町民への周知方法をただしましたところ、

区公民館長連絡協議会、町お知らせ版、選挙公報「しろばら」等で周知をしていきたいとのこと

であります。 

 次は、「議案第８１号 さつま町税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部改正

について」であります。 

 今回の改正は、上位法の改正に伴い、延滞金利率の特例に係る表示方法を定めた関係条例を改

正するもので、延滞金の利率に変更はないため、町民への影響はないとのことであります。 

 次は、「議案第８２号 さつま町国民健康保険税条例の一部改正について」であります。 

 今回の改正は、上位法の改正に伴い、国民健康保険税の軽減判定基準を改正するもので、

７割・５割・２割の軽減区分の判定所得について、基礎控除相当分及び２人以上の給与所得者等

がある場合の基準所得を改めるものであります。 

 質疑の中で、今回の改正により町民にどのような影響があるかただしましたところ、給与及び

年金所得者への影響はなく、これ以外の所得者については、基礎控除が１０万円増えることによ

り軽減対象者が若干増え、町民の負担が減るとのことであります。 

 また、国民健康保険税の税収はどのように変化するのかただしましたところ、今回の改正によ

り税収が３２０万円程度減少するが、減少分については、国から調整交付金として補てんされる

見込みであるとのことであります。 

 次は、「議案第８３号 さつま町健康ふれあいセンターの指定管理者の指定について」であり

ます。 

 指定管理期間を令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間とし、引き続き、明廣

建設株式会社を指定管理者に指定しようとするものであります。 

 質疑の中で、令和元年度の単年度収支は赤字となっていることから、運営状況についてただし

ましたところ、昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響等も出ているが、それ以前は収支

がプラスに転じたとの報告も受けており、公の施設運営の範囲内において、自らの経営努力を積

み重ねてこられているとのことであります。 

 次は、「議案第８４号 さつま町宮之城ひまわり館の指定管理者の指定について」であります。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、社会福祉法人さつま町社会福祉協議会を指定管理者に
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指定しようとするものであります。 

 質疑の中で、令和３年度の人件費の見込みがゼロ円となっているが、夜間の管理体制について

ただしましたところ、業者に委託して夜間や休日の管理を行う予定であるため、人件費から委託

料に変更を行っているとのことであります。 

 次は、「議案第８５号 さつま町老人福祉センターいぬまき荘の指定管理者の指定について」

であります。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、社会福祉法人さつま町社会福祉協議会を指定管理者に

指定しようとするものであります。 

 次は、「議案第１０８号 令和２年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」の関係分につ

いてであります。 

 まず、歳出の２款１項７目企画費については、鹿児島銀行の主催で鹿児島県内の特産品や観光

情報を発信する鹿児島フェアを台湾で開催するための参加負担金であり、１０万円が計上されて

おります。 

 質疑の中で、本町からはどのような特産品が選定されたのかただしましたところ、最終的には、

いも飴、薩摩西郷梅、梅ジュース及び香辛料（ひらめき）の４品目が特産品として選定されたと

のことであります。 

 次に、２款１項１３目財産管理費については、湯田地区町有地の擁壁改修工事であり、

３１４万６,０００円が計上されております。 

 質疑の中で、改修工事の概要をただしましたところ、町内企業に貸し付けている町有地の擁壁

が老朽化により倒壊のおそれもあるため、石積みからブロック積みに改修し、フェンスを設置す

るとのことであります。 

 次に、２款１項１９目特別定額給付金給付事業費については、新型コロナウイルス感染症の経

済対策として、国民１人当たり１０万円の給付事業であるが、事業実績に伴い２,００３万

６,０００円が減額されております。 

 同じく、２０目さつま町元気応援給付金給付事業費については、特別定額給付金と併せた町民

１人当たり５,０００円の給付事業であり、事業実績に伴い１９７万円が減額されております。 

 質疑の中で、両給付事業の辞退者数や未申請者数をただしましたところ、特別定額給付金につ

いては、辞退者が８人、未申請者が５人であり、町元気応援給付金については、辞退者が２９人、

未申請者が１０人とのことであります。 

 次に、３款１項２目老人福祉費については、養護老人ホームへの措置者数が増えたことに伴う

措置費として、５４４万５,０００円が計上されております。 

 質疑の中で、養護老人ホームへの措置者数は増加傾向にあるのか、また、待機状況についてた

だしましたところ、ほのぼの苑の定員７０人のうち、本町の入所者は６２人となっており、この

ほか町外の施設に１７人入所している。入所者は年々増加しており、ほのぼの苑の待機登録者も

３７人と多いため、今後も増加していくと思われるとのことであります。 

 次に、３款２項２目児童福祉費については、児童発達支援センタークオラバンビーノが施設を

移転して、本年７月に開設したことによる追加の運営負担金として、１,４００万円が計上され

ております。施設やサービスが拡充されることで利用定員や職員数が増加し、給食の提供などが

行われており、未就学児だけではなく支援の必要な小学生等に対し、放課後等デイサービスも開

始されたとのことであります。 

 質疑の中で、当初の負担金６００万円に１,４００万円が追加計上され、合計２,０００万円の

運営負担となるが、次年度以降の負担金はどのように推移していくと見込まれるのかただしまし
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たところ、本町唯一の児童発達支援センターであり、安定的な運営を行う必要があることに加え、

町直営で実施すると一層経費もかかることから、決算状況等も確認しながら、当分の間はある程

度の支援を継続していく必要があるとのことであります。 

 次に、歳入についてでありますが、今回の補正予算に際し、特定財源の合計額が歳出補正額に

不足することから、普通交付税１億４,４５１万７,０００円、繰越金１,４９５万８,０００円が

計上されております。 

 次は、「議案第１０９号 令和２年度さつま町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号）」についてであります。 

 歳出では、２款１項療養諸費は１,１００万円の減額、２款２項高額療養費は１,１００万円が

計上されております。保険給付費の実績見込みにより、歳出予算の調整を行うものであり、予算

の総額に変更はないとのことであります。 

 次は、「議案第１１０号 令和２年度さつま町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」

についてであります。 

 歳出では、１款２項１目賦課徴収費については、電算システムの改修に伴う負担金８万

８,０００円が計上されており、歳入で同額を一般会計から繰り入れております。 

 次は、「議案第１１１号 令和２年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」に

ついてであります。 

 歳出では、１款３項１目介護認定審査会費については、介護認定支援システム改修費用として

５１万円が減額されております。 

 最後に、指定管理料を検討する中で、新電力に移行して電気料金を抑えるなどの経費削減を指

定管理候補者に提案していく考えはないか、関係課長に一括してただしましたところ、指定管理

を更新する際に、新電力を含めた経費削減に努めることを、担当課と指定管理候補者で協議する

よう依頼しているとのことであります。 

 また、クオラバンビーノの利用者数の増加における利用者への支援対策についてただしました

ところ、現在の実利用者数は４３人であり、１日当たり平均１１.９人が利用している。今回、

施設を拡充したことで利用者数の増加が見込まれるが、保護者による送迎が困難なケースも見受

けられるため、クオラによる送迎サービスを検討していただくなど、利用者の立場に立った支援

策を講じていくとのことであります。 

 以上で、総務厚生常任委員会の報告を終わります。 

〔上久保澄雄議員降壇〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 これから、総務厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。これで総務厚生常任委員長に対する質疑を終わります。 

 次に、文教経済常任委員長の審査報告を求めます。 

〔宮之脇尚美議員登壇〕 

○文教経済常任委員長（宮之脇尚美議員）   

 おはようございます。文教経済常任委員会の審査の過程と結果について、御報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました議案については、慎重に審査を行った結果、「議案第１０８号 令

和２年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」関係分の議案１件については、原案のとおり

可決すべきものと決定し、「議案第８６号 さつま町神子地区コミュニティセンターの指定管理
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者の指定について」、「議案第８７号 さつま町鶴田地区コミュニティセンターの指定管理者の

指定について」、「議案第８８号 さつま町柏原地区集会施設の指定管理者の指定について」、

「議案第８９号 さつま町求名交流館の指定管理者の指定について」、「議案第９０号 さつま

町永野交流館の指定管理者の指定について」、「議案第９１号 さつま町中津川交流館の指定管

理者の指定について」、「議案第９２号 さつま町佐志交流館の指定管理者の指定について」、

「議案第９３号 さつま町山崎交流館の指定管理者の指定について」、「議案第９４号 さつま

町平川郷の指定管理者の指定について」、「議案第９５号 さつま町宮之城ちくりん館の指定管

理者の指定について」、「議案第９６号 さつま町郷土文化保存伝習館及びさつま町ふれあい広

場の指定管理者の指定について」、「議案第９７号 さつま町つるだ特産品販売所の指定管理者

の指定について」、「議案第９８号 さつま町さつま特産品直売所の指定管理者の指定につい

て」、「議案第９９号 さつま町薩摩農産物加工センターの指定管理者の指定について」、「議

案第１００号 さつま町白男川紫陽館の指定管理者の指定について」、「議案第１０１号 さつ

ま町尾原活性化センターの指定管理者の指定について」、「議案第１０２号 さつま町紫尾森林

総合利用施設等の指定管理者の指定について」、「議案第１０３号 さつま町宮之城伝統工芸セ

ンターの指定管理者の指定について」、「議案第１０４号 さつま町永野鉄道記念館の指定管理

者の指定について」、「議案第１０５号 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定

について」、「議案第１０６号 さつま町鶴田ダム公園及びさつま町川内川大鶴ゆうゆう館の指

定管理者の指定について」及び「議案第１０７号 北薩広域公園の指定管理者の指定について」

の議案２２件については、可決すべきものと決定した次第であります。 

 審査の過程と結果について、その概要を申し上げます。 

 まず、「議案第８６号 さつま町神子地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につい

て」であります。 

 指定管理期間を令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間とし、引き続き、神子

区公民館を指定管理者に指定しようとするものであります。 

 次は、「議案第８７号 さつま町鶴田地区コミュニティセンターの指定管理者の指定につい

て」であります。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、鶴田区公民館を指定管理者に指定しようとするもので

あります。 

 次は、「議案第８８号 さつま町柏原地区集会施設の指定管理者の指定について」であります。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、柏原区公民館を指定管理者に指定しようとするもので

あります。 

 次は、「議案第８９号 さつま町求名交流館の指定管理者の指定について」であります。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、求名区公民館を指定管理者に指定しようとするもので

あります。 

 質疑の中で、築後年数も経過していることから、老朽化等により解体する場合の費用負担につ

いてただしましたところ、現在は解体費用の助成はないが、各地区から要望があった場合は、町

が解体費用を負担するべきと考えており、所管課で補助要綱を整理するよう検討しているとのこ

とであります。 

 次は、議案第９０号 さつま町永野交流館、議案第９１号 さつま町中津川交流館、議案第

９２号 さつま町佐志交流館、議案第９３号 さつま町山崎交流館、以上の４か所の交流館につ

いては、いずれも指定管理期間を５年間とし、引き続き、当該区公民館に指定管理者として指定

しようとするものであります。 
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 次は、「議案第９４号 さつま町平川郷の指定管理者の指定について」であります。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、平川郷管理組合を指定管理者に指定しようとするもの

であります。 

 次は、「議案第９５号 さつま町宮之城ちくりん館の指定管理者の指定について」であります。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、北さつま農業協同組合を指定管理者に指定しようとす

るものであります。 

 質疑の中で、１人当たりの客単価が高い理由についてただしましたところ、併設しているレス

トランを含めた客単価のため高くなっているとのことであります。 

 次は、「議案第９６号 さつま町郷土文化保存伝習館及びさつま町ふれあい広場の指定管理者

の指定について」であります。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、社会福祉法人さつま町社会福祉協議会を指定管理者に

指定しようとするものであります。 

 質疑の中で、郷土文化保存伝習館は譲渡の考えはないのかただしましたところ、現在は湯之元

公民会が主に利用している。隣接するいぬまき荘と合併浄化槽を併用しているため、現時点での

譲渡は難しいが、今後は状況を見ながら無償譲渡を働きかけていきたいとのことであります。 

 次は、「議案第９７号 さつま町つるだ特産品販売所の指定管理者の指定について」でありま

す。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、つるだ特産品出荷協議会を指定管理者に指定しようと

するものであります。 

 質疑の中で、町内各物産館の新型コロナ対策の費用についてただしましたところ、対策費用は

行政負担と考えており、消毒液やフェイスシールドなど、必要な経費等は担当課に連絡するよう

周知しているとのことであります。 

 次は、「議案第９８号 さつま町さつま特産品直売所の指定管理者の指定について」でありま

す。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、さつま特産品直売所出荷者協議会を指定管理者に指定

しようとするものであります。 

 次は、「議案第９９号 さつま町薩摩農産物加工センターの指定管理者の指定について」であ

ります。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、農事組合法人薩摩西郷梅生産組合を指定管理者に指定

しようとするものであります。 

 次は、「議案第１００号 さつま町白男川紫陽館の指定管理者の指定について」であります。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、白男川区公民館を指定管理者に指定しようとするもの

であります。 

 質疑の中で、令和３年度の指定管理料が、令和２年度より８万９,０００円増額となった理由

についてただしましたところ、平成２６年度からの３年間と平成２９年度からの３年間の電気料

金と水道使用料金の平均額の差額相当分を増額したとのことであります。 

 次は、「議案第１０１号 さつま町尾原活性化センターの指定管理者の指定について」であり

ます。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、尾原公民会を指定管理者に指定しようとするものであ

ります。 

 次は、「議案第１０２号 さつま町紫尾森林総合利用施設等の指定管理者の指定について」で

あります。 
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 指定管理期間を５年間とし、引き続き、紫尾区公民館を指定管理者に指定しようとするもので

あります。 

 質疑の中で、ふるさと創生館の利用形態についてただしましたところ、主にバレーボール合宿

など体育館として利用されており、令和元年度は１０２件で８２６人が利用し、町外の利用者が

多いとのことであります。もっと町民に周知するなど、利用促進に努めるよう要請いたしました。 

 次は、「議案第１０３号 さつま町宮之城伝統工芸センターの指定管理者の指定について」で

あります。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、協同組合特産品フレッシュ宮之城を指定管理者に指定

しようとするものであります。 

 次は、「議案第１０４号 さつま町永野鉄道記念館の指定管理者の指定について」であります。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、丁町婦人会を指定管理者に指定しようとするものであ

ります。 

 次は、「議案第１０５号 さつま町うましき里きららの楽校の指定管理者の指定について」で

あります。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、うましき里きらら協議会を指定管理者に指定しようと

するものであります。 

 次は、「議案第１０６号 さつま町鶴田ダム公園及びさつま町川内川大鶴ゆうゆう館の指定管

理者の指定について」であります。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、特定非営利活動法人ひっ翔べ！奥さつま探険隊を指定

管理者に指定しようとするものであります。 

 質疑の中で、５年前に税理士の指導の下、経理をすべきではないかと指摘したが、その後の状

況についてただしましたところ、これまでは実績の算出方法が年度によって異なっていたことか

ら、指摘後は、適切な運営がなされるよう、毎月税理士が経理の確認や指導を行っているとのこ

とであります。 

 次は、「議案第１０７号 北薩広域公園の指定管理者の指定について」であります。 

 指定管理期間を５年間とし、引き続き、公益財団法人鹿児島県地域振興公社を指定管理者に指

定しようとするものであります。 

 質疑の中で、令和３年度の指定管理料の積算で、管理経費が約３００万円増加している理由に

ついてただしましたところ、管理面積が増えたことや労務単価の改定により増加しているとのこ

とであります。 

 次は、「議案第１０８号 令和２年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」関係分につい

てであります。 

 まず、６款１項農業費の関係であります。 

 ７目畜産業費には、牛白血病の抗体検査手数料の補助として８０万７,０００円が計上されて

います。 

 質疑の中で、毎年抗体検査を行っているが年々増加傾向にあることから、今後の対策について

ただしましたところ、平成２８年度から手数料の補助を行っており、県家畜保健所北薩地区管内

のデータになるが、令和２年１０月で５,２５０頭検査し、うち陽性が２,６２５頭で、獣医師不

足により全頭検査体制が充実していない状況である。今後は、牛白血病基金の活用や行政とＪＡ

で連携を取りながら、簡易牛舎の補助事業を活用し、陽性と陰性を分けた飼育管理を行い、状況

を見ながら成牛せり市へ出荷していくなど、陽性牛の割合を減少させるとともに、全頭検査がで

きる体制づくりを県や国に要望していきたいとのことであります。 
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 ９目担い手育成費には、お茶の乗用摘採機導入に伴う補助金２２５万７,０００円が計上され

ています。 

 質疑の中で、お茶の生産量は多いものの売上高が少ないことから、売上げの向上につながる取

組についてただしましたところ、まずは、お茶の魅力を伝え親しんでもらうために茶育に取り組

んでいる。また、薩摩地区では紅茶への取組もされているとのことであります。 

 次に、７款１項商工費の関係であります。 

 ２目物産観光費には、さつまの逸品振興事業費補助金の精算で１０７万円の減額補正が計上さ

れています。 

 質疑の中で、この事業の成果等についてただしましたところ、新型コロナで帰省できない県外

の大学生に牛肉を送ることで元気を出してもらえたことと、モニター登録を行うことでふるさと

納税返礼品の特産品などを抽せんで贈り、アンケートに答えていただき返礼品を充実させている。

また、寄附の受入れを行うインターネットのサイトを１つ増やしたことで寄附が増加し、本年

１１月の１か月分の寄附件数は、昨年１年間分を上回っており、１２月はさらに多くの寄附が集

まると予想しているとのことであります。 

 ５目開発振興費には、平成３０年度から令和元年度までに立地協定を締結した、５社分の企業

立地促進助成金１億１,７２８万９,０００円が計上されています。 

 質疑の中で、県内の他自治体との補助率の比較についてただしましたところ、用地取得費と造

成費に係る４０％の補助率は高いほうであり、建物や機械等の設備費についても、投資金額によ

って補助率は変わるものの、投資金額５,０００万円までの１５％は高いほうであるが、県内で

突出して高いということではないとのことであります。 

 次に、１０款２項小学校費の関係であります。 

 １目学校管理費には、中津川小学校改修工事費６３４万円が計上されています。 

 質疑の中で、他の学校でもこのような改修が予想されるのかただしましたところ、今回は特別

な支援が必要な児童が学校生活で支障を来さないように、教室の改修と屋外階段の手すり取付工

事を行うものであり、今後も同様の事例が出てきた場合は、対応していくことになるとのことで

あります。 

 次に、１１款１項農林水産施設災害復旧費の関係であります。 

 災害復旧工事が翌年度へ繰越しとなっているが、その内容についてただしましたところ、農地

と農業用施設１６３件の災害査定が１１月２７日で終了し、年明けの工事発注を予定しており、

完成は令和３年５月末を計画しているとのことであります。 

 以上で、文教経済常任委員会の報告を終わります。 

〔宮之脇尚美議員降壇〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 これから文教経済常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 質疑なしと認めます。これで文教経済常任委員長に対する質疑を終わります。 

 これから順に討論、採決を行います。 

 まず、議案第７９号から議案第８２号までの議案４件について、一括して討論を行います。討

論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   
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 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第７９号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙における選挙運動の公営に

関する条例の制定について」から「議案第８２号 さつま町国民健康保険税条例の一部改正につ

いて」までの議案４件について、一括して採決します。 

 議案第７９号から議案第８２号までの議案４件に対する委員長の報告は、原案可決です。 

 お諮りします。委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって「議案第７９号 さつま町議会議員及びさつま町長の選挙におけ

る選挙運動の公営に関する条例の制定について」から「議案第８２号 さつま町国民健康保険税

条例の一部改正について」までの議案４件は、委員長報告のとおり原案可決されました。 

 次に、議案第８３号から議案第１０７号までの議案２５件について、一括して討論を行います。

討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第８３号 さつま町健康ふれあいセンターの指定管理者の指定について」から

「議案第１０７号 北薩広域公園の指定管理者の指定について」までの議案２５件について、一

括して採決します。 

 議案第８３号から議案第１０７号までの議案２５件に対する各委員長の報告は、可決です。 

 お諮りします。各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、「議案第８３号 さつま町健康ふれあいセンターの指定管理者

の指定について」から「議案第１０７号 北薩広域公園の指定管理者の指定について」までの議

案２５件は、各委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０８号から議案第１１１号までの議案４件について、一括して討論を行います。

討論は、ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから「議案第１０８号 令和２年度さつま町一般会計補正予算（第１１号）」から「議案

第１１１号 令和２年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」までの議案４件に

ついて、一括して採決します。 

 議案第１０８号から議案第１１１号までの議案４件に対する各委員長の報告は、原案可決です。 

 お諮りします。各委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、「議案第１０８号 令和２年度さつま町一般会計補正予算（第

１１号）」から「議案第１１１号 令和２年度さつま町介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）」までの議案４件は、各委員長報告のとおり原案可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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△日程第３４「議員派遣の件」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第３４「議員派遣の件」を議題とします。 

 お諮りします。議員派遣の件については、配付しましたとおり派遣することにしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、議員派遣の件は、配付しましたとおり派遣することに決定しま

した。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△日程第３５「閉会中の継続調査の件」   

○議長（平八重光輝議員）   

 次は、日程第３５「閉会中の継続調査の件」を議題とします。 

 各委員長から、委員会において調査中の事件について、会議規則第７５条の規定によって、配

付してあります申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（平八重光輝議員）   

 異議なしと認めます。よって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査をすることに決

定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

△閉  会   

○議長（平八重光輝議員）   

 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

 これをもって会議を閉じ、令和２年第４回さつま町議会定例会を閉会します。 

閉会時刻 午前１０時１１分   
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